
午後２時２１分 開議

○議長（薮野 勤君） ただいまから平成１１年第

１回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２３番 稲留照雄君、２

５番 巴里英一君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、議案第

１１号 泉南市教育委員会の教育長の退職手当に

関する臨時措置条例の制定についてを議題とし、

質疑を続行いたします。質疑はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 前回の審議で、私の質問中

に議事進行があって中断したように私は思ってお

りまして、前回の質疑を続けさしていただきたい

と思うんですが、市長が聖域なくあらゆる角度か

ら大胆に行政改革をするということを言ってきて

おることと、一方で市長らの特別職のいわゆる本

給、報酬の１割カットを提案し、職員に対しても

定昇ストップというような、給与という生活給そ

のものにメスを入れてきておる姿勢は、一定状況

からいえば理解できるわけですね。

そういう中で、退職金規定の中でちゃんと退職

金を出していらっしゃるわけですが、その中にも

当然本給に連動した形での退職金が支給されとる

わけでありますから、一般の職員に対してはそこ

に既に加給的な、加算的な内容が含まれておるの

は当然でありますね。その上に市民からいえば、

特別に条例を出して加給をするということは、と

ても市長の基本的な行政改革に対する姿勢からい

えば、私は当然理解できないと思います。

そういう点で市長は行政改革の大綱をつくられ

て、行政全般にわたってそういう見直しをやって

るときに、この市のこういう加算的なものにはま

ずメスを入れる必要があると思いますし、市民に

対する補助金とかいろんな面でもカットしてきて

おると思うんですが、こういう加算的、加給的な

ものにまず第一にメスを入れてあると私は思って
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るんですが、そういうものを初めから考えられて

おらなかったんでしょうか、こういうことを出し

てくるということはね。そういう点でほかにもそ

ういう加算的に対応している分がないことはない

と思うんですが、そういう点の見直しというのは

一切してないと理解してもいいのか、どう考えて

いるのか、それだけきちっとお聞きをしておきた

いと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今を生きる私たち現職とい

いますか、非常に厳しい中でありますから、当然

それに対応するために最善の努力をするという姿

勢には変わりございません。ただ、いままで大変

御苦労いただいて今回退任された方につきまして

は、従来からもありますように、特別職に対する

一定の考え方がございますので、それにのっとっ

てその労に報いるという姿勢でございます。

そのほかで加給云々というのは余り記憶にはな

いんですが、この特別職の方々につきましては、

過去から議会の議決を経て加算することができる

ということを適用して御提案を申し上げているわ

けでございますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○議長（薮野 勤君） 小山さん、もう回数重ねて

おりますので。 小山君。

○２番（小山広明君） ということは、私の質問は、

そういう加算的なものはやっぱり行革の見直しの

中には入れてなかったと聞いたわけですけども、

答えがなかったわけでね。これはやっぱり私は一

番先に入れないといけないんじゃないかなと。そ

の上で、現在頑張ってる方に対しても厳しい対応

をして頑張るということなんですが、この方が就

任したときには従来のそういう対応がありますか

ら、この方だけにそういうしわ寄せをやるという

のは、私も余りよくないと思うので、行革の中で

はそういうことに対してどう対応していくのかと。

これはやっぱり名誉の問題もありますし、そう

いう点では行革全体に協力していただくためで、

どこかでだれかが１つの線引きになるわけですか

ら、そういう点での対応を十分した中で、今日の

この方に対しての対応をしないと、こうやって議

案として上がってしまってから、そういう加算の



あり方がどうかということで、もし議会の方でそ

れをノーという判断をしなければならないとすれ

ば、やはり配慮に欠けるということはあるわけで

すから、これは我々できないわけですので、市長

の方で出してくるまでに、行革の面もこういう加

算的なもの、さっき私も言いましたが、従来の出

しておる退職金の中にも加算的な部分はあるわけ

ですからね、一般に比べれば。

そういう点では、十分そういうことを事前に用

意し、そういう方の名誉も守られるような行政運

営をぜひしてほしかったと思います。そういうこ

とがないまま、こうしてどんと従来のまま出てき

たということは、市長の言う行政改革に対する姿

勢がどこかにやはり甘さなり、現在の既得権のあ

るところにメスが入れられない市長の１つの姿勢

としてしか私は受け取れませんので、そういうこ

とを十分考えた上で、この議案に対しては私は対

応したいと思います。

〔真砂 満君「議長、動議」と呼ぶ。発言する

者あり〕

○議長（薮野 勤君） わかりました。私の方で裁

量いたします。質疑を続行します。 林君。

○２２番（林 治君） 今出ましたこの議案です

が、この議案について……

〔「議長」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 発言中ですので。

〔「議事進行やで」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 発言中でございますので。

○２２番（林 治君） まず市長にお尋ねをした

いんですが、市長は昨年の１０月にことしの予算

案の編成方針を出されましたね。この予算の編成

方針の中で、あなたはことしの１１年度のいわゆ

る予算が大変厳しい。例えばここに書いてあると

おり読みますと、今の経常収支比率がもう毎年平

成６年度以降１００％を超える状況で、しかも９

年度も１０３．５％の経常収支比率ですね。それか

ら後、こういった状況で、もう経常一般財源で賄

い切れないのみならず、人件費とか公債費ですね、

投資的経費に一般財源を充当できないという極め

て厳しい財政状況に直面していると。そして、今

度の１１年度の予算編成に当たっては、行財政改

革大綱並びに同実施計画に基づいて、従来にも増
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して減量化、効率化を強力に進めるとともに、旧

習にとらわれることのない大胆な発想と限られた

財源を最大限に生かすと。こういうことでこれま

での古いしきたり、こういうものにとらわれるこ

となくと、こういう立場で今度の予算編成を行い

たいということを、昨年の１０月にあなたは１１

年度予算の編成方針として出されてるんですね、

あなたの名前で。

これで、皆部長もそういう対応ですよ。部課長

皆そうです。そして、その中でこの議案の前にあ

ったように、またこれまでの代表質問、一般質問

の中でも議論あったように、その中で出てきてる

のは、１つは理事者が１０％のカットと。職員に

も、最後の最後までやってはならない、もう最後

と言われている職員の定期昇給もストップすると

いうことまでやりながら、一方で旧来のいわゆる

慣習にとらわれることなくということで、例えば

補助金なんかもあらゆるものについてカットしな

がら、これについてはさきの質問者の話からも、

従来から特別職についてはこうしてきたというこ

とを言って、結局市長はこれだけは旧来の風習に

基づいて、慣習に基づいて、こういう提案を条例

にもないものを臨時措置条例で出してきてるわけ

です。

だから、私がまず言いたいのは、あなたが予算

の編成方針と違うことをこれには特別にそうして

いる。それはあすは我が身だということから、こ

ういうことをやってるんですか。そうとしかとれ

ませんよ、これは経過から見ても。こういうこと

で、あなたの行財政改革方針というのは一体どこ

にあるんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほども申し上げましたよ

うに、１１年度予算編成に当たりましては、そこ

に方針を出しておりますとおりでございます。

ただ、退職された方に対する退職金のことでご

ざいますから、先ほども小山議員にもお答え申し

上げましたように、これは従来から特別職の方々

に対しては、一定の基本的な考え方のもとに退職

金の支給をいたしているわけでございますから、

それを踏んまえて今回御提案をさしていただいた

ものでございます。ですから、既に退職された方



に対する手当と、こういうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 既に退職された人のため

の手当というのは、さきに条例で既に３１９万円

がもう出されてるわけですよ。そうでしょう。そ

れは出てるんですよ。いわゆる報酬に基づいて、

一般職よりもずっと高い報酬に基づいたものが７

年近くの退職金として出されてるんですよ。それ

以上の これは１つ、従来のと言うから一言言

うときますけども、これまでは功労金と言って出

されたんですよ。批判があったんですよ。今度は

そうじゃなしに加給ですね。退職手当の加給と、

これは名前を変えましたね。あなたはそれを従来

どおりと言うてるんでしょう。従来どおりでない

ことをしてきてるんですよ、名前だけ変えて。結

局、ごまかしなんですよね、これ自身が。

これは私はこうやって議論して、赤井先生のこ

とをあれこれ言うてるんじゃないですよ。こうい

う制度をあなたはいつまで続けようとしてるんか

ということが問題なんですよ、１つは。だから、

朝からの話し合いの中でも、この問題については

一たんこの議案を引っ込めて、６月議会までこの

ことで市民からの意見も聞いて、そして議会でも

納得できるものとして、このことへの対応をなさ

ったらどうですかという提案が、各派の代表者の

中でも議長からも市長のところへ行ってるはずな

んですよ。あなたはあくまでそういう議会側の要

請もこたえないと、こういうことですか。

先ほど言いましたように、今年度の予算編成方

針は旧習にとらわれることなくということで、ま

あ言うたら教育費や福祉やとか市のいろんな予算

はもちろんとのこと、いろいろボランティアなん

かで活動なさってる区長会の皆さんの予算も、例

えば１０年度から１１年度を比べれば、その補助

金を１４万円カットしてるとか、いろんなところ

で全部やってるんですよ、これ。これは旧習にと

らわれることなく財政が厳しいからということで

すよ。ところが、これは旧習にとらわれたままで

やってるわけですよ。これは今出されてる御本人

の問題じゃないんですよ。私が言ってるのは、こ

ういう功労金的な加給金制度、これ自身が問題だ

と。こんな市民の納得のできないものをこのまま
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出してること自身が問題なんですよ、市長。あな

たは言うてることと、それからやってることが違

うということを私は言ってるんですよ。どうなん

ですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今後については、いろいろ

御意見もちょうだいもいたしておりまして、各市

が制定しておりますような特別職に対する退職手

当の条例を別個また御提案もしていきたいという

ふうに考えております。

今回の方については、もう相当以前から勤務を

いただいておりますので、退職の時点で清算する

という考え方で今回提案をさしていただいており

ます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） オウム返しで同じ言葉し

か市長から答弁が返ってこない。今回の方という

のは、もう早くから任期がここで終わるというの

はわかってたんですよ。何で昨年の１２月議会で

もこの問題について議会の側に提案をしなかった

のか、例えばこのことについて。

それから、私はほんとにこういうような政治姿

勢では、これはもう市長自身にも、こんなものを、

こんなやり方をこのまま認めておっては、我々議

員も政治改革や行財政改革やと言う資格なくなり

ますよ、実際問題として。やっぱりこれは市長は

はっきりとこの問題について、私は今議会ではま

ず取り下げて、市民の合意の得られる方法がある

かないか、私はよく議論をすべきだというふうに

思います。

私はそのことも提案もして、市長がそのことに

ついて、今何か新しい条例をつくるとか言うて、

そんな勝手な自分の出るような条例、そのまま続

けようというようなことを考えてること自身が問

題ですよ。そんなことでは同意できませんから、

そのことも改めて言うておきます。やる気がある

んかないんか、今回取り下げて協議する気がある

んかないんか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま御審議をいただい

ておりますので、御議決を賜りたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。



島原君。

○１７番（島原正嗣君） 何点かについて御質問を

いたしたいと思いますが、今出されてる案件その

ものの内容等については、過去数回ずっと継続し

て検討課題と、こういうことになってると思うん

ですが、事の始まりは、今この議席にいらっしゃ

る元稲留照雄市長が退職するときに、罰金でも取

れと、こういうような議論もありました。けれど

も、そういうわけにはいかんのではないかと、そ

ういう議論がありまして、最終的には減額をして

支給をしたという経緯がございます。あと、平島

市長の問題、さらに辻収入役の問題等もございま

した。

今度でこの大きな問題というのは３回か４回か

になるかと思いますが、もうこれはきのうから議

論をして、もう既に前教育長の赤井さんの名前も

出ておりますし、いわば人権にもかかわるような

ことでございますし、できるだけ議会としては、

今御指摘もありましたように円満に全会一致で、

御苦労というなら御苦労というお金を支給するこ

とが当然ではないかと。これは労働の対価と言え

るかどうか、私も長い間労働運動をやっておりま

すから、労働組合の既得権益、労働者の既得権益

であるかどうかという認識はちょっとわかりませ

んが、加給金的な、あるいは功労金的な性格を持

つ非常にわかりにくいこういう制度、政策は、い

つかはやっぱり改めておく必要がある、改革をし

ていく必要がある。

聞くところによりますと、この周辺では今市長

が御答弁なさったように、ほかの市町村では大多

数が条例の中に織り込んでると、こういう話もご

ざいますが、この周辺ではどことどこがまだ

泉南市はもちろんですけれども、こういう加給金

的な支給をする規定なり何なりが明確でないとい

う市町村はどことどこなのか。私の聞いてる範囲

は、熊取町と泉南市だけだというふうな認識をし

ておりますが、それでよろしいかどうかです。

もう１つは、林さんの質問に御答弁なさった近

い将来には条例化したいと、こういう御答弁もあ

ったんですが、その近い将来というのはどういう

意味なのか、いつごろなのか、わかっておればお

答えをいただきたい。
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それと、問題を一番ややこしくしてるというの

は、きのう提案の前に、いずれにしても市長自身

のみずからの本給についても減額をされて、三役

の本給は減額されていると。それはなぜかといい

ますと、行政改革なりこういう社会全体の不況と

いう中で、行政みずからもリストラをするんだと

いう力強い決意を持ってやられたと。ものの１時

間もたたないうらに、今度は加給金というような

感じで出てきて退職金の３倍つけると、そういう

ことなんですね。非常に理論的に矛盾がある部分

もあるわけです。

ですから、これはたまたま赤井前教育長が議論

の対象になっておりますけれども、どなたが御苦

労なさいましても、いつかの時点ではこういう議

論はきちっと私はしておく必要があると思うんで

す。

ただ、見えにくいのは、今申し上げましたよう

に、何で３倍なのかと。いわゆる算定方式をきの

う発表しておりましたけれども、ざっと３倍です

けれども、なぜ退職金の３倍なのかという、そう

いう一定の位置づけもはっきりしていない。ただ

あるのは、過去の慣習としてそれくらいを出して

ると、そういう言い方では、今日の時代に通用す

るだろうかどうかと。あるいは我々が市民に十分

な説明ができるかどうか、こういう心配もしてお

るわけでございます。

そういった意味で、私はいつかの時点でけじめ

というんか、節目節目、あるいは折り目、けじめ

というものをつけておく必要があるのではないか。

ですから、今議会で若干時間はかかっても、お互

い真摯な討議をして、きちっとしたものをつくり

上げておく必要がある。これは、きょうは人の身、

あしたは我が身ということもありますから、お互

いに言いにくいことも言い合いをして、私ども野

党と言われるグループの中でも、もうかんかんが

くがくの大論争を朝からやってきたんですけれど

も、いずれにしてもやっぱり議論をすることは非

常に大切なことなんです。ですから、何も出して

悪いとは言うてないんですけども、この加給金と

いう制度そのものの仕組みがわかりにくいと。議

員にもわかりにくい、市民にもわかりにくい。

そういう今の時代に、過去の慣習といえどもそ



のままやっていくことがいいことだろうかという

ことからいえば、私は市民感情としてなかなか受

け入れがたい問題があると。また、せっかく７年

ほど御苦労なさった教育長に対しても失礼な形に

返ってくるのではないか。せっかくの好意が、例

えば１，０００万円組んでるのに、８００万組んで

るのに、１００万削られたということになります

と、人間ですから感情の動物ですから、何でおれ

は悪いことをしてないのに、瑕疵がないのに減額

されなきゃならんのかという問題もあるでしょう。

だから、そういう意味では、もうきちっと行政

や議会の中で議論をして制度化していくというこ

とが、私は何よりも大事じゃないかなというふう

に思いますが、その点についての御答弁をいただ

きたい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 制度化について、私の方か

ら御答弁を申し上げます。

何人かの方にもお答え申し上げましたように、

ほとんどの市や町で特別職の退職金条例が条例化

されておりますが、本市はまだ設定されておらな

いということがございますので、今回の件は別と

いたしまして、早急に条例化について案を取りま

とめたいというふうに思います。その際、府下各

市の率の若干のばらつきもございますので、でき

るだけ低い数字で対応をしてまいりたいというふ

うに考えておりますので、いつの機会ということ

でもございませんけども、ことし中に御提案を申

し上げたいというふうに存じます。

その他については、担当の方から答弁をいたさ

せます。

○議長（薮野 勤君） 中谷公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） まず１点目で、こう

いう出し方をしている団体はどことどこかという

ことですけども、この近辺では泉佐野も貝塚も阪

南も全部こういう条例をつくっております。この

近辺では、泉南と熊取が今のところ条例化されて

いないというふうに我々確認をいたしております。

それと、算出の根拠がわかりにくいという御指

摘でございましたけれども、昨日も御説明をさし

ていただいておりますけれども、本市の場合、教

育長につきましては、収入役等と同じように給料

－２６９－

月額掛ける在職月数掛ける１００分の１５という

ことで、従来からその計算によりまして、退職金

の加給金という形で計算をした分を、一般職の例

による金額プラスその分を積算してお支払いをし

ていたというのが過去からの事例でございますの

で、今回もそういう事例に基づきまして計算をさ

していただいてまして、提案をさしていただいて

おるものでございますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） もう一度市長に御答弁を

いただきたいんですが、ことし中というような御

答弁だったですが、ことし中にこの三役の中でお

やめになる方は、該当者はいらっしゃるのかどう

かですね。それまでにきちっとした整理、精査を

しておくと、そういう認識でよろしゅうございま

しょうかどうか。これが１点です。

ちょっと余り時間がありませんから、もうまと

めて言わさしてもらいます。それと原課の方で１

００分の１５というのが一定の方程式の基礎にな

ってるようでありますが、これは大阪府下３４市

あるんですが、うちのような算式で、全部特別職

の場合は積算の基準なり公式とされてるのかどう

かですね。

退職金は退職金として御存じのようにあるわけ

ですから、この加給金というのは、何回も申し上

げて恐縮ですけれども、非常に我々議員にもわか

りにくいし、市民にも説明がつきにくい、一定働

いていることに対してのいわゆる労働の対価、既

得権益として主張できるものかどうかということ

からいえば、これは非常に説明のつきにくい話な

んでありますし、理論的根拠というものが十分で

ない、いわゆる意味不明というような形の部分も

このウエートの中にはたくさん占めてると。

ですから、これは一方的に行政の方で過去から

の慣習として積算をしているということも、わか

らないんではないですけれども、今の日本の国の

経済状態、社会情勢、あるいは経営、経済の状態、

こういうことからすれば、これはどこに今度制度

化する上での視点を置くのか、ちょっとそこらあ

たりがわからないんですけれども、きのうも若干

議論がありましたように、ちょっと限度額という



ものを見直さないと、またいろんな批判が出てく

るのではないかと思うんですが、退職金より加給

金の方が多いという論理、根拠ということについ

ては、やっぱりちゃんと説明のできる根拠を持た

ないと、我々としては了解できない、認識できな

い、こういう思いがあるわけですが、いかがなも

のでしょうか。大阪府下全体のバランスはどうな

ってるのか、わかってる範囲で結構ですから御答

弁をいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目の次の特別職

の任期の問題でございますけども、次の特別職の

中にはことし中に任期を迎える方はおりません。

その間につくっておきたいと、このような意味を

込めて申し上げたところでございます。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 島原議員さんからの

再度の御質問でございますが、府下の各団体との

バランスという御指摘でございますが、本市の場

合、従来から１００分の１５という計算の率でご

ざいますけれども、各市を見ますと１００分の２

０というのが大体一般的な計算の根拠でございま

す。ですから、近隣人口１０万以下の団体のその

ような条例化しているところと計算を比較いたし

ましても、トータルといたしましては１，１００万

から１，２００万ちょっとというぐらいで、ほぼ同

レベルの金額に今回の場合もなるという形で積算

をいたしておるところでございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 意見だけ申し述べておき

ます。

先ほどもどなたか、林さんでしたか、小山さん

でしたか、どちらかの方からか、できるだけ円満

な方法で功労金なり退職金を差し上げるようなこ

とにするならば、若干時間をとって、もっとお互

い検討できる時間をつくってはどうかという御提

案があったんですけれども、市長の方はこの際こ

の場で決着をつけてほしいと、そういうことです

か、もう一度お聞かせいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 昨日御提案申し上げまして

議論をいただいておりますので、御議決を賜りた
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いと存じます。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

北出君。

○２１番（北出寧啓君） 議論はほぼし尽くされた

と考えておりますけれども、前回も加給金の問題

が議会で問題になったことがございます。それ以

降、今お聞きすれば今回赤井教育長の後は当面な

いということで、条例化するにもまだ運用期間が

ことしいっぱいかかるということで、現状から判

断すれば現行の提案をそのまま上程するというこ

とだと思いますけれども、前回の加給金の問題が

出てから今回まで、その辺の条例化の作業とかそ

ういうことがあったのかなかったのか。

それと、行政改革ということで今回大きく市長

は踏み込まれたということでございます。加給金、

退職金等に関しましては、一応行革に踏み込む前

段階のことだというふうな判断もあったのかなと

思うんですけれども、その点だけお示し願いたい

と思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 条例化の検討はいたしてお

ります。特に府下各市のデータ収集とか、それか

ら運用状況等も含めて、ほぼ出そろったというか、

収集ができておるということでございますので、

今後その中で一番低いぐらいのレベルで条例化を

してまいりたいというふうに考えております。

それから、今の赤井前教育長さんの場合は、相

当長くやっていただいたという継続の問題もござ

いましたので、今回こういう形でお願いをしたわ

けであります。最近の各市なんかで条例化されて

いるのは、その任期、任期でもう清算していくと

いうところが相当多いようでございます。また、

最近もそういう傾向になってるようでございます

ので、今後条例化に際しましてはそういうことも

含めて検討したいと、このように考えております。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） いろいろ今回の問題も含

めて、条例化の作業をできるだけ迅速に、そして

もっとこれに関連してもさまざまな問題、情報公

開条例も含めて迅速に対応していただけるように

要請いたします。それで質問に変えさしていただ

きます。



○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） ただいま提案されました議

案第１１号に反対の立場で討論いたします。

今の財政状況の中で、正規な退職金の支給に対

して加算をして支給するというのは、とても市民

も理解をできないだろうと思います。市長への質

疑の中でも、制度化をすると言って答弁されてお

りますけれども、基本的には現在出しておるいわ

ゆる３１９万円というこの中にも、加算的意味合

いは十分入っておるわけでありますから、その上

に８００万を超える加算をするというのは、行政

改革の趣旨からいっても、全く逆行的な問題だと

思います。

確かに、今対象になっておる方が勤めておられ

て、この場でそのことをもし出さないとするとい

うことも大変問題性を持つことはよくわかってお

りますが、今日までこういう議論があることが想

定されながらも何ら対応してこなかった責任は行

政にあるわけでありまして、この問題については、

市長も今言われたように、同じ額を条例化するこ

とによって行っていくという部分を超えるような

答弁はなかったわけであります。大阪府下で１０

０分の２０が一番低いというような議論がありま

したけれども、結果的には１，２００万円近いお金

を出していくということを表明されたわけであり

まして、このことは市長の行政改革にかける姿勢、

精神からいっても、大いに私は矛盾するものだろ

うと思います。

唯一の根拠として、ほかの市でも出しておると、

こういうことが理由の唯一でありますけれども、

そんなことはまったく理由になりません。なぜそ

のような加給をしなければならないのか、そうい

うようなことの基本から議論するべきであり、こ

の議案については、もう少しきちっと議論をした

上で再度出し直し、もう一度この議会に提案する

べきであると思います。

しかし、その方法として、提案されたからには、

この議案を否決する以外にないわけでありまして、

十分な議論をし、市民が最も理解できるような条

－２７１－

例として出すためにも、否決をする形で再度行政

にこの問題についての検討を求めるということで、

皆さんの御賛同をよろしくお願いをいたします。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 日本共産党市会議員団を

代表し、議案第１１号に対する反対討論を行いま

す。

その前にこの加給金制度については、やはり議

会も当局も踏まえて、市民感情も踏まえて、やっ

ぱり納得できる、腹に落ちる、そういう議論をし

た上で問題解決をしないと、このままではやはり

私どもも納得できないものであります。

現在、不況の続く中で、市民の生活状況は厳し

いものがあります。さらに、市は赤字財政を理由

に市職員に定期昇給のストップ、市民に対しては

予算のカットで犠牲を強いてます。さらに、行政

改革と称して、市長を初め三役の給料を減額する

ことも議会に提案しています。しかるに、前教育

長の退職金についてこのような形で出されるとい

うことは、全く合理性がないばかりか、市民感情

から見ても納得できるものではありません。

また、旧慣と言われますが、やはりこういう旧

慣というものは正すべきではないでしょうか。い

わゆるお手盛りではなくて、自治省でさえ市条例、

そういうものがあって、市民に納得できるそうい

うものでなければならないと指導しているところ

ではないでしょうか。今日、市民こそ主人公の立

場から見れば、この議案１１号に対しては反対せ

ざるを得ません。

以上。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する討論を

終結いたします。

これより議案第１１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立少数であります。よっ

て議案第１１号は、否決することに決しました。

次に、日程第３、議案第１２号 一般職員の職

員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。



○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１２号、一般職の職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について御説

明を申し上げます。

５５ページでございます。感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律が平成１０

年１０月２日に公布され、平成１１年４月１日か

ら施行されることに伴いまして、これに準じて所

要の措置を講じるため、本条例を提案するもので

ございます。

改正の内容につきましては、新法の成立と同時

に伝染病予防法が廃止されますので、一般職の職

員の特殊勤務手当のうち、「伝染病防疫作業及び

患者接触手当」の名称を「感染症防疫作業手当」

に改めるものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１２号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第４、議案第１３号 久 芳春教育

基金条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議
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案第１３号、久 芳春教育基金条例の制定につい

て御説明を申し上げます。

５９ページでございます。久 子氏の指定寄

附金を確実かつ有利な方法により運用し、特定の

教育目的を持って行う事業の経費に充てるため、

基金を設置する必要から本条例を提案するもので

ございます。

内容といたしましては、６１ページでございま

すが、第１条で設置の目的、第２条で基金の管理

を、第３条で運用収益の処理を、第４条で基金の

処分を定めるものでございます。

この条例につきましては、公布の日から施行し

たいと考えております。

なお、指定寄附金の金額でございますが、１，４

５０万円でございます。

簡単でございますが、議案の説明にかえさして

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） このような個人名をかぶし

た基金というのは、泉南市にどれぐらいあるのか。

それから、これは運用益でやりますから、この金

額がずっと残っていくと思うんですが、最近金利

が大変安いわけなんですが、実質的にどういうよ

うに運用ができるのか。

ほかにもあって、これから今後もこういう形で

市民からの寄附金がある場合にこういう形をとっ

ていくのか。金利もありますから、絶対額がある

程度以上であれば個人名をかぶせるということを

したり、また少なければそれを合算して市民基金

という形でやるのか。これからもこういう形で出

てくれば、これは永久にある意味残るわけですね。

廃止することは、どういう手続で廃止するのかわ

かりませんが、こういうように永久的に個人名が

残って、市の議会の議案にいつもこう出てくると

なると、この辺の運営上の何か問題点は出てこな

いのかどうか。

その辺ちょっと御説明をいただきたいのと、こ

の方の１，４００万円というお金の性格ですが、ち

ょっともう少し詳しく、どういう性格のものか御

説明をいただきたいと思います。



○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 個人名を冠してます基

金でございますが、あと２件ございます。２件と

も教育関係でございます。

〔小山広明君「その内容を言うてよ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

名前が入った基金の条例ということでは、昭和

４０年７月１日に制定されております。これにつ

きましては、条例の名前としては名前は出ており

ません。川口片木基金として内容がございます。

それから、昭和６１年３月３１日付で向井奨学基

金条例というのが制定されてございます。

川口片木につきましては、基金の金額は２００

万円でございます。向井奨学基金につきましては、

額としては５００万円でございます。

また、これの運用という内容でございますけれ

ども、基金総額１，４５０万円でございますが、こ

れは文学に使っていただきたいという御要望でも

ありました。

そのあたりで、例えば読書感想文とか、あるい

は演劇、そしてまた作文、これらの奨励というよ

うなあたりの使い方、それから図書購入というよ

うなあたり、例えば久 文庫とか、こういうよう

な内容で活用したいというふうに考えてございま

す。

そして、この運用の仕方でございますけれども、

その経費は、利子でもっての運用は非常に困難で

あるということから、取り崩しをもって予算に計

上して運用していきたいというふうに考えており

ます。

○議長（薮野 勤君） 総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 失礼いたしました。今

教育総務部長からも説明ございましたように、私

の中で２件と申しましたが、３件でございました

ので、訂正さしていただきます。失礼いたしまし

た。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

説明不足で申しわけございません。川口片木と

いうのは、これは１本でございます。１つの基金

でございます。

－２７３－

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 個人名ということで３

名ということで申しましたが、基金としては２件

ということです。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、金利の運用で

はなしに、基金を取り崩すということも可能だと。

そうすると、これは最終的にはなくなるというこ

とで理解してもいいんですね。

それから、川口片木基金とか、向井奨学基金と

いうのは、これはずうっとありますが、これは基

金そのものを取り崩すことはないという運用なん

ですか。

今後、こういう形でどんどん出てくると、個人

名をかぶったものがずうっと残っていくと思うん

ですが、これは行政運営上いいのか。運用上、余

り複雑になるようであれば、もう少しその人たち

の遺志も踏まえた形で、何かもう少し、個人名じ

ゃなしに市民何とか基金という形でやった方が運

用しやすいんじゃないかなと思うんですが、その

辺は それでお金がなくなっちゃえば、それは

当然基金をなくしちゃうと思うので、その辺はど

ういうふうにこの基金の扱い方についてお考えか、

お願いをしたいと思います。

先ほどの２００万円と５００万円は、基金その

ものを取り崩すようになってないんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

前段で申し上げた川口片木奨学基金につきまし

ては、利子をもって運用ということでございます。

そしてまた、向井奨学基金も利子をもって運用と

いうことになってございます。

今回の内容では、基金の取り崩しという内容が

入ってございます。今の現状からいいまして、利

子でもっての運用は非常に難しいということでご

ざいます。

それから、川口片木奨学基金ですが、これにつ

きましては、指定寄附金ということで信達小学校

の卒業生であるということの一つの限定がござい

ます。それから、向井奨学基金につきましては、

雄信小学校という内容で限定がございます。

今回お願いする分につきましては、市内全校の



内容で運用したいというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 最後に、意見にしておきま

すが、一定故人の遺志もあるでしょうけども、や

っぱり全市民的にも考える必要もあるので、一定

の基金を受ける形については、将来の運用に当た

っても、やっぱり無理というんか、矛盾のないよ

うにする必要もあると思うんですね、故人の遺志

だけじゃなしに。一方では利子の運用だと、一方

は基金を取り崩すと。また、地域が限定されると

か、そういうこともやはり公のものとしては、故

人の遺志もあるんだろうけども、泉南市全域に一

つのルールの中でやっぱり使っていけるようにし

ないと、全体を公平的に運用する面からいえば、

私はちょっとまずいんじゃないかなと思いますね。

それから、もう１つは、やっぱり基金を１つの

ものとして運用しないとちょっと複雑になって、

寄附される方の意思がそれで十分反映されればい

いんですけども、公の市がそれを運用するわけで

すから、そういう点はもう少し市民が十分理解で

きるようなあり方にぜひして、考えていただきた

いと、そのように意見だけ申し上げておきます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 私も意見だけ若干申し述

べておきますが、前回の文消でもこの基金の問題

で意見が出ました。現在、教育長不在でございま

すが、こう何本も何本もの条例があることも大事

ですけれども、できたら一つのものに統一できん

だろうかと。

寄附者のいろんな思いもありますし、いろんな

表現の仕方もあるんでしょうけども、今質問に御

答弁いただいた、利子を中心にした運営というこ

となんですけども、今日では利子も非常に低利で

ございまして、この前の新聞にも１０万円で２０

円しかつかないと、そういうような状況にもなっ

ておりますし、もっと基金の将来のあり方、ある

いは条例とのかかわり合いも含めて精査していた

だきたいと、このように思います。意見だけ申し

述べます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 懇篤なる方々の意思を尊

重するというのは非常にいいかなと。こういう方

－２７４－

々がたくさん出てくれば、それぞれの分野におけ

る社会教育における意識向上を図る手だての方法

論としては、僕はいいんじゃないかなと思います。

ただ、この場合、久 さんの基金条例の場合は

取り崩すとなってますからお聞きしたいんですが、

取り崩された時点でこの条例が直ちに廃止という

ことになるのか、いやそうではないんだというこ

とになるのか、そこのところがちょっと明確に示

されてないので、その点ちょっと意見があればお

答え願いたいなと。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

運用の仕方につきましては、一度に消化すると

いうような内容ではなくて、年次的に運用してい

きたいということから、かなり長い年数でもって

運用できるのではないかというふうに考えており

ます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） どちらにしてもこの運用

のあり方だったら、１０年であろうが２０年であ

ろうが、年限がたてば必然的に減額になっていっ

てゼロになるということになるんでしょう。そう

すると、そのもともと目的とした趣旨の基金がな

くなってしまうわけですから、自動的にその条例

が廃止されるのかどうかが載ってないので、その

ことについていかがいたすんですかと、こういう

お聞きなんです。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

基金がなくなれば、その段階で廃止ということ

になろうかと存じます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 条例廃止にはそれなりの

手続が必要ですから 自動的に廃止になるとい

うことですか。それだったら附則として、どうい

う言い方か、表現は別として、基金がなくなれば

それは廃止されるということで附則でつけ加えた

らよくわかるんですが、条例ですから基金条例を

残したまま置いとくということになると、空洞化

してしまうということになりますが、その点はい

かがなんでしょうかね。条例というのはそういう

意味を持ってますから。



○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

ただいまの件につきましては、附則で考えたい

というふうに考えます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 附則という場合は、これ

は載せとかなかったら附則の効力を発しないんで

すよ。そういう点で誤解があってはなりませんの

で、条例には附則もついての条例であって、附則

のないものを附則ということはうたわれないので、

その点御訂正をお願いしたいんですが。それなら

それで改めてそういう方向ですというお答えをい

ただければいいんですが、このままですと、附則

をつけ加えることになるということにはならない

というふうに思うんですが、その点いかがでしょ

うか。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

大変申しわけございません。しかるべき手続を

とりまして、廃止の条例というふうに処理したい

と思います。

〔巴里英一君「そしたら先ほどのは撤回しても

らわないかん。附則をつけ加えるというやつ

を訂正してもらわないかん」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） では、質問さしていただ

きます。

これは事務の煩雑さとか効果とか、旧来の基金

の場合は、評価の低下というのがございますので、

今後一本化にまとめるという御意見もございまし

たけど、そういう形で、例えば匿名の基金という

形で一本化するとか、あるいはそれをもう利子益

じゃなくて、実際すべて運用していくという方向

は出ないものかということと、あと１つ、基金に

上程する場合の最低金額とかいうのはございます

のでしょうか。例えば１００円するから条例にし

てくれという話はならないと思いますので、その

点の判断は基準をどの辺に置かれてるのか、その

点だけお聞きいたしたい。

○議長（薮野 勤君） 金田教育長職務代理。

○教育総務部長兼教育長職務代理（金田峯一君）

大変申しわけございません。先ほど巴里議員の

－２７５－

質問の中で、附則で処理という言葉は撤回申し上

げたいので、どうかよろしくお願い申し上げます。

大変失礼いたしました。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 基金条例をする基準という

んですか、それは特に定めておりません。ただ、

やはり果実運用できる額をめどに基金条例化をし

ているのが実態でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） そうすれば、その点基準

値は一定判断されると思いますけれども、例えば

旧来の基金の額がほとんど現在の貨幣価値では少

ないと。そうすると、運用ができないということ

ですね。いつまでもいろんな予算書とか決算書、

すべて出てきますよね。事務がだんだん煩雑にな

ってきますし、これで例えば何人も何人もという

ことだったら、非常にこれから今後困ることも出

てくると思うんです。だから、将来を見通した上

で、例えば匿名一括にするとか、あるいは少額の

ものは、やっぱり現実に利子運用じゃなくて崩し

ていくとか、そういう形でやってはいかがかと。

その点ちょっと市長、よかったらどなたか総括的

にお答えいただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 本来は基金でございますの

で、果実運用ができるというのが１つの考え方だ

というふうに思いますが、寄附行為者の御意思、

あるいは時代の変遷によりまして、おっしゃるよ

うに貨幣価値が変わって、当時としては非常に運

用益があったというものが、それが十分果実が生

まれないと、あるいは金利もございますけども、

時代の変化があるというふうに思いますので、今

後はこれを含めて３本の教育関係の基金ができる

わけでございますので、今後につきまして、これ

は寄附行為者 相続人といいますか の御意

思もあろうかというふうに思いますので、それら

も踏まえて今後どうあるべきかということにつき

ましては、研究をいたしたいというふうに存じま

す。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） いろいろ議論をされてき



ているところです。今助役の方から果実運用がで

きる額というふうに、そう言われてこれを提案し

たらおかしいんですよ。これは果実運用が実際上

できないというんですか、じゃなしに、取り崩し

て運用すると言われたでしょう、提案で。今のさ

きの質問者の答えには、果実運用できる額がこの

基金をつくる基準だというふうに言われたからね、

そんなおかしな提案理由はないですよ。まずこれ

が１点です。

それから、これは今いろいろ議論が出たように、

こうして１，４５０万円ですか、思い切って市に寄

贈されると。これは大変ありがたいことですし、

それは私も否定するわけでもないし、そうした善

意の御寄附はできるだけ市民みんなに役立つよう

に、こういう制度を設けてやるということはいい

とは思うんですよ。

ただ、一定の基準をきちっと定めておかないと、

先ほどの質問者のようなことも僕は当然起こり得

ると思うんですよ。今の助役の答弁が、しかも実

際のこれとは合わない。平気でしてるというよう

なことで、助役再任されたばかりで、もうちょっ

とまともな答弁できへんのなかな。そんな答弁先

してたらあかんやないか。

それで、例えばもう既に予算に載っております

２つの基金ですね。１つは合併してるんですか、

一緒に統一してると、信小ということで統一して

ると。もう１つは雄信小だと。じゃ、これは一体

どれほどの果実運用ができておるのか、これもや

っぱり問題になってくるんですよ、実際上は。ど

ないできてるんですか、例えば。

絶対額で今現時点ではみんな金利一緒のはずで

すから、基本的に一緒やと思うんですよ。そした

ら、今度の方が金額大きいのに、それはもう果実

運用せずに取り崩してやると、前のはずっとその

ままで果実運用するんやと。これは一体具体的に

はどうなんですか、そしたら。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 当然、今現在は議員おっし

ゃるとおり、条例としては２つあり、今御提案さ

していただいているもので１つ、可決をいただい

たら計３つになるんですけども、先ほどもおっし

ゃったとおり、まず基準は今現在では決めており

－２７６－

ません。今現在ある２つの条例が、当然やはり寄

附者の意思も含んで利息運用というような形があ

るということで、そのように運用させていただい

ております。

ただいま上程されております条例は、おっしゃ

ったとおりもちろん基金も取り崩すと、できると

いうような形になっております。基金の、今まで

は決めてないんですけども、やはり将来的には決

める必要もあるんじゃないかと、一定の金額を。

これは検討したいなと思います。当然、寄附者の

意思も含んでるということで御理解をお願いいた

したいと思います。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと何かだらだらと

答弁いろいろ言って、質問の趣旨をひっくり返し

てしもうて、それで議論をすれ違いに終わらして

しまうような、そんな議論もうやめましょうよ。

さきには果実運用できる額だと言うて言い切った

んでしょうが、基準は。それで今基準はないと言

うたんですよ。きょうこれ、別にものの数分です

よ。そんなころころ変わられたら、何を基準に我

々はそれこそ議論をしたらいいんですか。そんな

でたらめなことないですよ。今度は寄附者の意思

だと。そんなもん、寄附者の意思があったらどん

な寄附でもいいんですか、そしたら。そうはいか

んでしょう。今、世の中でこの間ＪＡでもいろい

ろ事件起こりましたけれども、寄附者の意思って、

ＪＡの金を使い込んでそれで寄附してるやつで、

こんなもん後でわかったら一体どないなりまんね

ん、これ。行政でなかったからよかったけども、

そうでしょう。そんなもん、やっぱりいろんな基

準を考えないかんのですよ、これは。

私は今回のこの方のことはよく知ってますし、

事故であって今回こういう形になられたんですか

ら、私はこれはもう尊重したいと思いますよ。で

も、尊重する限りほんとに喜んでもらえるような

内容として運用されないかんと思うんですよ。一

方では、さきに言うた２００万と５００万ですか、

果実としての運用は一体どうかという質問もして

るんですよ。まだ答弁ないですよ。

そういう果実の運用もまともにできないような

状況になってきて、それは先ほどの私より何回か



前の質問者の質問ですよ。運用できなくなった時

点でどうするんかという話も今出てるわけですか

ら、名前をとにかくずっと残しておくということ

自身もやっぱりそれなりに問題になるでしょう、

そしたら。貨幣価値も変わりますから、かつては

大したお金であったとしても、今の貨幣価値は下

がってしまって、結局同じ運用がまともにできな

い、金利もまともにつかない、こういう事態にも

なってるわけですから。

それと、やっぱりいろんな問題もあります。問

題も起こります。今回亡くなられたこの方のこと

は、まだ若い人ですし、私はそういうことをいっ

こも問題にしてるんと違うんですよ。でも、やっ

ぱり基準をきちっとつくっておかないと、今のよ

うな寄附者の意思がありますからというようなこ

とを言うてたら、寄附者の意思がどんな意思であ

っても受けるんですか、泉南市は。受けられんで

しょう。受けられん寄附もあるでしょう、世の中

には。違うんですか。

だから、１つはこれがどんな基準のものであれ

ばお受けすると、これは明確にせないかん問題が

ありますよ、そういう意味でも。しかも、実際こ

れが運用に当たっては、現実には果実の運用でな

い運用もするわけですから、そのことも含めて、

例えば一定額やったら一定額以上のもののときに

は受けて載せるとか、それからいろいろ議論出て

るのは、できたら個人の名前じゃなしに、何らか

の教育なら教育ということで、奨学金やったら奨

学金として、そういう市としてよりよい名前を使

ってやるとか、私はやっぱりその点はきちっとし

たものをやらないとまずいですよ、これは、いず

れは。きょう今ここではこの問題はこの問題とし

てもね。そやけど、今までの答弁は受けられませ

んよ。今までの答弁は、そんなちゃらんぽらんな

答弁は。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私は第１回目の答弁も、基

準は決めておりませんということを言っておりま

す。ただ……（林 治君「議事録回してもらおう

か、それやったら」と呼ぶ）はい、回してくださ

い。言っております。まずは基準は決めておりま

せんということは言っております。

－２７７－

ただ、その寄附者の意思というのは、前条例で

はやっぱり果実運用していただきたいという一定

の意思があります。しかし、一番つらいのは、や

はり今金利は特に下がっております。そういう意

思のある中で、それが我々サイドでちょっと検討

できるかというようなことが１つ疑問と思ってお

ります。

今提案させていただいている基金条例ですけど

も、これは一定寄附者の意向もありまして、これ

も今現在金利が下がっている関係もあるんですけ

ども、やはり基金を取り崩してもやっていただき

たいという一定のそういうなにがありますので、

これについては先ほども申し上げたとおり、やは

り基準を決める必要があるなと、そういう考えで

おりますので、その基準の件につきましてはこれ

からの検討課題にいたしたいと、かように思いま

す。

そして、２つの基金の運用につきましては、担

当課の方から御答弁をいたします。よろしくお願

いします。

○議長（薮野 勤君） 赤井教育総務部参事。

○教育総務部参事兼教育総務課長（赤井民男君）

基金の運用益について御説明さしていただきま

す。

まず、１つ目の泉南市教育振興基金の分の川口

と片木賞の基金の運用益でございますが、片木賞

につきましては９年度決算で年間５，８６５円、川

口賞につきましては２万４，０１８円です。そして、

向井賞につきましては年額で１万９，６８６円とな

っております。この半額を基金に積み立てまして、

あとの残りの半分を信達小学校の備品購入費に充

てまして、向井賞につきましては、半額を基金に

積み立てまして、あとの残りを雄信小学校の卒業

記念品に充てております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） こういう議論は、私もそ

んなにしつこうにやる気もないし、簡潔明快にし

ていただきたいんですが、助役の方が答弁に立っ

て、あなたははっきりと 私もメモしたんです

よ。果実運用できる額が基準だと言うたんですよ。

そう答えたんです、前任者に。だから私、質問す



る気になったんですよ、そうでないから、実際上。

実際上、それじゃ今の貨幣価値からいって、さ

きにあった２つの 大きくは２つですね。実際

上、個人では３つですけども、実質上、今日の貨

幣価値からいって、行政上やっぱり考える必要が

起こってきてるでしょう、実際上としては。ここ

は考えないと、それじゃ、こういうことになると、

現在、基金の絶対額でいうたら、ちょっと今利子

だけ言われたけど、それぞれ３つの今の基金の絶

対額 たしか５００万と２００万に分けたけど

も、どっちかが２つに分かれるんやね。僕は１つ

やと思ったら別々に言われたから、ちょっと金額

を一遍言ってみて、今基金の金額そのものを。

○議長（薮野 勤君） 赤井教育総務部参事。

○教育総務部参事兼教育総務課長（赤井民男君）

教育振興育英基金の方でございますが、これは

二つ合わせまして今現在１０年の４月現在の残高

でございますが、総額で５０５万５，２７５円にな

っております。そして、向井奨学基金でございま

すが、これが１０年の４月末現在で６０８万４，５

４９円となっております。

以上でございます。（林 治君「川口、片木を

分けて言うて」と呼ぶ）

ちょっと今、合計の資料しか持っておりません

ので……。（林 治君「大体で言うて。もともと

の原資」と呼ぶ）

済みません。それでは、これは９年の３月末現

在の数字で、先ほど言いました合計とはちょっと

違うかもわかりませんけども、川口賞で２０５万

１，３２１円でございます。そして、片木賞が２９

３万３，６７８円でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） そうすると、今２００万

ちょっとを基金として出せば、最低限市当局はこ

れを認めざるを得ないんですね。２００万以上寄

附してくれる人があれば、同じような理由で。そ

うでしょう。幾つでもつくらなあかんということ

になってきますわね、今の現時点でいえば。だか

ら、やっぱり何かの基準が必要になってくるんと

違いますか。そうでしょう。そうなるでしょう、

これがあったら、そういうふうにされたら。

－２７８－

だから、僕はそういう点では市の方は煩雑にな

るし、やっぱりこういうものは、できるだけ１つ

のものとして形態を考えてやることを考えないと

いけなくなってきてるんじゃないですか。もうそ

ういう時期じゃないですか、他市はどうか知りま

せんが。

だから、できたら 結局、実際上基準は何も

決まってないと。寄附者についても、それから寄

附者の意思、意思と言うけども、人間の主観の意

思というのは、いろんな意思がありますよ。そう

でしょう。行政でそんなことを言うてたらあかん

ですよ。きちっとしたものを持たずに一般的に受

けるというのは、受けてよいものもあれば、受け

て悪いものも起こってくるんですから。そうでし

ょう、助役。そうやないですか。その点、市長も

総括的に簡潔に、大体いろいろ議論出たことわか

ってるんやから、きちっとしたことを御答弁いた

だきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 寄附をいただく方の善意に

よって、いろんな御寄附をいただいたり、またこ

ういう基金をちょうだいしたりというふうにいた

しておりますけれども、先ほどの質問者にもお答

え申し上げましたように、時代、時代によって、

おっしゃるように貨幣価値もどんどん変わってま

いりますし、また金利の数字も変わっております。

こういう中で、今後いわゆる一般寄附としていた

だく部分と、それから基金として制定して運用す

る部分と、一定の基準づくりをやる必要があると

いうふうに思います。

また、寄附行為者に対する、どなたでもいいと

いうことでもないかというふうに思いますので、

そのあたりの考え方も盛り込んで１つの基準とい

うものをつくってまいりたいと。

そして、現在これで３つあるんですけれども、

先ほどもありましたけども、あるいは統合できな

いかとかいう問題もございますので、これらにつ

いてもあわせて検討いたしたいというふうに存じ

ます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。



討論なしと認めます。

これより議案第１３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１３号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第５、議案第１４号 泉南市市税賦

課徴収条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１４号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改

正する条例の制定について御説明を申し上げます。

６３ページでございます。提案の理由につきま

しては、特定非営利活動促進法が平成１０年３月

２５日に公布されたことに伴いまして、本市市税

賦課徴収条例の一部を改正する必要から行ったも

のでございます。

改正の内容につきまして御説明を申し上げます。

議案書の６５ページでございます。

第１５条第２項の表の第１号中の法人等の区分

に特定非営利活動促進法、通称ＮＰＯ法第２条第

２項に規定する法人をつけ加えるものでございま

して、これはＮＰＯ法の施行により、ボランティ

ア団体などが法人格を取得した場合に、法人市民

税における法人の区分を明らかにするものでござ

います。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 大森君。

○５番（大森和夫君） それでは、市内で申請した

団体があったのかということと、実際に税制上は

具体的にどういう扱いを受けるのか、お答えくだ

さい。

－２７９－

○議長（薮野 勤君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） お答え申し上げます。

このボランティアの法人登録申請が市内にあっ

たかということでございますが、それにつきまし

てはございません。

また、税の関係でございますけれども、ボラン

ティアで法人登録をなされましても、税法上は非

課税扱いというふうにはなりませんので、今回の

改正は、均等割がボランティアの法人組織でもか

かってくると、課税の対象になるということでご

ざいます。それでよろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） ボランティア団体の活動を

促進するためにこういう法律が国会で通ったとい

うことで、申請がなかった理由の中には、今おっ

しゃったように税制的な優遇がなく、課税される

というようなことがあったり、申請の実務上のい

ろんな作業が実務的に大変だという内容があるん

ですけども、これは実際課税するかどうかという

のは、各自治体の裁量権でできるというようなこ

ともお聞きをしてるんですけども、これはそうい

うことはできないんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） お答えいたします。

税制上の優遇措置というお尋ねであったかと思

うんですが、いわゆる営利を目的にしない、収益

じゃない、公益性が強いということで、税法上で

は非課税とはならないわけですけれども、いわゆ

る市の賦課徴収条例におきましても、いわゆる公

益性が強いということになりますと、減免措置と

いうようなことも考えていかなくてはならないと、

このように考えておるところでございます。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 福祉の分野でもこれからボ

ランティアが大事なことになってくると、市の方

でもそういう支援の話が出てましたので、ぜひ減

免のそういう形でできますように考慮願いたいと

いうことを意見にかえて、終わります。

○議長（薮野 勤君） 嶋本君。

○２６番（嶋本五男君） ちょっと１点だけお聞き

しときたいんですけども、この法人格を取るため

の手続、手順は泉南市でできないんでしょう。こ



れは大阪府か何かで、法人格の資格を取るために

は泉南市でも受け付けできるんですか。泉南市の

中でボランティア活動のものが非営利活動の法人

を取りたいと、こういうときに、泉南市でそれの

法人格の資格を与えることができるのかできない

のか。これは、私は大阪府が与えるというように

聞いてるんですけれども、間違ってたらどうなる

のか、その点ちょっとお聞きしたいと思いますけ

れども。

○議長（薮野 勤君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） お答えいたします。

議員御指摘のとおりでございまして、大阪府、

都道府県でこの認証申請をいたしまして、私ども

の方の泉南市の賦課条例におきましては、１１条

関係で１項で３号、４号ございます。そういった

団体が泉南市に事務所とかそういう事業場を持っ

ている場合、その場合は市としてこの均等割の対

象になって、税制の優遇処置も考えていかなくて

はならないということでございますので、よろし

く御理解のほどをお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１４号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第６、議案第１５号 精神薄弱の用

語の整理のための関係法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１５号、精神薄弱の用語の整理のための関係

－２８０－

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定についてを御説明を申

し上げます。

精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部

を改正する法律が平成１０年９月２８日付をもっ

て公布され、精神薄弱者福祉法、障害者基本法な

ど３２の法律において使用されている「精神薄弱」

の用語について、平成１１年４月１日より「知的

障害」と改められることとなりましたので、本市

の条例におきましても、身体障害者及び精神薄弱

者の医療費の助成に関する条例のほか３条例にお

いて使用しております「精神薄弱」の用語を、法

律の施行と同時に「知的障害」に改めようとする

ものでございます。

簡単でございますが、説明とさせていただきま

す。よろしく御承認賜りますようお願いを申し上

げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 精神薄弱者から知的障害

者、旧来は身体障害者というふうな表現もありま

すから、こういう形になってきたんだと思います

けれども、一応これは言葉の変更ですので、それ

に基づいてどのような事態があったのかというこ

とと、それがなければ知的障害ということの内容

ですね。どういうものを包括するのかという知的

障害者の基本的な概念というんですか、そういう

ものをできたら説明していただきたい。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君）

まず、今回精神薄弱という用語が知的障害とい

う用語に見直されたというその背景でございます

けれども、これにつきましては、従来から精神薄

弱という用語につきましては、知的な発達に係る

障害の状態を的確にあらわしていないといったよ

うな議論が実はございました。

そして、この法律が改正されるまでは、大阪府

の方におきましても、実際に精神薄弱という言葉

はもう扱わないようにしましょうと、そして法律

が精神薄弱という言葉がありますので、その法律

用語で使う場合にはそれを使います。ただし、そ

れ以外についてはもう知的障害という言葉でやり



ましょうということが以前からありました。

そして、今回はっきりと法律が制定されたとい

う期に、この精神薄弱という用語が知的障害とい

う用語に改正されたというのがこの背景でござい

ます。

それと、２番目の知的障害というのは、要する

にお子さんで療育手帳を持っておられる方、そう

いった方が知的障害という人に当たると、そうい

うことでございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 答えられなかったらそれ

で結構ですけども、手帳を発行する場合の判定基

準とか、そういうことをわかってる範囲でお示し

願えたら。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君）

この知的障害の判定ですけども、これはもちろ

ん大阪府の方のそういった知的障害を判定する機

関がございます。そちらの方に申請いたしまして、

そして１級、２級とかいう判定を受けるというこ

とでございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） これ以上論議しても進ま

ないと思いますけれども、精神薄弱と言う場合に、

やっぱり１つの差別というか、そういうことがあ

るかなというふうに受け取ります。

ただ、知的障害者ということに用語変更した場

合に、そうしたら我々はどうするのかということ

も当然出てくると思うんですけれども、できたら、

そしたら知的障害者はだれが判定するのかという

ふうなこともございます。その辺の問題は今では

明確にならないと思いますけれども、行政も議員

もその内容について今後幅広く学んでいかなけれ

ばならないのかと思います。行政担当者もその辺

御注意してやっていただくようにお願い申し上げ

ます。

これで終わります。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１５号を採決いたします。

－２８１－

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１５号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第７、議案第１６号 泉南市汚水処

理施設管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１６号、泉南市汚水処理施設管理条例の一部

を改正する条例の制定について御説明を申し上げ

ます。

泉南市汚水処理施設管理条例によりまして、本

年４月１日よりいずみ台、新家サングリーン汚水

処理施設が新たに市に移管されることに伴いまし

て現行条件の一部改正が必要となったため、本条

例を提案するものでございます。

改正の内容について御説明を申し上げます。議

案書の７３ページでございます。

別表第１及び第２の一部変更でございますが、

条例第３条及び第４条の規定に基づく施設名称、

位置、適用地域の追加でございます。

続きまして、別表第３及び第４の一部変更でご

ざいますが、これは条例第９条第１項の規定に基

づく使用料の額の設定の追加でございます。いず

み台、新家サングリーンにおきましては、一般住

宅で１カ月当たり３，２００円、一般住宅以外では

１カ月当たり基本料金３，７００円、追加料金とい

たしまして１㎥当たり１００円とさせていただい

ております。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 団地ごとに汚水処理をする



というこの施設が市に移管されるということで、

管理がよりきちっとされる体制ができたと思うん

ですが、こういう処理の方法というのは、これか

らの時代にとって大変重要な形態であると思いま

すし、こうして現実的にはここで入居された方が

こういう設備費用を負担して家を購入してるわけ

ですから、こういうものを社会資本として十分生

かしていくということがまず大事だろうと思いま

す。

そういう点で、泉南市はこれとはまた別に下水

道事業という形で今整備をして、これが大変大き

な財政的な負担にもなってきておると思うんです

が、今後こういう集落ごとの合併処理方式と、旧

市街地はなかなかこういうものが市街地独自では

つけられないということで、現在の流域下水道が

やられとると思うんですが、こういうところにそ

ういう下水道をぼんとつなぎ込んで、恐らく今や

っている施設が全部要らなくなっていくやり方で

はないかと思うんです。ほかにもいろいろそうい

う整備をしてほしいところがいっぱいあるわけで

すから、こういうところはせっかく市に移管して

管理していくわけですから十分生かしながら、そ

してこういうような こういうというのは、い

わゆる集落ごとに汚水処理施設をつけられないよ

うなスペースのないところについては、今やって

るような下水道のあり方をしていかざるを得ない

と思うんですが、やはりこういう点をもっと生か

した下水道整備計画というのが僕は必要だと思う

んです。ここにすぐまた下水道をつなぐというよ

うなことではなしに、ここを十分に施設整備をし

たことを生かした運用が必要だろうと思うんです

が、この問題と樽井にある下水処理のそこにつな

ぎ込む問題とはどのように位置づけて、今後進め

ていかれるのかをお示しをいただきたいと思いま

す。

それから、ここで戸数はないのですが、この新

家サングリーンは新家の上の左と思うんですが、

いずみ台というのはちょっと私特定できないんで

すが、これも新家地域なんでしょうかね。ああ、

新家と書いてありますが、サングリーンの上の方

の団地のことを言っとるんでしょうか。ちょっと

そこだけ示しておいていただきたいと思います。

－２８２－

以上です。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 小山議員の御質問

のうち、まず２点目のいずみ台はどの辺にあるの

かということでございますが、サングリーンと池

を挟んだ山手の団地でございます。現在、橋がか

かっておると思いますが、その向かいの団地でご

ざいます。

また、第１点目の公共下水道との関連でござい

ますが、私どもこの処理施設を移管いたしまして、

今後より善良な管理を行うわけでございますが、

公共下水道が布設されましてそこに接続するまで

の間、市で管理するような関係になってございま

す。

また、大きな下水道の計画等につきましては、

私ども所管ではございませんので、申しわけござ

いませんが、御理解いただきますようお願い申し

上げます。

〔小山広明君「ご理解というより、そこをちゃ

んと説明してよ」と呼ぶ

○議長（薮野 勤君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。

新家地区については、現在流域幹線が通ってお

りません。一丘団地まで通っております流域幹線

の延伸を大阪府に対して今要望している状況でご

ざいます。幹線が延伸されますと、そこに先ほど

言っているコミプラですか、それをつなぎ込む予

定でございます。

以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） そういうことを聞いとるわ

けじゃなしに、市民から見ればもう現在、そうい

う下水処理、いわゆる雑排水も含めて、流しの水

とかおふろの水も含めて、し尿も含めて処理して

るから、使う分にはもう快適な、ある意味で下水

道が整備された生活をしてらっしゃるんですね。

それはもう何の不満もないと思うんです、そうい

う点では。管理が自分たちでしなければならなか

ったのが、市が責任持ってやってくれるわけです

から、その面でもこれから安心できると思うんで

すね。

この面に、早くほかでもいっぱい引いてほしい



人がおる中で、そこに早くつなぎ込む必要はない

と思うんですね。つなぎ込めば現在の施設は全部

もう要らなくなるわけでしょう。まだ十分使える

わけでしょう、耐用年数からいっても。そうした

ら、そういうところに急いでつなぐという方針じ

ゃなしに、やはりどうしても今の公共下水道でな

いと処理ができないようなところを整備していく

と。だから、一丘団地のつなぎ込みはそんなに急

がなくても、私は市民の使用からいったら、市が

移管を受けて市が管理すれば何にも要らないわけ

ですよ。

だから、そういう点では整備されているところ

にそんな大きなお金かけてつながなくても、まだ

くみ取りしかない、単独浄化槽しかないところと

いうのは、環境面にとっても大変早くやらないと

問題ですから、そういうところにこそ整備を急い

でいくという、そういう方針ね。

私も今までそういう集落の整備されたところに

つなぐ方が普及率が上がっていいんじゃないかと、

僕も知らなくてそういう意見を言ったこともあり

ます。しかし、今はそれを反省しとるんですけど

ね、そんなところに早くつないでも何の意味もな

いわけですから、そういう点では今の言う山間部

の大型団地の下水処理場はもう整備されとるわけ

ですからね。しかも、それは自然の循環的な面か

らいってもすごくいいわけですよ。

そういうようなことの関係性で、やはりそこに

早くつなごうとする今までの姿勢じゃなしに、そ

れはよく考えてやったのかどうか知りませんが、

私は余り早くつなぐ必要ないと思うんですね。そ

この設備が十分に役立って使っていくべきだと思

うんですよ。でないと、下水道処理のこっちの採

算性合わすためには、無理やりぼんとつなげば一

挙に普及率が上がるというような、そんな小手先

のことでそういうところにつないで、今までくみ

取りとか、そういう単独浄化槽しかないところを

いつまでもほうっておくような政策というのは、

やっぱりバランスを欠くと思うんですね。

そういうことを言ってるわけですから、単に下

水道部に言ってもだめだと思うんで、市長とはこ

の問題をずっと論争してきとるわけですから、そ

ういうようにこれからの公共下水道のつなぎ込む

－２８３－

方針としては、私言ったようなことがいいんじゃ

ないかと、私はそう思うんですよ。市長はどうな

んですか、これ。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 本来同じ意見であるべき下

水道が、いつも小山議員と全く違うわけでござい

ます。

今のこの２つの団地というのは、法的な位置づ

けでいいますと浄化槽法の範疇に入る分でござい

ます。ですから、必ずしも基盤がしっかりしてい

るという性質の位置づけではございません。一方、

公共下水道については、当然下水道法によりまし

て高度処理もやっておりますし、一定非常に厳し

い水質のもとに放流をしているわけでございます。

それで普及率については、面的整備で我々は従

来行ういわゆる特に水洗化できていないくみ取り

の部分については一生懸命やっております。もう

一方は、先般の一丘団地もそうでございますけど

も、こういういわゆる浄化槽法の範疇に入るもの、

比較的不安定な位置づけにあるものをできるだけ

早く公共下水道に取り込んで、そして公共下水道

として運用していくということが極めて大切でご

ざいますので、片や今回も要望しておりますが、

一丘まで来ている流域幹線を新家の踏み切りを越

えて延伸をしていただいて、できるだけこのサン

グリーン、いずみ台、それから楠台、これらの団

地の集中浄化槽も公共下水道に取り込むと。それ

によって、住民の方々も比較的安価で、しかも信

頼できる水処理が可能になるということでござい

ますので、できるだけ早く公共下水道につなぎ込

むということも極めて大切な事業でございますの

で、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。今

提案されております議案１６号に対しての的確な

る質疑じゃなくて、下水道全般にわたることでご

ざいますので、その点御注意をお願いしたいと思

います。小山君。

○２番（小山広明君） そういうことではないと思

うんですね。これは市が移管を受ければ、その後、

下水道をそこへすぐつなぎ込むということであれ

ば、私はそれはちょっと矛盾だと思うんですよ。

市長も言われる、早く下水道整備をしてほしい



という市民が待っとるわけですから、どこに優先

順位を置いていくか。現在、もう下水道整備がさ

れておるところに無理やりにつなぎ込むことはな

いわけで、市長が言う浄化槽法の中で不安定な基

盤にあるということで、市がそのことを責任持っ

て引き受けるわけですから、市民は何ら不安を持

たないわけですね。しかも、その下水道整備につ

いては、市民は家の購入のときに一定の負担をし

ておるわけですから、それはやっぱり一たん負担

したものは、それを長く使うというのは、社会基

盤整備の上からいっても無駄のない整備だと思う

んですよ。

だから、急ぐべきは今でもそういう下水道整備

がされてないところを優先をして、幸い市民みず

からの負担で下水道整備をしてきたところについ

ては、市が移管を受けて安定をした処理をしてい

くと、そういうことが大事だということを言っと

るんですよ。

だから、待ってるところがどっちを優先するか

ということを私は質問しとるわけですから、市長

は今の答弁からいえば、早くそういうところにつ

なぎ込んで、それは当然普及率は上がりますよ。

そうでしょう。一丘をつないで一挙に上がったわ

けでしょう。しかし、一丘の人たちは自分らの入

る家賃も含めて、そういう設備は全部負担をして

入っていらっしゃるわけですわね。そういう点で

は、そういう設備は十分に長持ちをして使ってい

くということが、社会基盤の負担の問題からいっ

たってやっぱり有効性ありますよ。これは全部入

れかえるわけでしょう、ある意味で。

そういうことを言っとるわけですから、この論

争は僕はそう矛盾はしてないし、私の１つの言い

方は、一定僕は説得力もあると思うんで、市長、

一緒であるというはずはないわけで、いろんな形

での汚水処理のやり方があるわけですからね。し

かし、いかに一日も早くそういうものを進めてい

くのにどうしたらいいか、財政面も含めて議論し

とるわけですから、下水道そのものを私は否定し

たような議論をしたことはないですよ。ただ、手

法については、今現在でも泉南市は小型の合併処

理浄化槽の方式も入れとるし、これから大型団地

が入れる場合にはコミプラの浄化槽を設置させる

－２８４－

だろうし、そういういろんな特徴を組み合わせな

がら、一日も早くやはり整備をしていくというこ

とが僕は大事だと思いますよ。そういうふうに意

見を言っときます。

〔成田政彦君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 小山さんの質問で、先ほ

ど家賃の中に下水料金が含まれとるというのは、

これは正確ではありませんので、我々は共益費と

して払っとるんで、家賃の中にはそういう下水は

一切 今は水道と一緒になっとるんですが、そ

れは正確に言うてもらわんと、市の負担を僕らは

家賃の中で一切負担してませんので、その点ちょ

っと正確に小山さん、ちょっと議長から。

○議長（薮野 勤君） ただいまの小山議員の質疑

の中で、正確でないという表現がございますので、

それについては正確に小山君の方でひとつ発言を

お願いします。小山君。

○２番（小山広明君） 公団が家を建てる場合に、

家を建てると同時にそれの設備である下水道整備

もしていくわけですね。そういうものを原価とし

て家賃が設定されると思うんですよ。どっかから

だれかが出してくれるわけじゃないんだから。

それと、下水道料金を払ってるというのは、そ

れは直接的な処理費用は払ってますよ。しかし、

そういう団地を１つ建てる場合には、すべての造

成費用から大きな都市基盤整備から全部それで要

ったものを１つの根拠として家賃が決まると、そ

ういう１つの一般論を言っとるわけやから、何も

間違ってないと思いますよ。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ここにこの設立の認可が

なされた告示年月日が５１年、５２年とそれぞれ

書かれてるんですが、実際供用はそれから少しお

くれて五十四、五年と、こういうように思うんで

すが、いずれにしてもこのプラントは２０年を経

過している。浄化槽法に基づく施設ですから、非

常に公共下水道の関連のプラントのようにしっか

りした基盤のものではありません。市長も言われ

ましたように、非常に不安定要素が多い。ですか

ら、住民の皆さんもその不安定要素の多いプラン

トを早く十分に管理をし、そして問題が起きたと



きには市が対応をしてくれるように引き取りを長

年の運動の中で実現をさしてきたと、こういう経

過がある。まさに市民の要望に基づいて、この引

き取りはなされたものだというふうに思うんです。

論議の中にもありましたように、流域幹線が早

く布設をすれば、１０年ぐらいのスタンスで布設

されれば、それにこしたことはなかったわけです

が、非常に金食い虫でもあります公共下水道です

ね。そういうむやみやたらに早い期間で布設され

るわけではないと、こういうこともあったんだろ

うと思います。そういうことで住民の選択は、ま

さに引き取りということでやられた。これは、市

としては良好な住民の生活を保障し、住民の要望

にこたえてプラントを維持していくために、１つ

は英断をもって臨まれた施策だろうというふうに

思います。

ただ、一戸当たりの戸数料金が非常に高いよう

に思うんですが、例えば公共下水道が引かれた場

合に、それとの関係でいけば、今、上水の関係で

計算をされているわけですが、今平均、下水の料

金算定は大体どのくらいになっているのか、それ

との兼ね合いでこの料金はどうなのか、その辺１

点だけ質問をしておきたい。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 和気議員の御質問

にお答え申し上げます。

まず、公共下水道の場合の使用料金との比較は

どうかという御質問でございますが、私ども現在

公共下水道料金表をちょっと手元に持ってござい

ませんので、詳細まではお答えできないわけでご

ざいますが、何分この３，２００円につきましては、

一般的な家庭での公共下水道料金よりも若干上回

ってると私認識いたしてございます。

それで、この３，２００円になった根拠でござい

ますが、概算でございますが、まずこれらの処理

場の維持管理費を私どもで積算いたしまして、そ

れらから各戸数で案分したと言いましょうか、そ

のような計算のもと３，２００円を設定さしていた

だいてございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 最後にいたします。当然

－２８５－

この額、少し私も高いように思って質問したんで

すが、ただ住民の皆さんとの間の合意、これは十

分得ておられる、こういうふうに伺っていいんで

しょうか。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 汚水処理施設の市

へ移管する場合の問題点といたしましては、まず

汚水処理施設の用地の件が第１の問題点になって

ございます。それと、第２点目といたしましては、

各団地の住民総意で決定していただくということ

が第２番目の課題であろうかと、このように考え

てございます。

今回御提案申し上げておりますいずみ台並びに

サングリーンともに、住民総意でこの金額につき

ましても合意をいただいて御提案さしていただい

ている次第でございますので、よろしく御理解の

ほどをお願い申し上げます。

以上でございます。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 嶋本君。

○２６番（嶋本五男君） 私もちょっとお聞きした

いことがあるんですけれども、今回サングリーン

と汚水処理を引き取るわけなんですけども、３，２

００円。そして、ダイケンの方は２，５００円。そ

して、みずほ団地はたしかもっと高かったように

思うんですね。それぞれ住民がその当時に管理費

としてお支払いになっておった金額がそのままこ

こに出てきてるというふうに理解しておったんで

すけれども、そうであるのかないのか、それをお

聞きしたい。

それと、今回はサングリーンといずみ台を引き

取るわけなんですけれども、先ほど和気議員が言

うたように一定の運動がありまして、その中で泉

南市が一定の基準に達したものについては引き取

ると、こういうふうになっておったはずなんです

けれども、このいずみ台もその当時に相当金額の

改善費が必要であると、このようにたしか指摘を

受けてたはずなんですけれども、一体どの程度の

金額がその改善費に要ったのか。

これは大体市が表にして試算を出してるはずな

んですよね。うちの団地なんかやったら約１億円

です。柴田団地の場合はね。それで、６，０００万



であるとか７，０００円万であるとか、ダイケンに

ついては何千万であるとか、全部出てるはずなん

ですわ。それは泉南市が調査をして試算してるわ

けなんですけれども、ここについては一体どの程

度のお金が要ったのか。これは恐らく住民負担か

業者負担か知りませんけれども、どちらかが負担

せなんだら、一定のレベルまで改善しなければ引

き取らないと、こういうことになってるはずなん

ですけれども、その改善の数値が現在はやや下が

っておるのか、当時のことを思えばね。どうなっ

てるのか、その点ちょっとわかればお答え願いた

いと思います。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 嶋本議員の御質問

にお答え申し上げます。

まず、市で初めて移管いたしました砂川台につ

きましては、１カ月２，５００円になってございま

す。２回目のみずほタウンにつきましては、１カ

月６，０００円になってございます。今回御提案申

し上げておりますのは３，２００円でございまして、

自治会で管理をいたしておったときよりも約４０

０円程度上昇してございます。

それと、いずみ台並びにサングリーンの引き取

りに関しての改修費の件でございますが、私ちょ

っと改修費の資料を手持ちでないんで詳しいこと

まではちょっと説明できかねるんですが、当然第

三者機関によりまして改修計画を出さしてござい

ます。それに基づきまして各団地の汚水管理組合

と私ども清掃課の専門職員とで協議いたしまして、

市の思うような改修ができ上がったということで

ございまして、記憶でございますが、約３，０００

万ぐらいだと思っております。その程度で御理解

いただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 嶋本君。

○２６番（嶋本五男君） 今言われたよう非常に管

理費にばらつきがあるんですね。片や六千何ぼ、

それで２，５００円、３，２００円。これは現在その

施設を管理していくために必要な経費と、このよ

うに理解はしておるんですけれども、これからい

ろんな施設を引き取っていくときに非常に金額に

ばらつきができる。それが全部市に移管をされる

ということになりますと、やっぱり一定どこかで

－２８６－

整合性を図って、全体的な問題として汚水処理場

をトータルしてやっていくような方法を今後考え

ていかなければ、みずほ団地の人は軒数が少ない

ということで、一定の処理施設はかなり処理費が

かかるというふうに理解はするんですけれども、

住民側にしてみたら、同じ市に引き取ってもらっ

ても、片や六千何ぼ、片や２，５００円、片や３，２

００円と非常にばらつきが大き過ぎるので、これ

からもいろんな意味でも引き取っていかなならん

ところができてくるかと思うんですけれども、将

来に向かってトータル的に一遍泉南市として一定

の 上げるということは非常に難しいと思うん

ですけどね。２，５００円のところを一遍に３，５０

０円に上げるというようなことになると、かなり

の抵抗があると思いますけれども、安価で適正な

管理ができるように、今後やっぱり市としても考

えていかなければならないんじゃないかなという

ふうに思いますので、今後ひとつ検討課題にして

いただきたいと。

改善費については、また原課でわかればお聞き

しますし、それは結構でございます。これからも

ひとつそういう意味では、こういう処理施設が引

き取っていかなんだら、どんどん老朽化していっ

て処理水がよくならないということになろうかと

思います。うちのような団地なんかは特に悪いん

で、これは改善費にはかなりの金がかかるという

ことで、今一定の会社にお願いはしてますけれど

も、今後そういうこともあわせて御検討願いたい

と思います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１６号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじ



めこれを延長いたします。

次に、日程第８、議案第１７号 泉南市企業誘

致促進条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１７号、泉南市企業誘致促進条例の制定につ

いて御説明を申し上げます。

議案書７５ページでございます。提案理由でご

ざいますが、本市の産業振興及び経済の活性化を

図り、もって市民福祉の向上に資するため、りん

くう南浜、つまりりんくうタウンへの企業立地を

促進するため本条例を制定するものでございます。

条例の御説明の前に、事前に正誤表をお配りを

さしていただいております。７８ページ及び７９

ページについて訂正がございますので、まことに

申しわけございませんが、御確認をお願いをいた

したいというふうに存じます。

まず、第１条の目的でございますけれども、こ

の条例はりんくう南浜に事業場を新設しようとす

る企業に対して奨励措置を講じ、事業場の誘致を

促進させることにより、本市の産業振興及び経済

活性化を図り、もって市民福祉の向上に資するこ

とにございます。

第２条でございますけれども、本条例における

用語の定義を規定をしております。

次に、奨励措置の内容は、りんくう南浜に新た

に用地を取得して事業場を新設する企業に対して、

第４条のとおり奨励金を交付するものでございま

す。その奨励金の額は、第５条のとおり１交付年

度につき、新規に取得した土地に課される固定資

産税及び都市計画税の合計額に相当する額に２分

の１を乗じた額を限度といたします。

そして、奨励金の交付の期間は、第６条のとお

り用地取得契約締結日前に事業場が泉南市内に所

在する企業には５年度、市外の場合は４年度とし、

各年度ごと交付をいたします。

交付に当たりましては、第８条のとおり用地の

所有権を得た日から３年が経過するまでの操業開

－２８７－

始かつ操業開始日から７年の操業継続を義務とし

て遵守をしていただきます。

なお、第９条では交付決定を受けた企業あるい

は交付された企業が遵守義務に反した場合や不正

行為が判明したとき、交付の取り消しや交付済み

の奨励金を返還していただくことなどについて規

定をしております。

次に、附則でございます。この条例は、平成１

１年４月１日から施行するものでございますが、

附則第２項で昭和３８年制定の泉南市工場設置奨

励条例の廃止を規定いたしました。これは制定後

相当な年数が経過し、内容的に現状に適応しなく

なっていることから、この際廃止をいたすもので

ございます。

さらに、附則第３項及び第４項でございますが、

これらは本条例施行の際の経過措置として規定を

いたしたものでございます。内容は、本条例施行

時において、既にりんくう南浜に立地をし、かつ

操業を開始している企業にも奨励金を交付するも

のでございます。ただし、その金額は市外からの

立地企業につきましては、取得した土地に課され

る固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する

額に４分の１を乗じた額とし、また奨励金を交付

する期間につきましては、市内、市外からの立地

を問わず、第６条に規定する本来の交付期間から

既に経過した年度を差し引いた残年度とするとい

う読みかえを規定したものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 午後５時まで休憩いたしま

す。

午後４時３２分 休憩

午後５時１８分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

林君。

○２２番（林 治君） 私はこの議案を見せてい

ただいて、この議案の中にあります附則のまず１、

泉南市の工場設置奨励条例の廃止、市長、これは

泉南にとっては私は天下の悪法だと、こう思って



ましたから、これは廃止されて当然だと。今まで

ずっと実際上は使っていなかった。それは、かつ

てこのことが大問題になったんですよ。それで使

えなくなったわけですが、やっぱりこういうもの

はきちっと処理するという点については、これは

当然のことだというふうに思っています。そのこ

とをまず表明しておきたいと思うんです。

それで、今回企業誘致促進条例ということです

が、いわゆるりんくうタウンに企業立地を促進す

るということで、大阪府の行う今回の建設費や研

究開発費の補助ですね。大阪府の誘致促進策、こ

れに呼応した格好で市も固定資産税の減免をやる

ということなんですが、私はまずここに企業立地

が進まない理由について、当局はどういうふうに

考えておられるのか。まず、そのことを先にお聞

きしましょうか。

○議長（薮野 勤君） 樋口参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 林議員のお尋ねの

件について御答弁申し上げます。

かつて、大阪府は平成９年でしたか、りんくう

タウンの工場用地ゾーンへの進出ニーズ調査をい

たしまして、その中でも一応潜在的には進出を検

討したい、あるいは関心があるような答えをいた

だいておるわけですけども、その中でもやはり価

格面の話、それからあと初期投資軽減策、この辺

がなかったらなかなか進出できないというような

お答えもありました。また、本市と商工会で組織

します地域産業活性化連絡会、この連絡会の中で

もそのような意見もございました。

最近では、平成１０年度になりまして、府のり

んくうタウンというんですか、当該担当の課が市

内企業８０社を回った中にも、価格面の話あるい

は資金手当ての面で、進出したいけどもなかなか

困難であると、このような意見もございまして、

やはり一番原因は価格面、それと初期投資を軽減

する何か融資とか補助金とか、そういうものが一

番大きな原因であろうかと思っております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） その８０社云々の資料な

んかも、本来であればちょっと説明資料として事

前に配っていただけたらというふうには思うんで

－２８８－

す。

今そういうふうなことを言われたんですが、そ

ういうことだけが理由で企業立地が進んでいない

というふうに思うんですか。そう思ってるんです

か。私はそう思ってないんですがね。まだほかに

も理由がないのかどうかということをさきにお尋

ねしておきますが、同時に、今市内の生産業とい

うのは、非常に疲弊して大変な事態にあると。こ

れは既に我が党の議員団からも、一般質問等でも

そういうお話をしましたので繰り返しませんが、

それと地元の商売人さんですね。商店の皆さんも

今大変ですよね。

９年度決算で見ると、いわゆる税の納入が府下

で最低。これは市政上の問題もあるでしょうが、

同時に泉南の市内の これは一般的にあるんで

すが、特に問題点は行政の側にも私はあると思う

んですけども、税金がなかなか納められないでお

る人たちもそれなりにおるわけですね。今の徴収

率の低いという問題、泉南市は７０％台で、大阪

府下のほかの都市は全部９０％台だと。特別な困

難な事態を持っているわけですが、それほど今市

内の企業は、大変な事態にあるんですよね。その

中でりんくうタウンだけ税を減免すると。私はこ

れ自身おかしい問題だなというふうにも思うんで

すよ。そういうことについて、どういうふうにお

考えなのか。

それから、もう１つは、関西国際空港でのエア

ラインですね、いわゆる航空事業者、これへの減

免制度を国の方で勝手にやりましたね。たしか平

成５年からですか、立法化されて、それから実際

上、泉南では空港管制との関係で６年、７年ぐら

いからですか、いわゆる課税について減額があり

ましたね。現在、これについて一定これまで要望

して修正さしてきているわけですが、たしか１１

年度もこの課税について減免されてると思うんで

すよ。全部で４億７，０００万ぐらいですか、まだ

これが続いてると。１２年度からは、たしか一定

これがなくなるというふうに思うんですけれど、

ちょっとその数字もできたら一緒に上げてほしい

んですが、こういうことについて、市としてはそ

れは受けられないと、ぐあい悪いというふうに国

にも今、たしか向井市長になってから私がそのこ



とを提起して、あなたもそれで他の佐野や田尻の

首長とも協議して国へそのことを迫って、やめさ

してきたはずなんですよね。完全にやめてません

けども。

だから、そういうこととも兼ね合いからいって

も、ここでりんくうタウンに減免制度をまたつく

るというのは、これはおかしいんですよ、これ自

身の考え方としては。私はそう思うんです。そう

いった点含めてどうでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 中村空対室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） 私

の方から最初の方の問題についてお答え申し上げ

たいと思います。

その前に御質問の中に税の減免という言葉がご

ざいましたが、これはあくまで奨励金の支払い、

支出ということでございまして、直接税とは関係

はございません。

なぜ、りんくうへの企業立地を誘致するのかと

いう問いでございました。りんくうタウンへの企

業立地を促進することは、これはひいては税収あ

るいは雇用の面で市に大きな波及効果があると、

そう確信いたしております。

ただ、短期的に見ますと、新規にりんくうタウ

ンに取得された土地に課税される固定資産税と都

市計画税に相当する額の２分の１を奨励金として

お支払いするということですから、差し引きいた

しますと税の効果というのは若干薄れるというこ

とはございます。しかし、やがて数年後から企業

から定期的、安定的に税収が確保されますし、従

業員の方々が本市へ居住されれば、その面での効

果もあると思います。また、雇用の面では、当初

から大きな期待ができるのではないか。

そういうことで、いずれにしましても企業立地

の効果ということは、大きなところがあると考え

ております。それを考えますと、短期的な支出と

いうのは、これはやむを得ないと考えているとこ

ろでございます。

○議長（薮野 勤君） 樋口参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 林議員の再度の御

質問で、企業立地の進まない理由、価格、初期投

資の軽減策以外に何か理由はないのかという話で

ございますけども、これは全国的な話でございま

－２８９－

すけども、業界全体このような不景気でございま

すので、投資意欲の低下、これが大きな影響を与

えていることは事実でございます。

あともう１点、りんくうタウン独自で申します

と、区画面積が現在非常に大きいということもご

ざいます。

そういうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 関西国際空港の税法

上の特別軽減でございますけれども、議員御指摘

のとおり、平成７年からそういう特別制度の施行

がありまして、現在１０年まで、アバウトですけ

れども、１８億円程度の特別軽減措置を行ってい

るところでございます。これは関空本来のいわゆ

る関空株式会社の方と施行令によります航空運輸、

いわゆる日航とか格納庫等のいわゆる航空運送業

者に対する特別軽減、これで総計いたしますと１

８億円程度ということでございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） それじゃ、市長も含めて

そういう今の答弁でいいんですね。そういうふう

に思ってるんですね。なければいいです、次私質

問しますから。

企業の立地が進まない理由の中には、思い出し

て 市長はよく知ってるはずです。市長が助役

のときに、吉川さんという助役さんがこられまし

たね、府から。ちょっと今何年か忘れたんですが、

６年か７年か、その９月の第３回の定例会で私質

問したときに、その時点ではあなたはそれは知っ

てたんですけども、吉川助役は知らなかったけど

も、担当が吉川助役やったということで、吉川助

役は答えられなかったんですよ、本会議場で。そ

の年の８月に、当時６月議会時点で１４の企業が

もう仮契約に近い状況で話し合いできていたとこ

ろが、９月のたしかあれは３０日ぐらいですけど

も、その時点でレンタルニッケンともう１社でし

たか、実際上はレンタルニッケン１社だけでした

か、ということで契約ができてなかったと。

そのときに、８月にいろいろ議論したときにい

ろんな理由が出たんですね。各社から、進出を具

体的にやろうというてた企業から、いろんな理由

が出てたんですよ。そのときには今のような



もちろん不況の色は出てきてたとしても、これ以

外にも大きな理由もあったんですよ。それは市長

思い出したでしょう、どういう理由か。そうやな

かったですか。今言うた理由以外の理由もあった

でしょう。だから市長、今うなずいているから知

ってはると思うんで、知ってるんやったら市長の

方から答えてくださいよ。そうでしょう。それが

１件です。

それから、先に空対室長からいわゆる固定資産

税の減免と違うような、これは確かに奨励金とし

て交付するんですから、あなたが担当の職員とし

てそういうふうに答えられることについては、こ

れはそうかもしれませんが、しかしかつての今度

廃止する条例だって全部奨励金ですけども、今回

のもまたそうですが、全部やっぱり固定資産税を

実際上減免するんだというふうにとらえてるんで

す。私一人とらえてるんじゃないんです。

例えばことしの２月２３日の日経新聞も、泉南

市内の工場団地に今度進出している企業に対して

は、大阪府の制度に乗って市も固定資産税を実質

的に軽減する予定だというふうにして、新聞等も

そういうふうに今度の内容を見てるんです。また、

実際内容も読めばそうなってるんですよ。

だから、余り言葉の語呂で、私はここで話しや

すいように言ってるんですから、これはそのこと

の断りは断りとして、企業誘致をするために実際

上の税相当額を奨励金として交付するというわけ

ですから、税の減免になるんだと。これは恐らく

泉南市民、商工業者、みんなそう思いますよ、こ

れは。だから、そういうわかりやすい議論を私は

した方がいいと。条例の内容としてはそうなって

るということは、それは当然のことですから、そ

れで結構ですけども、かつてもそうでありました。

そういう点で、いわゆる企業がここに進出しな

い理由の問題と、それからやっぱり何と言っても

市内の商工業者、商店、皆さん大変苦しんでると

きに、一方りんくうタウンだけ税の減免をする、

実際上奨励金という格好で出すと。こんな制度を

つくるというのは、これはやっぱりどうしても実

際的に気分にも感情にも合わない、私はそう思い

ますよ。その点どうでしょうか。

それから、空港島の先ほどこれまでに約１８億

－２９０－

減免してきてるという問題について、市長もかつ

て政府の方に、それは市の権限を侵すものだとい

うことで行ったはずですから、こういうことはよ

くないんだということで行ったはずなんですから、

簡単な言い方ですけども、さんざん議論しました

からね、私このことについて。あなたも泉南の市

長として行ってくるということで行ったんですか

ら、そういうことから見て、やっぱり泉南市内の

企業の問題を考えて、例えば泉南市の市内の企業

が行くのと、それからよそから来るのとあります

けども、市内の企業の方があそこへ進出を仮にし

たとしても、税制上、いわゆる税収の面では、こ

っちへ建物を置いといたらそのまま税金かかるん

かどうか知らんけども、その辺との関係がありま

すから、あそこへ行って特別にふえるわけではな

いわけですよ、企業としては。そうでしょう、い

わゆる環境改善で行くということですから。問題

は、私はさきの進出しなかった理由の幾つかをき

ちっとすべきだと思うんですよ。どうですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、比較的初期の段階で

進出を検討されたところがいろいろ企業局に対し

てお話をされた中身においては、先ほど樋口がお

答えしたもの以外では、１つはアクセスですね。

特に道路アクセスといいますか、当時はまだ完全

にでき上がっていなかった部分もございましたし、

また周回道路等これもでき上がっておりませんで

して、やはりそういうひとつの都市基盤の整備が

未整備であるということが大きな１つの理由であ

ったかというふうに思っております。

それから、もちろん値段、当時からも値段がご

ざいました。現在においては、やはり一番のネッ

クというのは値段ではなかろうかなと。その後、

内陸部もそういう地価が下がってまいりましたし、

りんくうは現在ではそのままと。今回、一部値下

げも検討していただいてますけれども、その部分

が一番のネックではないかなというふうに思いま

す。

それから、税制上の関係では、特に私になりま

してから、２期の方のいろんな軽減策が運輸省で

検討されまして、これも極めて一方的な話であっ

たわけでございますけれども、２市１町の市長、



町長が相そろって、運輸省、それから自治省の方

にも参りまして、相当拒否といいますか、改善を

させたことがございます。

これは２期対応というのが主な趣旨でございま

したけれども、１期についてはそれ以前に、これ

はまさに一方的に軽減措置がされたという経過が

ございます。ただ、年度的に見ますと、ぼちぼち

復元のときになってきているというふうに思いま

すので、ある程度そういう形での一定の経過措置

が切れる時期に至ってきているというふうには考

えております。

今回のりんくうへの場合は、特に市内企業にと

りましては、内陸部の住工混在の解消という環境

改善というのが大きなりんくうの埋め立ての１つ

の目的でございますので、それを助長させるとい

う意味もございます。当然、市内の企業がりんく

うへ移りますと新しい土地を取得されるわけであ

りますから、２分の１しばらく減免するとしても

固定資産税の増収になると。もとの土地を転売す

れば、当然次の買われた方が税をお支払いになら

れるということでありますから、プラスになるの

は間違いのないことではございますが、要は市内

の企業の皆さんにもできるだけ移転をしていただ

いて、そして内陸部はいろいろ泉南市の場合は準

工地域が多いものですから、こういう周辺の住民

との関係で申しますと、なかなか問題もあるわけ

でございますので、そういう住工解消が図れれば

非常にありがたいというふうに思いますし、また

りんくうの活性化にもつながるというふうに考え

ているところでございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 市内企業を何かえらい気

軽に市長、してくれるんやったら早くからできて

ますよ。

私はまず最初の、なぜ立地、いわゆる進出しな

いかと。１４社が一番最後まで残って進出のため

に努力した企業なんですよ。それらの企業の中の

一番のネックが、例えば今市長が言うたようにア

クセス、特に都市基盤の整備だと言いましたけど

も、例えば信樽線ですよ。これとのつながりもま

だ何もないやないかと。当初の約束と、りんくう

タウンができたらどういうふうになるかという、
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ちょっと私、本を間違って持ってきたのであれで

すが、そういう図面がありましたね。いわゆる都

市計画図というか、これができたらどうなるかと

いうことを書いた図面が。そこの中にあったその

図面で示したそういう都市基盤整備ができていな

い、進出してもいわゆる市の本体とのつながりが

できておらないと。あの当時はもう既に今あるも

のがそれなりにできてたんですよ。だから、そう

いうことが１つ大きなネックになっていることが

１点、当時としてはあった。

しかし、あれからまた不況で、今新たに進出す

るような企業の望み、例えばまず市内でいうてど

んな企業が移転してほしいと市長は思ってるのか

知りませんが、どんな企業が移転してほしいと思

ってるんですか。そして、どんな企業が実際移転

できるというんでしょうかね。それを具体的に何

を考えておられるんですか。今の泉南のこの不況

の中で、泉南の市内から向こうへ行く、そんな元

気のある企業そんなたくさんありますか、実際上。

どうなんですか。

それから、もう１つ、空港島の減免の問題で、

私は第２期対応だと。私は第２期問題が起こって

そのことを市長に要求したんですよ。そして、第

１期の分も含めて減免措置を撤回するように国に

要請すべきだと言ったけれど、これが結局できな

かって、第２期についてはそういう減免をなくす

ということになったんですけども、最近第２期の

空港の形態とかその中身とかいうものが出てきま

して、見てみると、第２期の埋め立てでできる泉

南市域に、おそらく泉南市域だろうと思うところ

に、日航だとか全日空だとか、そういうものの施

設が張りつくような状況はほとんど見られません

ね。

だから、市長せっかく行ってきてくれたけども、

第２期ではほとんど税の減免があったとしても、

私は余り少ないんじゃないかなと。むしろ第１期

こそ、今１８億も減免してる分がなかって泉南市

に入ってると財政的にもっと潤ってると、今現実

にはね。そう思うんですよ。そのこともあわせて

市長言われたんで言うておきます。努力されたこ

とについては結構ですけども。

そういう点で、今の企業の問題をどう考えてる



のか。それから都市基盤の整備の問題。私は市長

の言うように、もう１つは、一番は価格の問題が

あったやろうけども、今はもうその価格が安くて

もいけるかどうかという問題がありますよ。後の

登記のことを考えて事前投資するか。そんな企業

があれば別ですけどね。どうですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回、商工会を中心に市内

の商工会員企業について、ヒアリングなり調査を

されたというふうに聞いております。その中で先

ほど樋口が言いましたけども、土地がもう少し安

ければとか、いろんな条件はありますけれども、

今のところ、最終はわかりません。進出されるか

どうかというのはわかりませんが、数社前向きに

検討をされている企業があるというふうにお聞き

をいたしております。企業名はちょっとここでは

御遠慮さしていただきたいというふうに存じます

が、そういうふうに承っております。ですから、

まずその部分から何とか糸口をつけていきたいと

いうこともございます。

税の問題、確かに２期では、今回我が市に属す

るであろうと思われるところに建築物というのは

非常に少のうございます。一部あるような絵にも

なっておりますけれども、それほど大きなボリュ

ームではないというふうに思っております。ただ、

２期をすることによりまして、１期の中でまだ空

閑地としてある部分ですね、あるいは石油タンク

も含めて、これは当然増強されていくというふう

に聞いておりますので、その部分は１期島ではあ

りますけれども、施設増強というのは２期に対応

した形でなされるという部分もあろうかというふ

うに存じます。

○議長（薮野 勤君） 林君に申し上げます。もう

回数を重ねて時間でございますので。林君。

○２２番（林 治君） 結局は、今いろいろ御答

弁いただいてのとおり、いろんな矛盾もあり、し

かも固定資産税という問題でいわゆる税という問

題とのかかわりですから、市内の企業、それから

空港島でそういうふうにやってきた経過、こうい

うことからも今りんくうでこういうことをしてや

ること自身は矛盾を起こしてますし、それと市長

自身も言うてるように、やっぱりりんくうタウン
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がべらぼうに高いんですよ。だれが考えても高い

んですよ。高いところへいわゆるお役所仕事で、

結局そのままでひとつも値下げもせずにこれまで

来たから、結局、当時進出、少しあったかもわか

らんものも進出しなかった。

だから、今になって３割ほど値下げするという

ことですけれども、そのぐらいのことでこの不況

のときに果たして進出があるかどうかと思います

よ。それでも、とにかく進出しようということで

来てくれる企業があれば、それはうれしいですけ

ども、その条件というのは、かつて言うたように

信樽線の問題だとか、そういうアクセスの問題が

非常に大きな問題としてあったし、それから価格

の問題もあったと。もちろん融資とかいろいろあ

るでしょう。それは実際上の税の減免でもしても

らったら、それはそれにこしたことはありません

よ。そやけど、そのことをこの今の泉南市の財政

事情とかいろんなことから含めて考えて、見通し

も何もなしに実質税の減免になるようなことを私

はやるべきではない。泉南市内の商工業がもっと

振興する策こそ、むしろ練るべきではないか。大

阪府の責任できちっとそれはやらすべきだと思う

んですよ。そうじゃないですか。税の減免なんて、

そんなことで、これで実際上なぜ企業が進出しま

すか。思いませんか。

○議長（薮野 勤君） 林君まとめてください。も

うよろしいか。

○２２番（林 治君） いやいや、質問として聞

いてるんです。そうじゃないですかと。

○議長（薮野 勤君） 回数を重ねておりますので。

○２２番（林 治君） わかりました。来ると言

うんなら、どのぐらの見通しを持って、この税の

減免によって企業が進出するんか、具体的にここ

で何社ぐらい それは大きな土地面積で１社も

ありますけども、今進出している企業を１つの単

位として考えたら、大体平均的に考えたらあと何

社ぐらい進出できるんですか、数でいうてあそこ

へ。そして、どのくらい進出してくるというふう

に思ってるんですか、この税の減免で。私、そん

な税の減免で来るとは思いませんよ。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 林議員のこれから



どういう見通しになるかという話でございますけ

ども、どのような時期にどのような規模の業種の

企業が張りつくかというのを具体的にシミュレー

ションをするのは非常に難しゅうございます。し

たがいまして、今後のりんくうタウンのあのあい

てる状態を我々としても何とか本市の経済の振興、

雇用の場の確保、それから市内陸部の環境改善、

あるいは税源確保という期待感を持ちまして、何

とか条例を施行することによって、大阪府の施策

とあわせて相乗効果を狙うものでございます。

したがいまして、幾ら、どのぐらいの金額が税

収として入るかというのは、まことに申しわけご

ざいませんが、今算出はしておりません。しかし

ながら、この条例を施行することによって、我々

としては確実にふえていくものと思っております。

そういうことで、どうぞ御理解のほどをよろしく

お願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 最後にしてください。

○２２番（林 治君） 議長、質問の趣旨と違う

ことを答弁されたら、それはぐあい悪いですよ。

今進出している企業が大体平均 今実際上６社

ですか。６社トータルで、足して６で割ったら大

体１社の企業規模というのは、いわゆる面積規模

というのは大体出てるでしょう。そうしたら、大

体全部で勘定してみたら何社ぐらいになるかと、

一般的に言うて。それをちょっと聞いたんです。

それを全然答弁せえへんから、違うことを答弁し

てるから。税収が何ぼになるかていっこも聞いて

ないです。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 失礼しました。今

現在、分譲で張りついております企業の平均が７，

０００平米でございますので、残の予定面積が３

５．５ヘクタールとしますと、それを７，０００で割

りますと大体５０社ということになっていこうか

と思います。

〔林 治君「どの程度入ってくるのかと聞いて

る。議長、最後まで答弁して。質問は限って

るんですよ。税金を聞いてるのと違うで。税

金みたいなん聞いてない。議長ちょっと」と

呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。
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○２２番（林 治君） いろいろわからんことも

あるでしょう。わかってるかもわからんから、先

ほど市長が言うたでしょう。地元の商工業者８０

社ほど寄っていろいろと意見を聞いたら、数社で

すか、そういう希望があるらしいと、名前は言え

んけどと。市内の企業で数社あって名前言えんと

いうのはあれですけども、私はオープンで議論し

てもろたらいい。例えばそういう商工会の方で調

査された資料があれば、僕は冒頭に言いましたけ

ども、皆さんに披瀝していただくとかいうことも

含めて、そして議論ができるようにして、私はす

べきだと思うんですよ、この議案も。

そういうことも含めて、そういうことも考えて

おるから、例えば今平均的に言うたら１社大体面

積このぐらいで来てるということから、全体の面

積でやったら今５０社ぐらい来れるなと。ある程

度アウトラインというんですか、１つ見えてくる

と。そのうち数社ですから、五、六社というから

１割そこそこが今やったら市内から移るかもわか

らないと市長は思っているという、今市長が思っ

てることはその程度。

ほかに市外からも企業進出について、その後大

阪府がこれを発表してもう大分になりますからね。

２月の４日に府のこのことが読売新聞に出てます

から、その後の経過からいうて、大阪府の方から

こういう進出が問い合わせ来たりしてきてると。

この間の空港委員会では、まだ大阪府の方に問い

合わせしてないということですけども、きょうは

大阪府の幹部職員も来たらしいですし、こういう

ことについても、どういうふうに大阪府のこの施

策の発表後来ているかということは、きょうこの

時点で大阪府に問い合わせしてなかったら、会議

とめてでも一遍聞いてください、こんな大事な問

題なんやから。それを報告してください。今ごろ

聞いてなかったらあかんで。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど申し上げた市内企業

というのは、今ちょうどサザンスタジアムの南側

に一部地元企業が入ってますね。あのゾーンを１

つのモデルとして、今回１つ設定をしているとい

うことでございます。ですから、地元企業はそん

な大きな分譲面積というのはなかなか難しいとい



うふうに思いますので、できるだけ地元に合うよ

うな形での分譲面積をひとつ考えてくれというこ

とを企業局にも申し上げております。

その他については、もちろん市外の企業もとい

うことでございますけども、以前も何社かありま

したけども、要は進出してくる企業は、今例えば

大阪府内ですといろいろあるわけですね。例えば

りんくう、それから和泉のテクノステージあるい

は南港とか、そういうところとやはりいろんな価

格面とか条件面で比較をされているというふうに

聞いております。そういう面で、特にりんくうは

価格の面でも、あるいは距離的な面、あるいはい

ろんな融資制度においても、今まではなかなか、

例えば今の申し上げたところよりは、条件は必ず

しもよくないということもございまして、なかな

か決定まで至っておらないというふうに聞いてお

ります。

したがって、今回大阪府は値段を下げる、ある

いはいろんな初期投資の支援策、あるいは融資策

を盛り込むと。市は市でこういう一部奨励金で優

遇するということで、府市相まってそういう施策

を展開することによって、今後そういう他市地区

との競争なり何なりに勝ち抜いていかなければい

けないということがございますので、今回府市合

わせまして１つの施策として提案をしているもの

でございます。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 新聞発表は、最近

２月でしたか、正式に記者発表の中でこのような

施策をとるということで大阪府の方は発表されま

した。それ以降数社から問い合わせがあるとは聞

いております。泉南市でも先ほど市長が申しまし

たように、その辺の条件面によっては、進出意向

があるということは聞いております。そういうこ

とでございます。

〔林 治君「議長、ちゃんともっと大阪府の話

を答弁さしてくださいよ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） もう林君の時間は十分に発

言を重ねております。議事進行がございますので

……

〔林 治君「何でやねん。質問さしたらええや

ん、議長。ちゃんと答弁さしなさいよ。適当

－２９４－

な答弁はぐあい悪いやないですか」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 時間がたっております。あ

との皆様方の質疑もございますので……。（林

治君「いや、わかってますよ」と呼ぶ）林君。

○２２番（林 治君）でもね、今の大阪府の方で

ちゃんと そしたら議長、ちゃんと答弁をさし

てくださいよ。大阪府の方からちゃんとそういう

報告を聞いてるんですか、正式に数社というのは。

正式に聞いてるんですか、ちゃんと。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 新聞等でいろいろ載りまし

た関係で、いろんな企業から、先ほど御答弁申し

上げましたように数社問い合わせがあるというこ

とで、大阪府の企業局から私どもは聞いておりま

す。

ただ、本件につきましてはいろんな制度でござ

いますので、府議会が最近終わったところでござ

いますが、正式に大阪府の方もそういう分譲価格

の値下げ、あるいは建設補助といったことが正式

にもう決定をしておりますので、これからそうい

うことも含めて、私どもの今御審議いただいてお

る企業誘致条例ということもあわせて、企業に対

して誘致活動といいますか、これをやっていくと

いうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 簡単に四、五点お伺いを

いたしたいと思いますが、今のような高度な議論

はよういたしません。ただ、これからの制度実施

でございますから、これから十分な施策が行われ

ると思うんです。

ただ、私、単純にといいますか、平凡に考えま

して、少しどうかなという点がございます。それ

は先ほども議論ありましたように、この制度適用

がりんくうタウンの地域内に限られると。この理

由、目的についてはよくわかっておりますけれど

も、市というのはこの泉南市全体含めても５０平

方キロメートルくらいの広さでございまして、そ

の中にりんくうタウン以外に最近では企業の不振

により、あるいは企業の廃業によって、その跡地

にまた新しい企業が来るという可能性もございま

す。

私ところの下にも日生が持ってるわけでありま



すが、約３万坪、坪数にしてありますね。そこ等

にもいろいろ計画があるようでございますけれど

も、そういう場合、りんくうタウンということだ

けに限定をしますと、少し問題があるのではない

かなというふうに思うんですが、ここらあたりは

なぜ適用範囲に入らないのか。それはりんくうタ

ウン外やということなら、これは別ですけれども、

もう少しそこらあたりの配慮があって、私はしか

るべきではなかろうかなというような思いを持っ

ております。

それから、問題は空港本島の関係ですけれども、

これもりんくうタウンではないと思うんですが、

既に泉南市域の空港島の中には外食産業等が進出

をしてますね。これからも恐らく空地については、

何らかの企業が空港島内に進出するかもわからな

い。そういう場合の税の適用は、一体どうなるの

か。誘致条例とのかかわりあいは、将来どうなる

のか。これが１点です。

それと、もう１つは、２０００年の４月から御

存じのように介護保険法の適用がございまして、

一般質問でも申し上げましたように、介護を専門

にする企業等の進出もあろうと。そういう意味で

は別にりんくうに限らなくても、介護に立地のい

い泉南の中心的な空き地に来るかもわからない。

そういうことをいろいろ考えれば、もう少し適

用範囲について考えられなかったのかどうかです

ね。そこらあたりを含めて、まず御答弁をいただ

きたいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 中村空港対策室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） 今、

なぜりんくうタウンだけで内陸部には適用しない

のかという御質問がございました。

実は平成２年でしたか、第３次総合計画にその

点の工業のビジョンが位置づけられております。

まず、地場産業については、協同化、協業化体制

の整備、情報機能の充実などを支援し、地場産業

の経営基盤の強化や構造改善を図る、さらに空港

インパクトを活用することにより、地場産業の事

業転換を誘導するとしておりまして、新規工業に

ついては、りんくうタウンを初めとした産業用地

の整備を進め、空港関連産業、先端産業などの誘

致を推進するといたしております。さらに、過日

－２９５－

決定されました都市計画マスタープラン、ここに

もりんくうタウンへの企業立地を進めるというこ

とが記されております。

つまり、泉南市の産業用地はりんくうタウン、

あるいは内陸部においても産業用地を今後検討す

るということでございましたから、特定の例えば

工場が空き地になったからそこへ工場を誘致する

ということをいたしますと、今までの住工混在が

引き続きそれが進んでいくということにもつなが

ります。今後の産業振興策は、基本的にはりんく

うタウンで内陸部の住工混在の解消を図っていく

ということに今回も重きを置き、企業誘致促進条

例を御提案さしていただいたわけでございます。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 済みません。ちょ

っと若干答弁漏れがございました。島原議員の空

港本島への適用はどうするのかという話でござい

ますけども、今回はりんくうタウンのみの適用と

しております。そういうことで空港本島への適用

はいたしません。

それから、２０００年４月以降の介護保険とか

その辺をにらんだ産業の立地の場合はどうするか

ということですが、現時点では大阪府がつくりま

す分譲要綱に沿った企業を想定しておりまして、

この辺で２０００年以降を目指した介護保険の業

種というのは、今のところは想定はしておりませ

ん。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 問題は、この条例の趣旨

そのものは、住工混在の解消のためという基本的

な理念もあるわけですけれども、一面、税の控除

という原点に返れば、本来税は公正でなくてはな

りません。りんくうタウンに来るところだけがそ

ういう恩恵を受けて、本当に住宅の真ん中にいろ

んなものが来る、工場が来るとかいうようなこと

ではなしに、今申し上げましたように、例えば今

まで地場産業として大きな土地を擁しておったけ

れども、企業が倒産して、またそこに何らの生産

工場が来るという場合も可能性があるんですね。

そういう場合は何もそういう控除的な税金の控除

をやらないというようなことでは、ちょっと不公



正な面が出てくるのではないかなというように思

います。

何もりんくうタウンに限らず、泉南市の中に工

場が来ていいところと悪いところ、あるいは住宅

地域と工業地域と準工地域とはちゃんと分けてる

わけですから、それはそれなりの恩恵という面あ

るいは融資という面からすれば、僕はもっと幅を

広げて、何もりんくうタウンに限らず、本来そう

いう税の公正な適用範囲も広げて拡大をしていく

べきではないかなというような思いをしておるん

ですが、いやいや、それはあくまでもりんくうタ

ウンということですから、それを曲げてまで、私

が言ったからといって修正することはないと思う

んですが、一般的に考えて、そういうせっかく来

てもらいながら、片一方では恩恵がある、片一方

では何も恩恵、特典がないというふうなことにな

りはしないかなという考えもするわけです。

そうなりますと、結局りんくうタウンだけに企

業来なさいと。ほかのところは、例えば今御答弁

がありましたように、地場産業として 今泉南

市の地場産業はどんなものが地場産業が、僕もち

ょっとわかりませんけれども、教えてください。

昔でありますと繊維産業であった。繊維産業が地

場産業だと。今ほとんど繊維産業というのはあり

ません。家内工業的になってしまってるんです。

ですから、何百人も何千人も使っているという繊

維産業は、恐らく泉南市域にはないと思います。

したがって、そういう工場の跡地に対して来ら

れる企業に対しても、若干の配慮は加えてあげな

いと問題ではなかろうかなという思いをするわけ

で、今後そういう地場産業という定義ですね。そ

れから、企業誘致という定義は、泉南市の考え方、

目標というのは、あくまでもりんくうタウン一本

ということの形になるのかどうか、そのことも含

めて御答弁をいただきたい。

それと、もう１点、この税金の中には、ここに

も書いてありますように、これは私は稲留さんが

市長をしている時分にも大分議論したんですけど

も、目的税というものと固定資産税が 住民税

とかそんなんは別ですよ。形にあるのは、やっぱ

り目的税と固定資産税と。だから、ここには固定

資産税と目的税に相当する額を減免すると、こう

－２９６－

あるわけでありますが、本来目的税というのは目

的を持った税金でありますから、これはやっぱり

例えば道路とか河川とか、あるいは下水とか、そ

ういうようなものに一定限られてると思うんです

が、直接の税を減免するということではないけど

も、間接的にもこの目的税とか固定資産税を半分

減免するということはどうかなというふうな考え

方も持つわけでありますが、それは税法上の関係

からいって、そういう表現でよろしいのかどうか、

そこらあたりの解釈を御答弁いただきたい。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １点目、私の方からお答え

申し上げます。

島原議員言われますように、我々検討する中で、

果たしてりんくうだけでいいのかという議論はい

たしました。内陸部の工場進出の場合はどうかと

いうことも検討いたしましたけれども、御承知の

ように泉南市の内陸部の用途地域といいますのは、

工業系ですと準工業地域ですね。工業地域はござ

いません。旧来、その用途を決めた以前に工場が

あったところが非常に多いものですから、用途不

適格、今の法でいくと立地できないというような

ところもございます。そして、比較的周りが住宅

地になっておるという現状のところが非常に多い

ものですから、果たしてせっかく、例えばどこか

へ、りんくうへ移転して、その跡にまた工場、同

じようなといいますか、新用途になるにしてもそ

こに立地するということについては、またせっか

く用途純化ということを１つの目標に掲げている

中では、非常にしんどい話だなというのがござい

ました。

そういう関係で、いわゆる内陸部については、

特にこの適用を見合わすと。一般的な対応でお願

いをするというふうにいたしたところでございま

して、そのかわりりんくうへ行っていただく分に

ついては、内陸部の住工混在の解消という１つの

役割もございますので、今回奨励金を支給さして

いただくということもあわせて考えたわけでござ

いますので、一応御指摘の点は十分内部的には検

討いたしました。

○議長（薮野 勤君） 市道課税課長。

○総務部課税課長（市道登美雄君） 私の方からは、



目的税すなわち都市計画税でございますけれども、

この部分に関します減免ということについて御答

弁申し上げます。

税の減免というものでございますけれども、こ

れは一般的に基準が示されております。

そのうち、まず１つが天災 震災、風水害、

火災等でございますけれども、そういう被害によ

りまして担税力がなくなったと。それがまず１点

でございます。

それから、２点目といたしまして、貧困により

生活のため公費の扶助を受ける者ということで、

それがまず２点目。

それから、３点目といたしまして、抽象的では

ございますけれども、その他特別の事情がある者

というふうに規定されております。そして、その

解釈でございますけれども、社会通念上課税する

ことが不合理と考えられるような場合に、条例に

おきまして減免を行うことが妥当と解される事情

がある者を言うとされております。

また、ここで言うところの特別の事情というと

ころでございますけれども、これは公益上の必要

があると認められる者も含まれると解されており

まして、その判断については、税負担の公平の観

点から見て減免を行うことが相当であるとする程

度の公共性を有するものに限るべきであるとされ

ております。

したがいまして、今回の場合でございますけれ

ども、それらのものには該当はしないということ

で税の減免は困難であるということで、我々課税

部門といたしましては、内部の詰めの中でその意

見を申し上げました。したがいまして、減免では

行えないということで奨励策ということになった

と。ただ、その奨励策の中身を論じるに当たりま

して、どの程度の額が妥当であるのかというとこ

ろについては、固定資産税及び都市計画税、その

２分の１ということで議論が成り立ったというこ

とでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） これで３回目ですから、

至って気も弱いし、礼儀を重んじる方でございま

すからやめになりますが、とりあえず申し上げて
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おきたいとことは一応申し上げます。

要望でございますが、今課税課長も御答弁ござ

いました。市長もございました。親切丁寧な御答

弁をいただいてありますが、ただ、そういう減免

措置とかそのような措置をとっていただくならば、

私としてももっと拡大をしていただいて、将来全

市域に例えば工場を新規誘致するということにな

るならば、それはそれなりに臨機応変に対応して

いただきたいなというふうに思います。そのこと

も決して私は雇用の促進につながらないのではな

くて、雇用の促進に十分こたえられるような企業

であれば、これはもうきちっと対処してあげてい

ただきたいなと思うんです。

それと、もう１つは、今課長御答弁いただいた

んですが、表現がたまたま固定資産税あるいは都

市計画税の２分の１、そういうものを奨励金とし

てお出しをすると、こういうことになってますか

ら、それならそのように何らかのもっと目的があ

って、単刀直入に奨励金なら奨励金という方がい

いのではないか。積算の基準としてはそういうこ

とに一応なったでしょうけども、もっとそこらあ

たりの表現をうまく使えないものだろうかと。市

民感情からすれば、工場が来たときは２分の１の

減税ですなというふうな感覚しか残りません。

それと、もう１つ、こんな夢みたいな話ですけ

ども、その企業やあるいは工場等のそういう優遇

だけではなしに、今後泉南市に住みたいと、一生

涯住んでほしいと、向井市長のもとで人生をささ

げてみたいなという御家庭がありまして、新しい

マンションなりあるいは１軒の建て売り住宅でも、

きょうび１，０００万円以下の住宅はないと思いま

すが、例えば５，０００万以上については、市長の

ような豪邸に住めば別ですけれども、１億、２億

もするようなそういう家を買えば、それはもう泉

南市としては一定の税金を減免するというふうな

方法も私は１つの方法論ではないかなと、このよ

うに思いますので、私の夢みたいな愚かな意見で

すけれども、議長も市長もちょっと胸に置いてお

いてください。

終わります。ありがとう。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○１９番（角谷英男君） この泉南市の企業誘致促



進条例、もうお聞きしましたが、前面になって答

えておられるのが空対室なんですね。大事なこと

は、この条例をつくって後、条例をつくっただけ

でいいのか。大事なことは、泉南市も商工課とい

うのがあるわけですから、それを受けて具体的に

行動しなければ何にもならないんですね、これは。

確かに、条例をつくったことはオープンにされま

すよ。それを見て、あ、少しは減免か、こういう

優遇条例に乗って企業は来るかもわからない。し

かし、この不景気な中で具体的な行動をしなきゃ

だめなんですよ。

そういう意味では、これを受けて、これは商工

課になると思いますが、具体的な案を考えておら

れるのかどうか。前にも私何かの機会にプロジェ

クト、キャラバン隊でもつくって、そういう誘致

運動をしなければいけない時代が来てるんではな

いかという提案もいたしましたが、今考えておら

れることをお答え願いたい。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 条例が施行される

となりますと、角谷議員御指摘のとおり、商工課

が所管となりましてこれから実施するわけでござ

いますが、今後のＰＲ等についてどのようにする

のかという御質問であったと思いますが、現時点

では商工会と地域産業活性化についての協議会も

継続して開いてございます。その中でも十分私ど

もより説明をいたしまして、市内の商工会の会員

の皆様方には浸透を図っていただきたいと、この

ように考えてございます。

また、市外企業等につきましては、大阪府の企

業局とも連携を図りながらＰＲに努めてまいりた

いと、このように考えております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○１９番（角谷英男君） 市内においては商工会と

活性化協議会を持つということでありますが、そ

の協議会はいつも聞いておるんですよ。しかし、

現実に具体的にどう行っていくのか、何も見えて

こない。市内の企業に対してＰＲすると。現状は

非常に難しいと思うんですよ、現状はね。

問題は市外業者になると思います。市外業者に

ついては、企業局と協議をしながらと。協議ばか

－２９８－

りなんですね。実際どうなんですか。この泉南市

行政内において、役所内において、そういうよう

なキャラバン隊とかプロジェクトチームとか、具

体的な行動計画とか、例えば企業のリストアップ

とか、大阪商工会議所に問い合わせるとか、誘致

を働きかけるとか、具体的に外に出られたことあ

るんですか。行動されたことありますか。そして、

行動計画はありますか。具体的におっしゃってい

ただきたい。

それと、もう１点、聞きましたけどね、今の商

工課は現実に何を、どんな仕事をしてるんですか、

おっしゃってください。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 角谷議員の再度の

御質問でございますが、現在まで具体的なＰＲは

どのようにしたのかという御質問でございます。

現在のところは、いわゆる市内企業のりんくうタ

ウンへの進出の関心度の調査等を行ってきたとこ

ろでございまして、先ほど御指摘いただきました

大阪の商工会議所等への問い合わせ等については、

行っておらないところでございます。

また、今後どのような計画を持っておるのかと

いう御質問でございますが、これらにつきまして

は、今後市内でプロジェクトチームでまた検討し

て具体的に移っていきたいと、このように考えて

おります。

それと、現商工課での仕事の内容でございます

が……（角谷英男君「もう結構ですわ」と呼ぶ）。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○１９番（角谷英男君） 最後に市長、要は今私が

聞いた範囲では、ほとんど行動計画はないわけで

すね。せっかくこれをつくって、生かさなきゃだ

めなんですね。同時に泉南市の将来を考えたら、

りんくうタウンからの税収というのは絶対大事な

んです。

そういう意味では、せっかくこれをつくったん

ですから、要は市長のリーダーシップのもとに、

そういうキャラバン隊とかいろんなものの具体的

な計画を立てて、商工課というものがあるわけで

すから、より活性化さしていかなきゃいけないと

いうふうに思いますが、最後にお答え願いたい。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。



○助役（遠藤裕司君） 市長にということですが、

その以前にちょっと府とのセールスの状況等のお

話がございましたので申し上げておきます。私の

知る限りということでお断りをしておきますが、

市外の企業、大阪商工会議所等のお話もございま

したけども、当然そういうところには企業へのリ

サーチをかけておりますし、例えば民間の企業の

調査機関、この辺に対するアンケートを数千社や

って、その中からりんくうタウンに立地が期待で

きるであろうというところで全国的にもリサーチ

をかけ、反応があったところには、事実電話なり

直接行くなりしてセールスをやっていたというふ

うに記憶をしております。

それは大阪府の企業局の話ですけれども、それ

とあわせまして、地元の銀行の不動産部あるいは

不動産業者等々にも出かけて、それについては私

どもの方も一緒に行ってお話を聞くということも

さしていただいておりますし、商工課の中で、先

ほどアンケート調査もございましたけれども、そ

こで一定希望があるというところには一緒に出か

けて行ったというふうなことで協力もさしていた

だいております。

ただ、基本的にはりんくうタウンの企業誘致と

いうことですから、やっぱり大阪府の企業局が主

体的にやるということが原則であろうと、それを

側面から地元として協力をしていってるものでご

ざいます。

それから、先ほどもおっしゃられました。先ほ

ど大阪府も分譲価格の値下げ、あるいは建設に対

する補助もやっておるわけですから、私どもも企

業誘致条例という形で奨励金の御審議をいただい

ておりますが、それが御了解賜れば、おっしゃる

ようなチームも組んで、あくまで主体は企業局だ

ということと、我々が手伝うと、商工会も手伝っ

ていただきながら、実際にキャラバン隊という名

前になるかどうかはわかりませんが、調査ではな

くて、実際に企業のところに足を運んでいろいろ

御意見を伺いながら、企業立地を１件でも進めて

いくと。せっかくこういう条例について検討して

おるわけですから、その実績をぜひ上げたいとい

うふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

－２９９－

○市長（向井通彦君） 今まではどちらかといいま

すと、企業局、それから財団法人りんくうセンタ

ー、それと私どもの空対という形で動いておった

んですが、今後はこういう奨励条例を設置いたし

ますと、今度は実務として、当然市民生活部の商

工課の方で主体にやっていただかなければいけな

いというふうに思っておりますので、私の方で指

示をいたします。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 今までの答弁で大体理解

さしていただいておりますけれども、基本的はさ

っき遠藤助役が言われたように企業局が主体だと

思うんです。今度誘致条例ができて商工課が担当

するということですけれども、大阪府企業局と商

工課、この関係ですね。指揮系統というか、そう

いう関係をどのように考えられていらっしゃるの

か。

今回、企業誘致促進条例が出ましたけれども、

これはりんくうタウン３市が同時に発行している

のか、泉南市単独なものか。そして、大阪府議会

で決議された分譲価格の値下げということに連動

してこの企業誘致条例が出されたものか、その点

をまずお聞きしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 質問でございます

が、ちょっと答弁の方が前後すると思いますが、

まず施策なんですが、りんくうタウンは２市１町

にまたがるものなんですが、今回の措置につきま

しては、特に泉南市域、南地区について分譲がお

くれてるということでございまして、今回の場合

は泉南市域のみに適用されるものでございます。

それで、特に単価につきましては、今の工場団地

の特定ゾーンに限って、単価についてはされる。

補助金、融資制度については、泉南市域全体とい

うことでございます。

それから、特に企業局との関係でございますけ

ども、企業局は分譲、我々はその企業が立地する

ことによっての効果をねらうということですから、

お互いにこれは連携をとりながらやっていくとい

うことでございますので、早々に４月１日以降に

分譲要綱も策定すると聞いておりますので、それ

らを十分見ながら連携をとってやりたいと、この



ように思っております。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 実際には、分譲価格の値

下げをしましても、大阪府全域の土地価格の下落

傾向等を見ましてもまだまだ高いというふうに考

えますので、実際これが運用できるのか。という

ことは、つまりこの企業誘致条例が実際どれだけ

現実的に効果を持ってるのか、その辺の判断はい

かがなんでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） かつて北地区の商

業地域の方でも、一定分譲価格の値下げをされた

ことがあります。それは約３割程度だったと思い

ます。こういうことで市価の内陸部と比較します

と、りんくうタウンというのはかなり高いわけで

すけども、我々としては、分譲価格についてはあ

る程度その辺を目安に値下げされるものと思って

おります。しかし、これは専門家の意見を聞きな

がら今後検討していくということですから、４月

早々になりますと、具体の単価が提示されるとい

うことです。

それと、あわせまして補助金とか融資制度、こ

れも充実なってきておりますので、それらと絡め

ますとかなり分譲の促進にはなると、このように

思っております。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 北海道とか東北なんかの

埋め立てに関する分譲住宅価格なんていうのは、

数万円ですよね。一けた違うわけですよね。この

辺、企業局が全国云々というのはどういうことな

のか、ちょっとよくわからないんですけれども、

その辺できたら遠藤助役に説明していただきたい

んですけれども、余り質問はあれですけれども、

端的に最後に質問だけ、実際問題、今企業局が主

体ですよね、企業局が分譲しているわけですから。

そこが一生懸命ともかくやらなきゃならないわけ

ですから、どこまで泉南市が責任あるかといった

ら、かなり違うと思います。

だから、その辺を含めて、今言ったような時点

で、簡単に今後の展望、具体的にどうするのかと。

やれる範囲は限られていると思います、泉南市の

場合はね。ほとんど企業局が動かなきゃならない。

－３００－

しかし、その中で１００分の１でも泉南市として

はどういう対処を具体的にするのかということ。

いつ聞いても協議します、協議しますみたいな話

になりますので、その辺明確に言える範囲で最後

お答えいただきたいと、それだけお願いいたしま

す。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 確かに厳しい経済環境の中

で単に土地を安くしたからすぐ来るかという時代

ではないということは、認識をいたしております。

ただ、それがネックになってるのも１つの事実で

ございますので、先ほどもお答えをいたしました

けれども、私どものできるということとすれば、

企業局のそういう主体的な取り組みに対して、私

どもも地元として、先ほど市長からも指示をする

というふうなお話がありましたけれども、実際に

調査や何とかじゃなくて、実際に企業と会ってそ

ういう交渉をやると、そういうぐらいの気持ちで

何とかこのゾーンについては成功さしていきたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いをいたします。

〔北出寧啓君「最後に一言だけ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） だから、今遠藤助役がお

っしゃられたように限界があると。１００分の１

以下のことだと思いますけれども、具体的に企業

と直接交渉すると、そういうことを具体的に一歩

一歩やっていただきたい。それで終わりにさして

いただきます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 今出された条例なんです

が、実は市税の収支が厳しいということは、私た

ちはもう周知のことでありますけども、この条例

の最たる目的がいわゆるりんくうタウンに進出を

促すということは、これはもう言わずもがなの話

だと思いますが、これと同時に、１０条において

３８年になされた泉南市の工場設置奨励条例とい

うのがあります。

この文を読みますと、市長が議会の議決を経て

必要と認めた者は奨励金を交付するという、いわ

ゆる内容的には同じような形で現在までこれが執

行の基本的なものとしてなされてるんですね。こ



の点について、これが廃止されることによって、

市内業者である業界といいますか、工場とかが増

築及び新増築をされる場合は、今後は廃止されま

すからもう一切適用されないということになるの

かということと、それに対して何らかの方策は考

えておられるのかということなんですね。

この中の１０条の３で、第１条の目的に寄与す

ると認められるものについては、第１項の規定に

かかわらず当該企業を対象企業とみなしてこの条

例の規定を適用するというのは、ちょっと僕は全

部読み切ってないんかなと思うんで、そこのとこ

ろはちょっと理解、どうなのかなということなん

ですね。

その点、大きくは２点と 実は申し上げます

と、あるかなりの大きい企業の方、繊維企業なん

ですが、この方から３週間 １カ月たってない

ですかね、ぐらい前に相談を受けて、もう市外へ

移転をしたいと、何とかどうですかということで、

実はあるところの方を紹介いたしました。かなり

寄与しているんだけれども、公害の問題とか、後

から出てきた問題で 後から出てきたというと

悪いですね。後ほど住宅が建設されてやかましい

とか、そういう騒音でかなり規制をかけられてき

たんで、実はいろいろ金かかると。それなら今優

遇のあるところに行ったらどうかという相談があ

って、実はいろいろと相談を今している最中なん

です。そう言わんとというのが私の基本的な考え

なんですが、そういう問題が片一方にあるという

ことも含めて、そういう意味での泉南市としての

対応策は、これ以外に持ち得る考えがあるのかど

うかということをお答え願えればと思います。

○議長（薮野 勤君） 中村空港対策室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） お

答えいたします。

まず、現行の条例はまだ存在しているわけです。

泉南市工場設置奨励条例について申しますと、こ

れは昭和３８年の４月に制定されました。内容は、

一番最初、昭和３２年、泉南町が誕生した翌年で

す。そのときに制定された条例を全文改正された

のがこの昭和３８年で、それから数えましても既

に３６年経過いたしておりまして、包含する問題

点も少なくございません。例えば、対象は物品の

－３０１－

製造加工の工場に限られること、それらについて

新設または既設工場の増築、拡張の場合に適用と

いうことで、その規模が全く明らかにされていな

いという問題点もございます。さらに、奨励金に

ついては、市長が議会の議決を得て定めるという

ことで、その額算定の根拠が全くこれも不明でご

ざいます。

このようにいろいろ問題点がございます。それ

に加えまして、先ほどからも御答弁申し上げてお

りますように、本市は都市計画区域上、準工業地

域が多く、工場、住宅が混在しております。それ

で、その環境を改善するためにりんくうタウンが

つくられたと。りんくうタウンは、空港の支援、

補完と内陸部の住工混在の環境の改善という大き

な目的がございますので、今回はそういう趣旨に

ものっとった形でりんくうタウンでのみ適用する

という企業誘致促進条例とさしていただいたわけ

でございます。

そういうことで、内陸部の工場等が廃業した場

合のそういう救済はないのかということでござい

ますが、今回はその点御理解いただきたいと存じ

ます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 御理解というよりも、今

まで増設して頑張ろうかなという かなり大き

くなったんですね、その工場が。それで、それな

りのきちっとしたこういう施策が行われてきたと

私は思います。そういう意味では、工場を拡大し

ていこうかという意欲をそぐ可能性はあるんじゃ

ないかなというふうに感じるんですね。

それで、りんくうタウンと今中村さんはおっし

ゃいましたが、そこへ行くには、先ほどから論議

ありましたけども、いわゆる坪単価が非常に高い。

幾ら下げても平米単価が１５万以下にならないと

思いますね。そうすると、工場１つ移動すれば最

低１，５００平米以上が大体かかるみたいです。そ

の移転費から何からかけて、なかなかりんくうタ

ウンへということにはなりにくいという厳しい条

件があるということで、そういう先ほど申し上げ

た問題が出てきて、実は御承知かどうかわかりま

せんが、市長ですからもう御承知だと思いますけ

どね、実は沖縄県の振興策の中で、石川市に優遇



税制でかなりの形で政府資金が投入されて振興し

ていくということになってますし、そこにも非常

に興味を示されてるという面もあります。あるい

は、隣の和歌山県の方にもという考え方もありま

して、そういう意味では工場の増設どころじゃな

しに、むしろ工場を移転さすんだったら、単価の

低い、何といいますか、製品とのいわゆる単価比

較ですね、製造単価、それを経費から比べて、果

たしてそこへ出ていくような企業があるのかなと

思ったら、なかなかしんどいかなというふうにな

ると思うんですね。

その点、この緩和措置としての方向を何らかの

形で一定の期間として考えられないものかなとい

うふうに思って質問をいたしておるわけで、決し

てこれをそのまま残せとか、残すなとか、３８年

のものがそぐわないんだったら、今おっしゃって

ることと中身は大きく変わらない。そぐわないと

言うんだったら、この条例のどこかにそのことを

挿入すればいいんであってね、中村さん。そぐわ

ない、合わないというなら、現在に合わして挿入

すればいいんであって、しかし、その方向として

は、緩和措置か何かの形が１つは考えられないか

なというふうに思ってるわけで、その点はもう考

えられないということなのかどうかなというふう

にお答えいただければ。考えられるか、考えられ

ないかということなんですが、結論は。

○議長（薮野 勤君） 中村空港対策室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） 泉

南市工場設置奨励条例が昭和３８年に制定されま

して、その後現在までの間適用は１件だけでござ

います。それが条例を制定されてすぐ直近に阪東

調帯ゴム株式会社、現在のバンドー化学でござい

ますが、そこが合成樹脂工場を建設するというこ

とで、その当時議会にお諮りさせていただいてお

ります。ただ、当時議事録は要点だけのものでご

ざいますので、私どもいろいろ探しましたけども、

金額もちょっとわからないということで、今まで

１社だけが適用になっております。

そういうことで、今回いろいろプロジェクトチ

ームをつくりまして昨年１０月から議論した中で、

当然内陸部の工業振興ということも議論してまい

りましたが、長期的にはやはり市内内陸部の工業

－３０２－

については、りんくうタウンへぜひ移っていただ

きたいということで、結果として今回はりんくう

タウンだけの適用ということでやらしていただき

ました。そういう中で、現行の工場設置奨励条例

を廃止という結論を出しましたので、その点御理

解をお願いいたしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 巴里議員の内陸部

の産業のことでございますが、我々もこのりんく

うタウンの条例を施行するに当たりまして、内陸

部のことについても念頭に置いたわけです。先般、

行政改革の大綱、１１年度実施するものの中で中

小企業産業振興ビジョンと、こういうものを策定

するということもございまして、それらもあわせ

まして内陸部の企業に対する新たなビジョンづく

り、そういうものと今回の条例、そのようなもの

を総合しまして産業の振興を図っていきたいと、

このように思っております。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 私は何もりんくうタウン

のこの奨励金制度をどうの、悪いということを言

うてるんじゃないんですよ。３８年に制定された

と何回も中村さんが答えられてますが、これは読

めばわかることであって、施行規則の中にも、そ

の１の中にずっと工場、土地、建物、機械工具等

を設備しというふうにいろいろ書かれてます。

１件だけだったと。１件だけだったからやめる

んだとか、やめないんだとかいうふうにちょっと

表現としては聞こえてるんで、そうじゃなしに、

このことが本来的な役割を果たさなかったからや

めるんだということなのかどうか、ちょっと僕は

理解できにくいんですよ、この廃止という意味に

ついては。

ならば、このことが工場を設営あるいは設置す

る、建築するときに、その工場主といいますか、

この方々が知らなかったということにもなり得る

んですかね。これは建築基準法で実は届け出たら、

当然それは工場だからこういう制度がありますと

いうことで、いわゆる関係課がきちんと説明しな

かったということにも聞こえるんですけども、そ

うではないんですか。どんどん工場が建ってます

からね、法的に基づいた工場はあると思うんです



よ。阪東調帯がそうだったとかいうことではなし

に、他の地場産業であるところが、私知ってる限

りここ１０年、１５年の間にかなり建ってるとこ

ろもあります。増築もされてます。そういう意味

では、今おっしゃってることが、いわゆる市民の

中にというか、工場主、企業を起こす人の中には

認知されていないというか、知らなかったという

結果、申請しなかったということにもなるんです

よね。そういうふうに私は感じるんですけど、そ

の点はそうではないということで理解してよろし

いですかね。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 巴里議員の質問の

うち、従来ありました振興条例につきまして、先

ほど来施行後１件だけの申請があったという答弁

を申し上げておりますが、それからなかった理由

はいかがなものかという質問でございます。現実

の話としまして、市のＰＲ不足も若干あったのか

もわかりませんが、結果的には今までその阪東調

帯１社だけで、実際この条例を生かし切れなかっ

たというのも現実の問題ではなかろうかと考えて

おるところでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

〔「１社だけやない」の声あり〕

○２５番（巴里英一君） １社だけやないという声

も聞こえてますけども（発言する者あり）。

○議長（薮野 勤君） お静かに願います。余分な

発言をしないように。

○２５番（巴里英一君） そういう意味で、逆にこ

の条例がもう通れば、もうこのあと残された期間

というのはわずか２週間ぐらいですか。約２週間

ぐらいですね。これは期間が決められてないんか

な。期間が直ちにということで、これはいつ幾日

までということではないみたいな感じなんで、そ

れは遡及、いわゆるさかのぼって、例えば１年前

に増改築されてるところについてはこうですよと

いうことが 建築基準に合致している分ね

ですよということの一定の配慮というものはでき

ないものですかね、この条例に基づく問題につい

ては。そういうことはできないんですかね。それ

ができれば、なおかつ周知徹底されて、新しい条

－３０３－

例についてはこういうことですよということで、

きちんとそういう工場主といいますか、事業主に

対してできるとは思うんですけどね。

もしできるならそういう形をしていただければ、

私はありがたいかなと。それなりにその方にも僕

は説得 ２件ほどあるんですが、説得をしよう

かなというふうに私も思ってるんですが。余り質

疑が長くなりますと、議長の目を見とったら眠た

そうですから。

○議長（薮野 勤君） 中村空港対策室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） ち

ょっと御質問に正しくお答えできるかどうか、実

はこの企業誘致促進条例の附則の中で、この条例

は平成１１年４月１日から施行すると、同時に工

場設置奨励条例は廃止するということをここでう

たっておりますので、４月１日になれば、当然工

場設置奨励条例は旧条例になるわけですけども、

その条例の暫定的な経過措置として施行できない

のかということは、これはちょっと全くできない

と、難しいと考えざるを得ません。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） １０条の３ 僕はちょ

っと聞いてなかったんで答えていただいたかなと

思うんですが、第１条の目的に寄与する云々で、

当該対象企業と見なすというここのところを答え

ていただいたんか、ちょっと私が失念してるかも

わかりませんので、失念やったら悪いと思います

ので。

事実上、これももうこういう解釈でいいですか。

もう簡単でいいですけども、この条例は３８年４

月１日に施行されたけども、１件だと。泉南市の

この条例については、そう大きく皆さん方に寄与

していないと。だからもうこれをつくったんだか

ら、この条例は別にりんくうタウンへ出てくれた

らいいですやないかと。これについては余り効果

がないというか、先ほどの話を聞いたら効果がな

いように聞こえるんで、そういう理解でもいいで

すか。効果ないから、同時にイコールもうこれは

廃止するという理解でいいですか。

○議長（薮野 勤君） 中村空港対策室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） お

答えいたします。



旧という表現は悪いんですけども、泉南市工場

設置奨励条例については一定の役割は終わったと、

そう結論づけて、今回新たにりんくうタウンへの

企業立地を促進するという考えで御提案申し上げ

てるところでございます。

それと、附則の第３項のところを御質問された

と思うんですけども、これは経過措置ということ

でございまして、今回の条例はあくまで４月１日

から施行するものでございますから、既設立地す

るところはこの経過措置を入れないと全く適用に

ならない、したがって先に出たところは損だとい

うようなことになってもだめだと。基本的にはあ

くまで今後立地する企業について、奨励金あるい

は府であれば分譲価格を下げるとかいろいろ優遇

策があるにもかかわらず、既に今まで先進的な企

業が立地されて、高い分譲価格、あるいはいろん

な融資制度もないという中で、市にとって税収と

か雇用で貢献されているところを何もないという

のは、これは忍びないというような、ちょっと表

現は悪いんですけども、そういうことがございま

して、議論の中で、一応経過措置として既設立地

についても奨励金を出しましょうということで、

附則の第３項、第４項にその中身をあらわしてる

ものでございます。ただし、既に過ぎ去った年度

については、それは本来の奨励金を交付する期間

から差し引きますので、その点は新規企業と比べ

まして若干の差を設けたということでございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 大体わかりました。これ

は先ほど言うたように、簡単に言えば、古くなっ

てもう大して役に立たないから、もうこの際のこ

とや、廃止しましょうという論旨だと思うんです。

この附則その３については、先に進出している

企業に後からの企業と余り差があってはならない

から、それについては対応しましょうという理解

でいいんだと。それも年限が５年さかのぼってと

か、２年さかのぼってじゃなしに、当年度ですか

な、基本的には。当該年度、１０年度ですか。当

該年度から入るのか、１１年度から入るのか、ち

ょっと理解は余りわかりませんが、１１年度から

対応しましょうという理解でいいんですね。そう

いう理解でよければ、もううなづいてくれて結構

－３０４－

です。以上で終わりますので。

○議長（薮野 勤君） 中村空港対策室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） で

きるだけ簡単に御答弁申し上げます。

確かに既設立地の企業には、平成１１年度から

奨励金を交付します、各年度ごとに。ただし、そ

の年度は丸々新規企業と同じように、例えば４年

出します、あるいは５年間出しますじゃなくて、

既に何年か経過しておりますので、本年の４月１

日までの年度は引いた残りの年度だけ新年度から

出しますと、そういう解釈でございます。

〔巴里英一君「議長、了解しました」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 大変熱心な質疑の後で討論

をさしていただきたいと思いますが、この１７号

議案には反対の立場で討論をさしていただきたい

と思います。

本来的にこのりんくうタウンの埋め立ては、埋

め立ててはならない海域を埋めたわけでありまし

て、それはどうしても空港をつくりますと空港の

支援基地として必要だと。それだけでは大変環境

問題から説得力がないということで、この内陸部

の住宅と工場が混在していることの環境問題を解

消するということで埋められたわけであります。

それでも環境庁からいろんな意見があって、当初

の計画からはかなり縮小された計画になったわけ

であります。

この内陸部の住宅と工場を混在したものを１カ

所に集めてやるということで、トータル的には泉

南市の環境問題はそのことで大きな変化がないと

いうことが大きな説得力であったわけであります

が、御存じのように全くそのような企業はほとん

ど行っておらないというのが現状であります。

市民の土地とも言うべきこの海岸線を埋め立て

たわけでありますけれども、坪当たり７０万とい

うようなことが言われたりして、私もちょっと計

算したわけでありますけれども、空港島を例えば

５００ヘクタールで５，０００億円としても、平米

当たり１０万円という計算になるわけであります。



そういうことからいっても、このりんくうタウン

の坪単価というのは大変高いということで、この

計算根拠が明らかにされておらないわけでありま

すけれども、そういうところにも不明な点があり

ます。

こういう埋めてはならない海を埋めたわけであ

りますから、このことを反省とするならば、この

土地はやはり公共的な用地として将来の人々にも

供用していただく、工場は建てないというような

ことが私は大事なのではないかと思います。幸い

今ほとんどの工場が埋められておらないわけであ

りますから、環境問題はこれから２１世紀の大変

重要な課題であります。そういう点でこの地域を

環境問題を本当に地球レベルで解決していくため

の研究機関、そういうエリアにして、泉南市全体

が環境問題についてきちっと研究をし、実践をし

ていく、そういうまちづくりのためにこのりんく

うタウンを使うという、こういう発想で私は考え

るべきだろうと思います。

今回の固定資産税や都市計画税の半分を奨励金

という形で出して企業を誘致しようとする姿勢は、

全く私は理解できませんし、このことで最も条件

の悪い、行くところのない企業がどんどん入って

きて、泉南市ののど口といいますか、目の先に工

場が建つ。また、最近いろんな問題になっており

ます産業廃棄物なんかが来る可能性も十分ありま

す。この条例では、企業の性質については全くう

たっておらない。来る企業に対してはそういう奨

励をするということでは、当初の海を埋め立てた

ことからいえば全く変わった形になっておるわけ

でありますから、もう一度原点に立って、埋めて

はならない土地を埋めたんだと、そういうことに

立つならば、この土地の使い道はおのずからはっ

きりしてくると思うわけであります。先ほど言っ

たような環境問題を解決するそういうエリアとし

てこの場所を位置づける、そのように進めるべき

だと私は思います。

そういう意味でこのような工場を誘致するとい

う、こういう発想につながるこの条例の提案には

反対をしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

林君。

－３０５－

○２２番（林 治君） 議案１７号、泉南市企業

誘致促進条例の制定について、反対の立場から討

論をいたします。

今日、深刻な不況のもと、りんくうタウンへの

進出企業への実質上の固定資産税の減免を行うこ

とは、市内で不況にあえぐ繊維産業を初め、中小

商工業者、商店等との関係でも全く不平等な税制

を市民に押しつけるものとなります。

既に質疑の中でも明らかなように、奨励金とい

う税の減免制度をもって、りんくうタウンへの企

業進出が進むのでないことは明らかであります。

その企業立地の責任は、あくまでも大阪府にあり

ます。本市の産業振興や市の経済の活性化は、政

府に消費税の引き下げを図ることを要求するとと

もに、今日の逆立ちした国の政治を改めさせて、

まず景気を図ることであります。

また、本市の繊維産業等の振興策や市発注工事

の市内業者への受注率、また受注額の向上を図り、

さらに市独自の融資制度の改善、利子補給などを

進めるためにも、市商工行政の抜本的強化を図る

ことが今緊急に必要であります。

今日、市財政が厳しい状況下にあり、しかも市

税の徴収率が歴年にわたり異常な事態とも言うべ

きとき、このような制度の実施は市民の大きな不

振を新たに招くことになることを指摘して、反対

の討論といたします。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する討論を

終結いたします。

これより議案第１７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第１７号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

８時まで休憩いたします。

午後７時６分 休憩

午後８時７分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第９、議案第１８号 泉南市火災予

防条例の一部を改正する条例の制定についてを議



題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１８号、泉南市火災予防条例の一部を改正す

る条例について御説明を申し上げます。

提案理由でございますが、学校教育法等の一部

を改正する法律が平成１１年４月１日から施行さ

れ、この改正により、中高一貫教育を行う中等教

育学校が新たな学校種として位置づけられること

に伴い、泉南市火災予防条例の一部改正について、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議

決を求めるものでございます。

議案書の８３ページをお開き願います。改正の

内容といたしましては、別表第１（７）の項中「高

等学校」の次に「中等教育学校」が追加規定され

るため、改正するものでございます。

なお、施行期日につきましては、平成１１年４

月１日から施行するものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１８号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１０、議案第１９号 市営住宅家

賃支払請求に関する調停の申立てについてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

－３０６－

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第１９号、市営住宅家賃支払請求に関する調停

の申立てにつきまして、その概要を御説明申し上

げます。

提案理由についてでございますが、泉南市営氏

の松、砂原、高岸住宅３団地計６５戸のうち６２

戸の住居者が平成９年９月分以降の家賃を供託し、

現在も未収納になっていることから、その当該家

賃の支払いを請求するために調停を申し入れるも

のであり、地方自治法第９６条第１項第１２号の

規定により議決を求めるものでありまして、御提

案を申し上げるものでございます。

市営住宅家賃の変更の経緯及び供託についての

概要につきましては、議案第１９号参考として議

案書８７ページにお示しをさせていただいている

とおりでございます。

甚だ簡単でございますが、どうか御承認賜りま

すようよろしくお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） この議案は１２月議会に議

会で１つの意思表示がされたわけですが、その後

この家賃を納入いただくための努力を具体的にど

のようにされてきたのかということと、この問題

はさきの１２月議会でも十分議論いたしましたけ

れども、いわゆる上林町長から続く稲留市政まで

は、払い下げをするということを明確に行政の意

思として進めてきた業務であります。

その後、平島市政になりまして建てかえという

ことが出された中で、払い下げを決定しておりま

す、その意思を示しておる行政としては、当然払

い下げをすることが最重要課題であり、任務であ

りますから、家賃は当然値上げしませんと、その

かわりあなた方の家になるんだから維持管理はち

ゃんとやってくださいと、こういうように言って

きたということは全く自然な流れでありますから、

今日まで払い下げができずに来た責任は、住民の

側には全くないと思うんですね。

それに関して、新公営住宅法も変わって、一応



家賃を上げざるを得ないようになってきたと。行

政だけの都合では上げないというわけにはいかな

いということから、一定の家賃の値上げがなされ

ました。住民も長い期間を、自分らの責任でない

けども、一定理解をして、そういう払い下げはし

ます、その間は家賃を上げませんということがセ

ットでありますから、当然値上げされた家賃を払

うにおいては、そこにやっぱりリンクしないとい

うことを当然の関心として要求することは当たり

前だと思うんですね。泉南市も基本的にはそれは

変わっておらなかったと思うんですが、その辺の

意思が十分に入居者に伝わらずに、入居者は払わ

ないということはできないわけですから、法的な

措置として法務局に供託をしておると、そういう

流れだと思うんですね。

そうすると、やはり十分行政が理解を得る努力

をして、その間の経過もよく踏まえるならば、少

々行政の方にはちょっとそこまでは書けないとい

うことがあったにしても、やっぱり入居者の気持

ちに配慮して入れてもらうということで処置をす

べるべきだったと、僕はそう考えてるんです。

また、この間の委員会でも、どんな努力をして

きたのかという問いに対しては、通知を送ったと

いうだけで、直接このことで面と向かっていろい

ろ交渉した経緯はないということを言われており

ますから、それでは余りにも議会の決定を軽んじ

ておるんじゃないかと、そういうように私は思う

のですが、そういう点にちょっとお答えをいただ

きたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、昨年の第４回の

定例会以来どういうふうな家賃の納入の努力をし

たのかということでございますが、我々は公務と

して公営住宅の管理、運営を行っているわけでご

ざいますので、市営住宅の管理条例に基づきまし

て家賃の請求はいたしております。また、今まで

の滞納の部分に対しましても、既に催告、勧告、

また法的な手続をとるということで文書で送致を

いたしておるところでございますので、今後とも

いわゆる公務としての住宅家賃の納入の徴収、こ

れは行っていくということでございます。

それから、２点目の払い下げのことについてで

－３０７－

ございますが、これについてはなるほど前市長で

すか、払い下げをするというふうに口頭でおっし

ゃったということは聞いてはおりますが、これに

つきましては、私どもは公務を行っているわけで

ございますから、現在の市長が建てかえを行うと

いうような政治決定をしたということでございま

すので、これは行政決定であるというふうに考え

ておりますので、それに従った事務を行っておる

ということでございます。

失礼いたしました。元市長でございました。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 詳しく質問したんですが、

そういう答弁で大変残念でありますね。やはり十

分に市民と単に通知書を送るだけじゃなしに、長

い間明らかに行政の方に１つの問題があったわけ

ですから、そのことを十分に踏まえて入居者の皆

さんに理解を得て、そして家賃を納入してもらう

というのが基本的な行政の姿勢だろうと私は思い

ます。特に議会の方で合意できなかったわけです

から、その辺は議会の審議のこともやっぱり十分

酌んでいただいて、やはり入れてもらうという、

そういう努力を本当に納得するようにやってもら

いたい。単に通知書を送って、行政のとしてのア

リバイだけをやりましたよと、それで入れないの

は住民が悪いんだというだけの対応では、これだ

けの業務じゃなしに、いろんなところで市民の不

満なり、市民の思いにもう少し寄り添った行政を

してもらいたい。

この問題は本当にいろんな議論をしてきました

から余り詳しくはしませんけども、やっぱり議事

録の中にも、これは１９７４年１２月の議事録で

ございますが、これは稲留氏が市長になってすぐ

の議会の議事録ですけども、必ず払い下げいたし

ますと、こういうことを言って、これは無理のな

い答弁ですね、その前市長からの引き継ぎですか

らね。それがあるとき、市長がかわれば全く違う

ような決定がなされるということでは、市民は安

心して市長という人に約束を受けられないわけで

す。それはやっぱり間違いはだれでもありますけ

ども、間違いがわかったときにはやはり直してい

くと。市民はずっと市民ですけども、市長はどん

どんかわっていきますよ。しかし、やっぱり公務



についている市長であるということには変わりな

いわけですから、市長としての人格として、やは

り市民に約束したことは守っていかないと、解決

はつかないだろうと思います。

今ある意味で裁判の問題もありますけども、そ

れはそういう場ではっきりすればいいということ

ですけども、それでは余りにも今の市長が権限を

持ち、解決能力も持っておりながら、第三者にゆ

だねないとこの問題が解決できないとするならば

何のための市長かと、私はそう思います。意見を

付して、採決の中では表明していきたいと思いま

す。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 私は、この問題について

は議会でかなり論議され、もう争点も明確になっ

たと思うんです。だから、元市長の時代に払い下

げが明確になっとって、それが前、現市長になっ

て、それはもうマスタープランということで払い

下げしないと、こういう経過なんですけど、私は

現在、地方自治というのは住民の福祉という立場

でありますので、ここの住んでる住宅の皆さんが

どういう気持ちで払い下げを期待して生活の設計

まで立てて、一生そのところに住むという立場で、

どっちかというと生活すべてをかけて、この問題

に取り組んでおると思います。

まず、地方自治体の長として、住民福祉の長と

して、こういう切実な要求を背景にして払い下げ

の約束を守ってほしいと、これが私は正当な理由

だと思います。しかし、市長、あなたはこの間１

２月議会で否決されて、今議会、これは否決され

るかどうかわかりませんわな。今度仮に否決され

たら、今後この住宅の家賃問題については、多分

市としては打つ手がないと思いますわ、法的にも。

そうなると、これは実質２回も議会で否決される

ということは、あなた自身の政治姿勢に対する議

会としての重大な意味を持った否決だと思います

よ、２回もそういう事態になるということは。

あなたは今後和解するのか、もっとこれを突っ

張ってどういう状態に最後はなるか、これはもう

明らかになると思うんですけど、その点あなたは

これは何回も否決されても、なおかつ自分の姿勢

を貫くと、こういうことですか。自分の正当な理

－３０８－

由であると。ちょっとそれを答えてほしいんです

わ。もう今度打つ手ないでしょう、あなた。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今御提案申し上げておりま

すのは、家賃問題でございます。現に家賃の収入

をしていただいていないわけでございますから、

これはやはり入居者の当然の義務として、その義

務を果たしていただかなければいけないというこ

とでございます。

１２月では残念ながら否決されましたけれども、

今回一部修正をいたしまして、まず調停という形

で御提案をさしていただいております。

そのほかに打つ手はないのかどうかということ

でございますが、公営住宅法等の手続がございま

す。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） これは住宅の人が言われ

ておるように、この家賃問題はまさに払い下げ問

題とリンクしておると、これは正当やと思います

わ。これはもう真っ向から市長と住宅の皆さんの

意見は、これは払い下げてほしいという要求が正

しい限り、これはもうあなたがいつまでもこうい

う主張をしておったら、これは解決しませんよ。

解決しませんよ、あんたがいくら突っ張ったって、

どんなに巨大な権力を持っておっても。だから、

真剣に住民の皆さんの声に傾けて いや、和解

するとかそういうことをやっぱり考えるべきです

よ。違いますか。解決するというて、どうやって

解決するんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私どもは、この家賃問題と

例の払い下げ問題というのは一緒にしませんよと

いうことを明確に過去から何回も言っているわけ

でございます。ですから、今もそういう姿勢でご

ざいます。

ただ、家賃はいつの時点でどなたがそういうこ

とをおっしゃったかは知りませんが、やっぱり家

賃は家賃として払っていただかないといけない。

当然改定をやってるわけでありますから、その額

でお支払いをしていただかなければいけないとい

うことでございます。

それから、払い下げ問題は、我々話し合った中



では、お互いに壁から離れて円満な解決に向かい

ましょうということを申し上げて、我々の方は幾

つかの提案もいたしております。私どもはひとつ

も 少なくとも私になってからは、入居者の皆

さんと約束したことについては違反をしておりま

せん。残念ながら、入居者の皆さんはどうしても

もとへ返った形の払い下げということで今回提訴

されましたから、それはまたそれで裁判所の方で

議論があってしかるべき措置がなされるというふ

うに考えております。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） あなたの話を聞いとった

ら、それはもう全く不毛の論理ですわ、そうなっ

たら。そうでしょう。解決しないですわ、これ。

違いますか。

だから、政治論といいますけど、そもそも、こ

れはちょっと聞きたいんですけど、昭和６１年の

測量の中で上林助役は、いわゆる境界明示につい

ては、１戸１戸のそういう区画のことはしなかっ

たと、全体の測量だけしたというふうになっとる

んですけど、この測量委託要項書を見ますと、こ

れは区画求積確定図、こういうことも委託業務に

入ってるということだから、これは区画というこ

とは、各個人の土地面積をきちっとはからなけれ

ば そういうことを意味しとるんと違いますか。

上林助役はこう言いましたわ。全体しかはからな

かったと、この区画はやらなかったということを

明確に言いましたからね。これはどういうふうに

説明、上林さん 当時払い下げをするというこ

とで、１戸１戸区画を限定してやったんと違いま

すか。あなたはそういうことを言いませんでした

か、あのとき。全体の面積しかはからなかったと

いう答弁を明確にしてますから、その点どうか、

ちょっと説明してよ。政治的というなら 政治

的というならでっせ。これこそ政治的でしょう。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） ６１年の当時、私、総務課

長をしておりましたので、その答弁は当然全体の

測量もしておりますと。そして、今要するに各区

画の測量も、確定のなにも作業を進めておるとい

う答弁をしております。全体の測量じゃなしに、

それも含めて一応確定の作業を今現在進めておる

－３０９－

という答弁をしてあるはずでございます。よろし

くお願いをいたしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） だから、あなたの前の答

弁は、区画をしないと、個別はやらなかったと、

全体だけやったという、答弁をそこではっきり

起こしましょうか。

だから、その時代の市長が払い下げのために１

つ１つ区画をしたのは、これははっきりしてます

わ。だったら、これはこの前市長も政治的判断を

したと。これは政治的判断をしたんや、払い下げ

を住民のためにせなあかんと。だから、今の市長

も政治的判断をしとるんですわ。そうでしょう。

元市長がそういう判断をしたけど、今の市長はそ

う違いますと、これはマスタープランでいきます

と、住民の長年の要望は考えませんと、こういう

ことでしょう。政治的な判断をしとるんでしょう、

これ。違いますか。そう思いませんか。今までそ

ういう流れで来とったやつが、払い下げで来とっ

たやつがとまったんでしょう、ここで。ちょっと

説明しなさいよ。

○議長（薮野 勤君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 当然、元市長が払い下げを

前提に考えておりました。これは小山議員の先ほ

どの質問にもおっしゃったとおりでございます。

そして、前市長は、これは一定払い下げをやらな

いという、これも政治的な判断で意志決定をして

おるところでございます。当然現市長、向井市長

につきましても、前市長のなにを継承していると

いうことで、向井市長も払い下げはしないという

意志決定をしているところでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） だから、払い下げという

ことで区画もちゃんとするということを、あなた

はそれをしなかったということで、あなたはうそ

を言ったんでしょう、二重地番の解消についても。

本来やったら、これは流れに沿って払い下げしな

けりゃならないですわ。しかし、前市長時代に払

い下げがマスタープランになっていくということ

は、住民の願いである払い下げてほしいという、

これが踏みにじられたことは確かですわ。これに



対して百歩譲って、前市長が払い下げがマスター

プランになったとしても、住民のそのときの払い

下げしてほしいという要望に対して、やっぱり何

らかきちっと答える必要があったんですわ。それ

を何ら答えず、今のまま強引に払い下げしない、

マスタープラン、それで裁判、否決された、また

出してくる。

これは、住民は不毛のことをやってませんよ。

住民は自分の生活設計をかけて、生活をかけて、

払い下げをしてほしいという、これはもう住民の

願いや。私はマスタープラン、これは市の計画、

当然市営住宅を建てて、これはこれで市の政策と

して、公の政策、これは私は理解できる面があり

ます。しかし、現実に住んでる人たちの問題を解

決しないまま、これをすることはもう間違いです

わ。まず、これを片づけなさいよ。

だから、住民がリンクするのは当然ですわ。払

い下げと家賃の問題はリンクして当たり前のこと

や、こんなん。リンクしないことはない。家賃を

認めるということは、自分らの払い下げを否定す

ることになりますからね。

これは当然、市長としてこの問題をどうするの

か。もう和解するのか、このまま否決されてもい

くのか。これは不毛ではないですよ。あなたがや

ることは不毛ですよ、これから。もうそういう話

し合いをして和解をするのか。そういうことをし

ないと、これは市長自身の立場から見て、住民の

福祉の向上はますます解決しない、遠いかなたに

送っていくでしょう、この問題を。あなたいつま

でも市長してるわけじゃないですけど、その点は

どうですか。もう和解しないでそのままいくんや

と、住民の願いはこれは関係ないと、そういうこ

とですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いや、何を和解 要す

るに今上程しておりますのは家賃ですね。だか

ら、家賃は払ってもらわないかんでしょう。あ

なたはどう思います。払わなあかんでしょう。

（成田政彦君「いやいや、どう思いますて、あ

なたまず答えてよ」と呼ぶ）いや、私は払って

くださいと、いかなる手段をとっても払ってい

ただきますよと、前々から申し上げております、

－３１０－

家賃についてはですね。

それから、もう１つの払い下げの問題は、相

手方から今訴訟の提起を受けてるわけですね。

ですから、それは当然市の立場として対抗して

いくということでございます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 私は、家賃は正当な理由

があったら払うべきものだと思いますよ。当然で

すわ。しかし、払い下げの問題の元市長の時代か

らの基本的な住民の要求、そして市の区画のうそ

問題、誠意をもってこたえてますか。あなたは払

えと言うけど、これは滞納ではないんですわ、性

格は。あなたの政策的なこういうゆがみがこうい

う問題を起こしとるんですわ。これ以外に何もな

いでしょう、結局。どうですか。これはもうはっ

きり言いますけど、こんなんもう１回否決された

ら、あなた自身に対するあれですよ。あなた自身

に対する政治的な問題ですよ、もう今度は。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回も家賃については払っ

てくださいと、それからその払い下げの問題とは、

我々は家賃を払ったからといって、それが住民側

は払い下げという要求を放棄したものではないと

いうふうにおっしゃってるわけですから、それは

我々も切り離しましょうということですから、何

も家賃を払ったから皆さんは払い下げを放棄した

んでしょうなんてことは言ってないわけですよ。

だから、きちっとそれは我々も線を引いて考えま

すよということを申し上げてるわけです。

しかし、住宅を使われている以上は当然払って

いただかなければいけない家賃でありますから、

それは払ってくださいということを申し上げてい

るんです。ただ、長年にわたって現実に払ってい

ただいてないわけですから、じゃ、このまま放置

しておっていいのかという問題になってくるわけ

ですね。ですから、それは我々としては当然家賃

の部分はきちっと支払っていただくと。任意に払

っていただかなければ、ある一定やはり法的措置

も含めて払っていただくということにしないと、

やはり市営住宅はたくさんあるわけですから、き

ちっとお支払いを大部分の方はいただいているわ

けですから、それはやはりぐあいが悪いんじゃな



いでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 成田君。まとめてください。

○１４番（成田政彦君） あんた、リンクしてるの

がわからないのか。どれだけ住民の気持ちがわか

っとるの、あんた。わかっとんのか、ほんとにあ

んた住民の声、ほんまに何回も出して。これ以上

言うと、市長に対して失礼であるからやめときま

すわ。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

松原君。

○８番（松原義樹君） 立場が立場ということもあ

りますし、余りきついことはよう言わないんです

が、今回の市営住宅の家賃支払いについては、入

居者各人がとりあえず各人の義務であると、家賃

を払うということについては義務であるいうこと

は、私もよくわかっております。いわゆる支払い

請求に対して、このことについては柔軟に対処し

てほしいというふうに思っております。

しかし、過日といおうか、昭和４８年の他団地

といおうか、１２５戸も払い下げられた。そのと

きの１９５戸の中に入っていた７５戸が、二重地

番とか、先ほど言われた移転登記、こうこうの問

題で、その後２５年間という時間を行政のはざま

に身を置くといおうか、そういう状況になってお

るわけでございますね。それに対して、昭和５１

年には建設省から通達が出たと。いわゆる事実上

の払い下げの凍結宣言というような形になったと

思います。そういうことがあって、その後平成６

年のマスタープランといいますか、これの作成へ

と進んだという状態です。

その中には、４８年のその日をなぜ迎えたかと

いうことになるんですが、昭和４２年のそのとき

の泉南町では、８人で構成する町営住宅の運営委

員会というんですか、その目的としては住宅の払

い下げ、このものを目的にしてもうやってるよう

ですね。そして、４８年に財政が危機ということ

も含めて、そのものを助けるといおうか、市の財

政を助けるためにそういう状態になったと思いま

す。

最後になりますが、そのことに対していわゆる

マスタープランへ進んでいったんですが、これは

住民の意見を聞いてつくるべきやと思うんですが、

－３１１－

その当時は、きょうそこにおられる市長は事業部

長でしたか、それとも助役のときですか、そのこ

ろやと思うんですが、その時点での考え方ときょ

うとどう変わっているのか、１つ。

２つ目、現在のところ、住宅の皆様とのパイプ

はきょう現在通じておりますか。１２月から３月

の間でどれほどの会合なりそういうものをされた

か、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、調停については前回１２月

の議会、この時点での議案審議の中で、２回、３

回調停をしたらもう不調に終わるだろうというよ

うなことが言われたり、そういうふうに言われて

おりましたが、なぜこういう性急に再度というの

か、調停へと進まねばならないのか、これについ

てわかりませんが、お答えください。

とりあえずこの３つについてまずお答えいただ

いてから。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） マスタープランをつくった

ときは、私は理事兼市長公室長だったというふう

に思います。後半では助役ということだったとい

うふうに思います、何カ年でやってますので。

そのマスタープラン 建設省から出されまし

た公営住宅の建てかえ１０カ年戦略というのがご

ざいまして、その中で公営住宅、特に老朽した公

営住宅については早期に建てかえて戸数をふやし

て、そして住環境の改善と、そして入居を希望さ

れている多くの市民の皆さんに入っていただくと、

こういう趣旨でその１０カ年戦略というのが出さ

れたわけでございます。

泉南市も幾つかの木造住宅を抱えております関

係上、この施策の補助を受けてマスタープランを

つくりました。何回も言うようですが、普通マス

タープランというのは、全体計画というような位

置づけでございますから、１つのあるべき姿とい

うものをつくるわけなんですね。通常そのマスタ

ープランなりができた段階で、入居者の皆さんと

かあるいは市議会もそうでしょうが、こういう内

容で建てかえをしたいという説明に入ると。そし

て、いろいろ意見をいただいて、その意見も一部

取り入れたりしながら実施の計画をつくっていく

と、こういう性質のものでございます、マスター



プランは。

ですから、我々はその建てかえ１０カ年戦略と、

これはやはり泉南市の木造住宅あるいは簡易耐火

もありますけども、これの建てかえをできるだけ

早くやるという一環として行ったものでございま

して、いろんな学識あるいは府の皆さんも入って

いただいて委員会形式でやりましたので、精いっ

ぱい頑張ってつくった、計画そのものはいい計画

だというふうに思っております。

それから、昨年１２月以降どうだったかという

ことでございますけども、代表の方から裁判をす

るというお話をいただきました。これはちょっと

日にちは今はっきり覚えておりませんが、それは

入居者の皆さんが御判断されることだから、私が

してくださいとか、するなとか、そういう立場に

はないということを申し上げました。皆さんで御

判断をされたらいいでしょうと。

ただ、住民の皆さんが裁判を起こすということ

は大変なことですよと。私もささやかな経験で開

発も担当しておりましたので、そういういろんな

住民裁判があって、その行き着く先、あるいはそ

れまでの御苦労、いろいろ経験もいたしましたの

で、そういう一定のこういうことも考えられます

よと、あるいはああいうことも考えられますよと

いうことを申し上げたところでございます。

その判断の中で今回訴訟されたわけでございま

すので、それは皆さんが御判断をされたことであ

りますから、ここでコメントをする立場にはござ

いません。ただ、裁判をするということでお聞き

をしましたので、それ以降は特に話し合いは持っ

ておりません。

それから、調停でございますけども、先ほども

申し上げましたように、これはあくまでも家賃請

求に係るものでございますから、現実に長きにわ

たって納入されていないわけでございますから、

これはやはりそれを放置しておくということはで

きないということで、１２月残念ながら否決され

ましたけれども、今回は少し形を変えて、あと授

権事項を外さしていただいて、当面この調停でお

話し合いをして、それでだめならば改めて訴訟を

するならするで議決を求めたいと、こういうこと

にしたわけでございます。

－３１２－

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） 最後に一言言わなかった方

がいいと思うんですが、いわゆる調停だけで言う

といて、これができなかったら、またそのことを

言われるのは、今現在、私らの立場からしたら、

できるだけ中へ入ってでもいい形にならないかな

と、議員というのもただ議決だけやない、その中

で何かできることがあったらという気持ちで私も

動いておるつもりなんです。

でも、この調停がだめやったらもう後はそうい

う形しか仕方がないんじゃないかなとまで言われ

なくても、前回と今回とは違うということだけで

よかったと思うんですが、その点についてはやは

り、もう１回確認する必要もないんですが、本当

の気持ちなんですか。先ほどの方も和解といおう

か、仲よく市民とというのか、そういう立場に置

かないようにというんか、人間的なつき合いがで

きないかという気がするんですが。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 現実に訴訟の提起をされて

いるわけでございますから、その立場での発言と

いうことになろうかというふうに思います。

それから、今回あくまでも家賃ということです

から、これはやはり行政の長として、公営住宅を

使っていただいている対価として当然お支払いを

いただかなければいけないという立場であります

から、これはこれでやはりきちっと物を申してい

かなければいけないという考えでございます。

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） 私ももう最後にします。意

見になるかと思いますが、とりあえず今住民側よ

り所有権の移転登記手続、いわゆる訴訟事件とい

うことで、こういうものがもう提訴されてます。

このものについて、そういう形でとにかく訴状も

出ております。それへの対応は、ここではもちろ

んもう聞きませんけど、そのような対立構造の中

で払い下げ問題と家賃はリンクしないと何ぼ言う

ていただいても、その声自身も空虚といおうか、

聞こえます。

私も議員として、先ほども言いましたが、家賃

支払いの義務は、そこに入っていただいている市

民の方も義務を果たす、そしてその上で自分の権



利を主張するという立場で一緒に考えていきたい

と思います。そういう意味で、裁判の場へ市民を

引き出すということにはならないようにしてほし

いということを私の意思表示ということにしてお

きます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 規則をちゃんと守ります

ので、３回でやめさしてもらいます。

１つは、あれですか、家賃のこれは３団地だけ

に限ってこういう調停を行っているわけですが、

泉南市にはまだたくさんの市営住宅があると思う

んですが、そういう方々が例えば３年なら３年、

あるいは５年なら５年という期間を切って督促を

し、請求をしたけれども払ってくれないと、そう

いう場合は一体どうなるのか。

今これを見ますと、この３団地に限って家賃を

払ってないから問題提起をするんだというふうな

理解を私はしてるわけですが、このほかの家賃と

の連動はどうなのか、未支払いの関係は。まず、

それからお答えをしていただきたい。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、３団地の方のみ

の調停ということでございますが、３団地の方々

は現行の家賃、一昨年の９月に泉南市の住宅管理

条例の改正をいたしました。それについての額に

ついての異議があると申し立てされておるわけで

ございます。我々としては、当然一昨年の９月議

会で改定されました新しい泉南市の住宅管理条例、

これに基づく家賃が正しいというふうに考えてお

りますが、３住宅の方々は、その額は不的確であ

るとおっしゃっておられるわけでございますので、

お互いにそれぞれの言い分というものがあるわけ

でございますから、それについては第三者に調停

をお願いしたいという意味で、調停の議案を上げ

さしていただいたわけでございます。

また、ほかの市営住宅もございます。滞納され

てる方もおります。これについては、当然徴収の

義務がございますから、また入居者の方もお支払

いいただく義務もございますから、お互いに話を

して徴収をしているということでございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

－３１３－

○１７番（島原正嗣君） そうしたらあれですか、

この家賃の調停という本質的な法律上の論争は、

泉南市が３団地に対して値上げを要請したけども、

それは不当な家賃であるということだけで調停を

泉南市としてはすると、こういうことですか。こ

れが１点です。

ただ、家賃というたら、恐らく公団関係の公の

住宅を中心にした判断をせなきゃいかんと思うん

ですが、後段、部長が今答弁なさった、長い間滞

納をしている個人個人の住宅の未支払いについて

は、これはまた督促したり、請求したりするんだ

からということなんですけども、そこらあたりの

関連は一体どないしてるんですか、もう一度答え

てください。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） ３団地の方以外の滞納

者の方から家賃の額についての異議はございませ

ん。滞納していることについては、当然お支払い

をしていただくということで話を進めているとこ

ろでございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） ３団地についていろんな

異議があるということは、先ほどの議論もありま

したように、問題は建てかえ、払い下げと、こう

いうところからスタートしているわけで、それと

これは別個だといえば別個ですけれども、それに

は一定の流れというものがありますし、事象とい

うものもあると思うんですね。

問題は、私の言いたいのは、行政が、役所が市

民と争って事を構えてする以前に、もっとお互い

最善を尽くす時間がなかったのかどうかというこ

とについて、僕は非常に残念に思うんです。私は

個人的には、時々けんかはしますけどね、争うこ

とは余りしません。争って残るのは、憎しみと、

悲しみというものも残りますし、どっちかいうた

ら、お互い円滑に物を処理していくということの

方がいいのではないか。

例えば、私は今回の冒頭の一般質問でも申し上

げましたように、それぞれ日本全国の中には市民

団体、住民団体の中にもいろんな会合がありまし

て、例えば豊島の産業廃棄物の問題にしても、住

民エゴと言われようとも、自治会エゴと言われよ



うとも、自分たちの既得権益、すなわち生活と権

利は自分たちで守らなければだれが守ってくれる

んやと、そういうことが今日の時代のいろんな政

治的な課題にもなってるんです。

だから、僕は何も争うことは悪いとは言いませ

んけども、それぞれの立場で家賃が払えないとい

うのは、金がなくて払えないということではなく

て、それぞれの理由があるわけですよね。この３

団地の方はもう当初から、水道庁舎で市長もその

ときにはおいでになって、いつもにこにこ現金払

いみたいな感じで、当初は払い下げ問題について

話し合いをしたと思うんです。今はもう道で会っ

ても、お互い憎しみというんか、そんな感情が先

に走っているということは、余りよろしくない。

それはいろいろ立場上、市長は全市民の財産を

守らなきゃならんわけですから、それぞれの立場

はあるでしょう。けども、市営住宅３団地の方は、

自分たちの生活を守るためにどうしたらいいかと

いうこともあるわけですよね。ここに書いてある

のは家賃だけのことですけれども、家賃のことを

裁判所へ持っていって、あるいは調停に持ってい

って判断をしてもらうということは、私は余り好

ましいことではない。実直切実な市長が一市民と

そういうようなことをやることは、決して僕はい

いことじゃないというふうに思いますよ。

したがって、これはいずれにしてもお互い話し

合いしなさいということになると思うんです。だ

からある意味では、もっと市役所として円満な解

決の方策というものはもう絶対今後ないのか、も

う裁判以外ないのか、それをちょっと聞かしてく

ださいな。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 調停そのものは裁判で

はございません。民事調停法、これにつきまして

は戦後の民主主義の礎となる法律でございました。

これについては幾多の成果がございます。それぞ

れお互いに言い分を言い合って第三者にも聞いて

いただくということによって、それぞれ解決して

きたことでございますので、調停法は有効である

というふうな判断で今回上げさしていただいたわ

けでございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

－３１４－

○１７番（島原正嗣君） これで４回目ですけれど

も、おまけでもう１回頼みます。

そういう小理屈をあんたが言うからあかんねや。

私はあんたより無学かもわからん。人生の体験者

としては、先輩としては、あんたよりずっと上や。

議員の生活も４０年さしてもろてる。そんな小理

屈言うから問題になるわけや。

だから、法律の中にもいろいろある。民法もあ

りゃ刑事法もある。そんなことはだれでもわかっ

てるんやけども、調停であろうと裁判であろうと、

争ってることは事実なんでしょう。我々は市民の

代表ですよ。少々時間かかったって、その時間議

論をすることは当然なんですよ。あんたのように、

いや裁判所と調停は違う。違うわいな、そら場所

も。市役所と町役場と違いまんがな、役場でも。

そのことを言ってるんじゃない。

問題は、お互いが誠意を持ってそのことにどう

処していくか、円満な解決をしていくかというこ

との判断をしてくださいと言ってるんですよ。私

は何も住民の側が全部正しいとは言ってない。そ

のことをやっぱりもっとあんたらは説得力を持っ

て 役人でしょうがな。役所の人ですがな。そ

れを解決する義務があるんじゃないですか。それ

を言うてるんですよ。何も裁判所と調停のことを、

私はみそもくそも一緒くたに言うてるのと違うわ

けですよ。木で鼻をくくったようなことを言うか

ら、私は言いたくなるわけですよ。いずれにして

も、円満な解決をするようにひとつ望んでおきま

す。

終わります。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 時間もあれですから簡潔

にはしたいんですが、必要なことだけお尋ねをし

ておきたいと思います。

今、島原議員からもお話しありました。私はち

ょっと確認をしておきたいと思うんです。これは

前回と実際上ほとんど同じ議案ですから、そうい

うことでここで家賃が未収納となっている者に対

し、当該家賃の支払いを請求するということであ

りますので、未収納となっている者の中身は一体

どういう状況にあるのか、そのことについてお尋

ねをしておきたいというふうに思います。



○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 一昨年の９月から住宅

の家賃が改定されまして、９年度分につきまして

は暫定家賃でございました。また、平成１０年の

４月から新公営住宅法に基づく家賃に移行いたし

まして、現在に至っております。平成１１年の１

月末現在で３住宅の方６２名の滞納額総額につき

ましては、３４０万程度でございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと部長、私の質問

をよく聞いてくれてなかったので、私は６２件の

３４０万の話だけ聞いたんじゃなしに、泉南市の

住宅、これだけですか。そうじゃないでしょう。

私は全体のことを聞いたんですが。現在、住宅が

泉南市に何戸あって、そのうち何戸未収入になっ

てるのか、そしてその件数と金額と、それをお聞

きしてるんです。なんでしたら９年度決算ででも

かまいませんよ。今の議論としては９年度決算が

一番正確ですからね。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、先ほどの答弁で

３住宅の１月末現在の滞納額が３４０万程度とい

う御答弁をさせていただきましたが、間違いでご

ざいました。訂正させていただきます。４３４万

２，６００円でございます。

それから、平成９年度の住宅使用料の滞納の状

況でございますが、１１年の１月末現在で全体と

しての収納率が８６．３％でございます。額につい

てはちょっと集計をいたしておりません。

○２２番（林 治君） ちょっとそれでは聞いて

ることに それでは、９年度決算の状況は簡単

にわかるでしょう。集計もできてるでしょう。

（巴里英一君「議案とは直接関係ない」と呼ぶ）

いやいや、関係ありますよ。１００％関係ある。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） ９年度の決算の滞納額

については、今ちょっと資料を持ち合わせており

ません。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） それじゃ、いただいた資

料で言いますね。収入未済額が９年度決算で一般

向け住宅６２件で１４７万５，６００円、同和向け

－３１５－

住宅が５７件で１７３万５，４００円、計１１９件、

過年度の滞納分が４７件、４７万２７６円あり、

１５９件で３６８万１，２７６円あると、これはお

たくの方からいただいた資料ですから、これでは

っきりしてると思うんです。私はそのことをあな

た方の方から言ってほしかったんですが、これは

９年度決算で、これは実際上この本会議で報告あ

った内容に即したものです。

私は、この点で家賃の未収納について、今島原

議員からもありました。私はいろいろ質問はある

んですが、簡潔にするために市長にお尋ねします

が、３団地以外の方は家賃の値上げに異議がない

んだということを、市長はこれまでの質問に市長

自身がそういうふうに答えてはるんです。今部長

もそう答えましたけどね。

そこで、家賃を滞納されてる方すべてについて、

そういうことを調査されたんですか。全部したん

ですか。家賃が今回値上がりしたために払えない

と言うてはる方も私聞いてますし、そして家賃が

そういうことから払えなくなってる人たちも実際

おるんですよ。そんなこと、実際上これだけの件

数の家賃の不払いがほかにもあるのに、それは全

部今の上がった家賃に異議がないんだというよう

なことを、何でこんなところで払わない人たちの

ことを全部言えるんですか。私は、それは絶対に

言えないと思いますよ。それが１つです。

それから、もう１つは、今６２件の方は家賃そ

のものについては払う意思があって供託をされて

るんですから、法的手続をしてるわけですから、

これは。それと、ここには歴史的な経過が十分あ

るということは、これまでのずっと以前の木造住

宅で、私はきょう具体的に確認したかったんです

が、建設年月日と耐用年数と、それから木造住宅

ですよ。やっぱりそういうことも含めて、しかも

この経過の中で家賃ずっと値上げなしで来てるん

ですよ、そのままで。この住宅については、そう

いう払い下げの問題があってから後は。

だから、そういうことからも、この問題はきち

っと先ほど言われたことも含めて、やっぱり答弁

としてしておいていただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 家賃改定をこの前からやり



ましたけれども、今回お示しをしている方々以外

で家賃の改定そのものに異議あるいは反対という

話はございませんでした。異議の申し立てもござ

いません。

それと、家賃改定は今この住宅だけはしてこな

かったというようなお言葉でございましたけれど

も、市の市営住宅すべてにわたって改定はしてお

らなかったわけでございまして、この平成９年に

改定をしたと。これは一斉に改定をしたというこ

とでございます。

それから、努力の点なんですが、これも先ほど

から何回も申し上げておりますが、我々の方はお

話し合いの中で、払い下げとこの家賃問題とは別

ですよということの文書差し入れも提案もし、当

初部長名であったものを助役名に、また住民の皆

さんから市長名でということもございましたので、

市長名で案をつくって御提示をした経過がござい

ます。残念ながら受け入れられなかったというこ

とでございます。我々は書ける範囲のことは最大

限、皆さんの意向も酌んで修正に修正を重ねて書

いたつもりの案が残念ながら拒否されたと、こう

いうことでございますので、一定我々としても最

大限の努力をしたというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 市長は別に求めていない

ことをいろいろ答弁されてるんですが、結局同和

住宅の方の家賃の値上げがなかったもの、これの

問題と全然性格が違うんですよ。性格が違って上

げてこなかったんですよ。現に上げられるような

状況でなかった。そういうことが上げなかった実

際上の理由ですから、これは過去にもそういう議

論をしたことがあるんですよ。

それから、この３団地以外の方は申し立てがな

かったからといって、うっかり申し立てをしたら

市長にこうやって公権力でバーンとやられるんで

すから、現にこの３団地が申し立てたらやられる

わけですから。

だから、支払う意思は示してるということでそ

れでいいんじゃないんですか。市の方が何も言わ

んと、滞納している人たちが家賃の改定等につい

て異議がないというふうに判断するのは、それは

余りにも勝手過ぎると思いますよ。意見だけ言う

－３１６－

て終わりますけどね。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

成田君。

○１４番（成田政彦君） １９号議案に対する反対

討論を行います。

この問題は、１２月議会で否決された理由で明

らかなように、市が過去払い下げを前提にしてき

た、こういうことに対して、前、現市長の時代に

住民の意思を踏みにじったことに今日の大きな問

題があります。

もう既に今回出された議案は２度目であります。

住民の持っている払い下げをしてほしい、今後の

生活設計を何とかしてほしいという、地方自治体

の本来の使命である住民の福祉の向上に寄与する

という、そういう立場でこの問題を解決しないと、

これは解決できない問題であります。

この問題については、住民の立場に立って、市

長、これは解決すべき問題であります。これ以上

言うことはありません。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する討論を

終結いたします。

これより議案第１９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立少数であります。よっ

て議案第１９号は、否決することに決しました。

次に、日程第１１、議案第２０号 平成１０年

度大阪府泉南市一般会計補正予算（第９号）を議

題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 議案第２０号の説明に入ら

していただきます前に、さきの議案第１１号、泉

南市教育委員会の教育長の退職手当に関する臨時

措置条例の制定について及び議案第１９号、市営



住宅家賃支払請求に関する調停の申立てについて

の２議案につきまして、それぞれを議決を得るこ

とができなかったことに伴いまして、議案第２０

号、平成１０年度大阪府泉南市一般会計補正予算

（第９号）の歳出中、１０４ページの人事管理費

の退職手当等８８４万円、及び１０６ページの訴

訟費１４３万８，０００円につきまして、それぞれ

不執行という形で措置をさせていただきたく存じ

ますので、御理解、御了承のほどをよろしくお願

いを申し上げます。

それでは、ただいま上程されました議案第２０

号、平成１０年度大阪府泉南市一般会計補正予算

（第９号）につきまして御説明を申し上げます。

平成１０年度大阪府泉南市一般会計補正予算に

変更を加える必要が生じましたため、地方自治法

第２１８条第１項の規定により補正予算を調製し、

同法第９６条第１項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。

補正の内容でございますが、９１ページをお開

きを願います。歳入歳出にそれぞれ２億６，２８１

万８，０００円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞ

れ１９９億６，７６４万１，０００円とするものでご

ざいます。

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

御説明を申し上げます。

１０４ページをお開きを願います。財産管理費

の公有財産購入費４，４６１万６，０００円でござい

ますが、これは泉南市土地開発公社が昭和５０年

度に住宅地区改良事業として先行取得いたしまし

た用地について、同公社の長期保有地の解消に資

するため買い戻すものでございます。

次に、１０６ページをお開き願います。社会福

祉総務費の負担金補助及び交付金のうち、精神障

害者共同作業所補助金４４０万円でございますが、

これは精神障害者共同作業所泉南フレンドへの通

所人員が増加したことに伴いましてランクアップ

されたため、補助金を増額支給するものでござい

ます。

次に、１０９ページ下段から１１０ページ上段

の仮称農業公園整備事業費の委託料９，９５２万円

でございますが、これは農業公園の整備に向け、

公園施設の実施設計のための委託料及び財団法人

－３１７－

大阪府農とみどり環境の整備公社への工事委託の

費用などでございます。

続きまして、同ページその下の交通安全対策費

の負担金補助及び交付金７１４万８，０００円でご

ざいますが、これは現在市内を運行しております

南海バスの３路線に対します赤字補てんのための

補助金でございます。

次に、１１１ページをお開き願います。教育総

務費の事務局費の積立金１，４５０万円でございま

すが、これは市内在住の久 子氏から教育事業

の経費に充てる目的を持って寄附された指定寄附

金について、さきの議案第１３号で御承認いただ

きました久 芳春教育基金に積み立てるものでご

ざいます。

次に、１１２ページをお開きを願います。公債

費の償還金利子及び割引料３７５万１，０００円の

減額でございますが、これは市債の平成９年度発

行分の利子の確定による不用額でございます。

お手数ですが、９６ページにお戻りを願います。

第２表では債務負担行為の補正を、引き続きまし

て９７ページの第３表では事業の追加及び変更に

伴います地方債の補正を、また９９ページの第４

表では繰越明許費につきまして、それぞれ記載を

いたしておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。

なお、歳入の明細につきましては、１０１ペー

ジから１０３ページにかけて記載のとおりでござ

います。

まことに簡単でございますが、説明とさせてい

ただきます。御承認賜りますようよろしくお願い

を申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 和気君。

○１３番（和気 豊君） ただいま提案をされまし

たが、２つほど質問をしてまいりたいと思うんで

すが、１つは１０６ページの訴訟費ですね。この

報償費１３７万５，０００円、弁護士報酬となって

るんですが、これは調停に係る分だけでしょうか。

市は所有権移転登記に係る提訴を受けておるわけ

ですが、それに係る応訴分、これについてはこの

中に計上されていない、１９号議案との関係だけ

の この案件が否決をされたと、こういうこと



で当然予算執行できないわけですから、その全額

１３７万５，０００円、これをカットすると、こう

いうふうに理解をさしていただいていいのかどう

か。この点がまず１点であります。

それから、もう１つ、農業公園整備事業であり

ますが、補正ではありますけれど、この予算を見

ますと、施設実施設計委託料９，９５２万、委託料

がこれとそれから造成委託料としてみどり公社の

方に委託をすると、大阪府に丸々この事業を委託

をするという大変な予算、いえば農業公園総仕上

げの本格的な予算がこの補正の中に計上されてい

る、こういうように思うんです。

それで、もう時間がありませんから、私は続け

てこの関係で質問をしたいと思うんですが、私か

ねがねこの事業については、できた暁にこれも一

種の呼び込み方式で、さきにお金を投資してこれ

をつくり上げて、後は人を呼び込んでいくと。有

料で呼び込んでいくわけですが、果たしてどれだ

けの利用者見込みがとれるのか。と申しますのは、

最近同様の施設が近隣各市町でできております。

例えば南の方からいきますと、岬町の楠木のあた

りにある地海公園、それから土取り跡地の多目的

公園とか、いろいろできてるんですよ。これとの

競合関係ですね。

時間もありませんからもうすべて申し上げませ

んが、泉南市でも紀泉ふれあい塾など、競合類似

施設があるわけですから、そういう点で果たして

本当に利用アセスを十分せずして、これだけの、

規模は縮小されたといいましても、２１億という

大変なお金をかけるこの事業が果たしていいのか

どうか。

それから、もう１つ、花卉団地との連動が問題

になるわけですが、この花卉団地の造成の後、こ

こへの入植者の補償ですね、これが果たしてでき

るのかどうか。バブルのときに土地神話に基づい

てこの事業が開始されて、できるだけ土地を高く

売って安くここへ入植すると。ところが、その高

く売るべき土地がどんどん値下がりをして４分の

１ぐらいになっている。ちなみに和泉砂川の開発

関係にかかわって代替用地ですね。あの当時、坪

当たり１６３万９，０００円で買収しなければなら

なかった、公社として。それだけの値段が出てた

－３１８－

んですよ。だからこそ移転という、現在地を売っ

て入植をすると、こういう青写真も当該花卉農家

の方には描けたわけですけれども、そういうもの

が全く雲散霧消しているという時価の値下がり状

態、４分の１以下になっているわけですから、果

たして入植の可能性があるのかどうか。

それと、問題はやっぱりこの事業に係る財源で

す。大阪府が農とみどりの公社以外にほとんど財

政補助がない。国は半分だと。起債が大変な額に

なりますし、既に公社等で購入している土地です

ね。これは将来一般会計で事業化するときには買

い戻さないかん。このときには大変な起債を伴っ

てくると、こういうことも明らかです。今の泉南

市の財政事情、開発優先がもたらした財政危機、

これをこれ以上さらに悪化させる、この要因にも

なるんではないかと、この点からこの辺の事業を

もう一度精査していかないかん。市が考えている

４億円程度間引きするだけの減少では、非常にも

たないんではないか、もっと大幅に抜本的に競合

関係も考えて処理していく必要があるんではない

かと、こういうふうに思いますが、その点で質問

をいたしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） まず、最初の１０６ペ

ージの訴訟費にかかわりまして、例の所有権移転

の関係します弁護士の着手金について、この中に

含まれているかという御質問でございますが、こ

の予算内には含まれてございません。例の所有権

移転にかかわります弁護士着手金につきましては、

議運でも御説明さしていただきましたが、追加を

予定してございます３議案の中の追加補正予算の

中に計上する予定でございます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 農業公園について私の

方から御答弁をさせていただきます。

まず、今回補正をお願いしております農業公園

の造成の委託料でございますが、これにつきまし

ては、大阪府農とみどり環境の整備公社が実施を

しております農用地の造成、それと相まって泉南

市が行います農業公園の進入道路、これについて

の工事を今回お願いしているわけでございまして、

以前から造成工事を実施しております公社に委託



するのが一番適当であるというふうな判断で、委

託料として造成の費用を計上させていただいてお

るところでございます。

それから、近隣には農業公園的ないろんな施設

があるということでございますが、泉南市の場合

も当初の計画どおりアクセスもございますし、ま

た泉南市にとって花については大変ウエートの高

い生産も図っておりますので、公園部分としても、

当然農用地の花卉団地と相まった形での必要性を

考えておりますので、今後も引き続いて実施をし

ていきたいというふうに思っております。

また、財政的な面でございますけども、これに

ついては大阪府、また国に対しての要望もいたし

ておりますので、できるだけ今回の公園の設計委

託、これの中で施設を縮小した形での設計委託を

行っていきたいというふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ちょっと答弁になってな

いように思うんですが、私は花卉団地との連動と、

これは申し上げたんですよ。わかってることなん

ですよ。だからこそ、いわゆる花卉農家の入植と

いうのが前提になるでしょう。今、そういう前提

が本当に保障される、担保される状況でしょうか

と。自分の持っている既設の土地 園芸団地で

すが、そういうものを売却して入植されるわけで

すから、新しく土地を購入されるわけですから、

その辺のメリットが今なくなっている中で、本当

に９軒の農家が入植される保障があるんでしょう

かと、この辺の実情を具体にお伺いをしているわ

けです。

それから、開発公社から８億３，０００万ほどの

用地を買い戻さないかんわけですが、これはもう

既に２億数千万の一般会計からの財源をつぎ込ん

でるわけですから、これはほとんど起債にゆだね

なければならないと、こういうことになってくる

というふうに思うんです。そのことの財源的な反

映。

それと、なおかつ規模の縮小は３億ないし４億

と言われてるんですが、維持運営管理についての

見通し、これについてはなかなかはっきりと言わ

れない。つくったわ、だれが維持管理をするんで

すか、運営していくんですか。その運営費用につ

－３１９－

いても明らかにされない。当初は出てますよ。そ

ういうことについての財源的な裏づけ保証と、こ

ういうことも明確にされなければならない。

それから、利用者については、やっぱり答弁に

なってないんですよ。競合施設がいろいろできて

いると。ただ、農業の体験学習という点ではあり

ませんけれども、子供たちが親子で一緒に遊ぶよ

うな施設は、ほんとにもう数えたら切りがないぐ

らいできてるんですね。和歌山には緑化公園なん

かもありますし、それも入れますと、本当に競合

施設がいっぱいある。そういう中で、本当に利用

の保障があるのかどうか。なかなか出てこないん

ですよ。財政不如意の折から、むだな事業ではな

いかということをかたがた言うてるんですが、そ

れに対してもうちょっと明確なお答えをいただき

たい。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、入植予定者の方

たちとの話し合いでございますが、農用地につい

ては、議員も御指摘のように縮小いたしました。

これについては、当然時間的にはかかると思いま

すが、花卉団地という形で造成をしているわけで

ございますから、まず優先的に花卉農家の方に入

植をしていただきたいというふうに思ってます。

できるだけ公社の方も用地の単価を下げた形で取

り組んでいただいておりますので、期間はかかる

と思いますが、入植者との話し合いは進めていっ

ておるところでございますので、見込みがあると

いうふうに判断をいたしておるところでございま

す。

また、公園部分に対しての利用の件でございま

すが、これについては今回の補正で１，７００万余

りの設計委託料も計上させていただいております

ので、どういう施設にするのかと、まずそれが先

に立って、それからの管理・運営の費用の積算に

なるという形でございますので、今後とも財政的

な状況も加味した形の中での管理・運営の積算を

やっていきたいというふうに思っておるところで

ございます。

また、運営の主体については、いろんな形態が

あると思います。直接的に泉南市が管理・運営を

行うということは困難だというふうに考えており



ますので、その辺も考慮に入れた形で取り組んで

いきたいというふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） １０６ページの社会福祉

総務費の１９の負担金補助及び交付金で社会福祉

課の関係になりますが、総合福祉センターの下に

あります精神障害者共同作業所補助金ですが、４

４０万円の内容はいかがかということと、措置費

及び補助金の平成１０年度の総経費は現在どれく

らいになっているのか。

それと、共同作業所の現職員数は、嘱託、アル

バイトを含めて何人か。それと、現在の対象通所

者数ですね、設立当初からの通所者数。現在、泉

南市で措置すべき待機者数があるのかないのか、

あれば何名か。

そして、研修とか視察、交流等が年度に何回か

行われているかと思いますが、それに対する経費

は、私的、いわゆる私持ちなのか、それともそれ

は一定の補助金の中で処理されているのかという

ことであります。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 西本社会福祉課長。

○健康福祉部社会福祉課長（西本 治君） 巴里先

生の質問にお答えします。

巴里議員言われているのは泉南作業所で、今回

補正さしていただいておりますのは、精神障害者

共同作業所泉南フレンドに対する補助金でござい

ます。

以上です。

〔巴里英一君「岡田のやつかな。岡中かな」と

呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 西本社会福祉課長。

○健康福祉部社会福祉課長（西本 治君） 場所に

つきましては、泉南市樽井でございます。

〔巴里英一君「待機やら全部あるかないか聞い

てる」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 西本社会福祉課長。

○健康福祉部社会福祉課長（西本 治君） 失礼い

たしました。

巴里議員の質問は、泉南作業所についての質問

かと思います。今回の補正は、共同作業所泉南フ

レンド、精神障害者の作業所でございますので、

－３２０－

……（「知的障害者やろ」の声あり）いえいえ、

精神障害者の方の作業所の補助金でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） これ、条例が出ているの

は４月１日からなんですね、知的障害の呼称は。

そうなるんかな。これは補正ですから、それはそ

れでいいわけでしょう。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 今

回補正をお願いしてますこの社会福祉総務費の精

神障害者共同作業所は、精神薄弱者のあの共同作

業所じゃなしに、精神障害者共同作業所で、今回

大阪府の補助基準額が８９０万から１，３３０万に、

利用者がふえてふえました。それに基づきまして

４４０万の補正をお願いしている分でございます。

そして、この分につきましては府から２分の１の

補助金がありまして、２２０万円の補助金が府の

方で計上している、その分でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） ちょっと錯覚してたんか

なと思います。失礼しました。改めて予算委員会

でまた聞かしていただきます。

それで、いわゆる待機者とかそういう関係者は

おられるのかということなんですが。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

の作業者には待機者はございません。あくまでも

利用人員がふえてきておりますので、その利用人

員がふえてきた分だけ今度ランクアップいたしま

して、その増額分の補正をお願いしているところ

でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） ランクアップというのは

どういう意味なんですか。ランクアップというの

は、措置内容がよくなっていくという意味のラン

クアップなのか、そこら辺のところをちょっと…

…。待機者がいてないということは、すべてが措

置可能だという意味なんですね。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

の精神障害者共同作業所のランクといいますのは、

今回ＢランクからＡランクに上がりました。その



算定の方法は、１日当たりの平均利用者数という

のがございます。それがＡランクの場合は１５人

以上ということになっておりまして、今現在１５

人いますので、これも大阪府の補助基準額でござ

います。共同作業所を運営するための経費でござ

いますけれども、それが１，３３０万に上がってお

ります。前回は８９０万でございました。ですか

ら、その差の４４０万を今回の３月の補正でお願

いしていると、こういうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 私、案外わからないなと。

自分でわからないんですよ。ランクアップという

のは、人員の増がランクアップだという意味のと

らえ方でいいわけですね。私たちがとらえるとき

は、内容のランクが、状況がよくなって措置の内

容がよくなったんだという意味のランクアップと

いうとらえ方をするんですが、府の指定されてい

る人員の増がランクアップだという、そういう意

味の措置費のあり方だという、いわゆる予算の組

み方、補正だということで理解していいんですか。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 今

申しましたランクアップといいますのは、あくま

でも利用人員がふえて、それで補助金が増額され

たと、そういう意味でございます。

〔巴里英一君「議長、よろしいです」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） １０４ページの８財産管

理費、公有財産購入費４，４６１万円のこの中身を

ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） １０４ページの財産管

理費の４，４６１万６，０００円でございますが、開

発公社が昭和５０年度に住宅地区の改良事業とい

たしまして先行取得いたしました用地について、

今回開発公社の長期保有地の解消に資するため買

い戻すものでございます。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 場所はどこで、使用目的

は何にされるのか、ちょっとお伺いしたいんです

けど。早いこと明確に答えてもらって。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

－３２１－

○総務部長（細野圭一君） 地番でございますが、

鳴滝１１０の１でございまして、面積が２４６平

米でございます。坪に直しますと、約６０万にな

るかと思います。

〔成田政彦君「使用目的は」と呼ぶ〕

○総務部長（細野圭一君） （続）使用目的でござ

いますが、公社の長期保有地につきましては、全

国的にいろいろ論議されておるところでございま

して、本市におきましても、暫定利用等いろいろ

と対応を考えているところでございます。

そういう中で、より広く普通財産にいたしまし

て、その使途を考えていきたいという中で、今回

公社から買い戻すものでございます。

現在のところ、具体に明確な使用目的はまだ決

めてございません。

○議長（薮野 勤君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） もう意見を言います。使

用目的のないままそんな大きな土地を買うんです

か。また、まさか自転車置き場か駐車場じゃない

かと思うんですけど、今使用目的のないまま買っ

たということですので、最後それを確認しておき

ますわ。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今も説明さしていただ

きましたように、公社で長期保有している物件に

ついて、いろいろと全国的にも論議されているわ

けでございます。そういう中で、かなり長期にわ

たって先行取得している土地が現在２件ございま

す。その１つが樽井駅前の広場の代替用地でござ

いますが、それが昭和４８年、この物件が昭和５

０年度の物件でございます。

そういう中で、１つでもより早くそれを処理し

たいという中で、それの処理の方法といたしまし

て、今回公社で長期にわたって抱えるよりも、普

通財産といたしましてより広く使用目的を考えて、

早期にその長期の保有地を解消したいという目的

でございます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 議案第２０号、平成１０



年度泉南市一般会計補正予算について、反対の立

場から討論いたします。

まず、公有財産購入費であります。確かに公社

が持ちあぐねている土地を購入する、買い戻す、

こういうことについてはよくわかるわけでありま

すが、しかし使用目的が明確でない。もう年度が

終わろうとしているにもかかわらず、そういう買

い方が果たして一般会計、大変な財政事情の折か

ら可能なのでしょうか。

あわせて、農業公園の整備事業であります。先

ほどの公有財産とこの農業公園の関係予算を含め

ますと、今補正予算の７５％近くを占めます。と

りわけこの農業公園事業については、これから１

つの画期をなす予算計上があります。

そういう点では、見通しの問題はまだ明確では

ありません。ますます利用の問題については厳し

い状況になっておりますし、花卉団地との連動問

題についても、入植農家の状況、これが答弁の中

でも明確になっていない。財源問題に至っては、

ますます泉南市財政を圧迫する。維持運営管理費

についても明確ではない。本当に見通しのない中

でこれだけの多額の投資を行っていく、こういう

ことについては、当然納得できないところであり

ます。農業公園整備事業については、さらに凍結

を含む抜本的な見直しを求めて、反対の討論とい

たします。

以上であります。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する討論を

終結いたします。

これより議案第２０号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第２０号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第１２、議案第２１号 平成１０年

度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計補正予

算（第３号）議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

－３２２－

○議長（薮野 勤君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程されました議

案第２１号、平成１０年度大阪府泉南市汚水処理

施設管理特別会計補正予算（第３号）につきまし

て御説明を申し上げます。

平成１０年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特

別会計予算に変更を加える必要が生じましたため、

地方自治法第２１８条の第１項の規定により補正

予算を調製し、同法第９６条第１項の規定により

議会の議決を求めるものでございます。

補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総

額にそれぞれ６万４，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ３，００２万８，０００円とす

るものでございまして、増額項目につきましては、

汚水処理施設管理基金定期預金利子の基金への積

み立てとなっております。

簡単ではございますが、説明にかえさしていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願いを

申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２１号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１３、議案第２２号 平成１１年

度大阪府泉南市一般会計予算から日程第２９、議

案第３８号 平成１１年度大阪府泉南市水道事業

会計予算までの以上１７件を一括議題といたしま

す。

ただいま一括上程いたしました平成１１年度泉

南市各会計予算１７件につきましては、いずれも

議案書の朗読を省略し、理事者から順次提案理由

並びに内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ます、議案の提案説明をさ



していただきます前に、大変恐縮でございますが、

お手元に正誤表を２枚お配りをさせていただいて

いると思います。平成１１年度大阪府泉南市予算

書及び予算説明書の中で、１０８ページ、１１５

ページ、１１６ページ、１９８ページ、それから

２５５ページ及び３０４ページにおきまして、そ

れぞれ誤りがございました。おわびをして訂正を

お願いを申し上げます。

それでは、説明に入らせていただきます。ただ

いま上程されました議案第２２号から議案第３８

号までにつきまして、順次御説明を申し上げます。

まず、議案第２２号の平成１１年度大阪府泉南

市一般会計予算についてでございますが、別冊の

予算書３ページをお開き願います。

歳入歳出の予算の総額をそれぞれ２００億６，０

８０万とするものでございます。平成１１年度予

算は、前年度当初比１４．５％の増となっておりま

すが、これは前年度が骨格予算の編成となってい

たこと、及び一部懸案事業につきまして進捗のめ

どがつきましたので、早期完工を図るため予算化

したことなどに伴い、前年度比伸び率が大きくな

ったものでございます。

なお、新年度予算の編成に当たりましては、深

刻な財政状況のもとで、財政健全化のため歳入の

確保に万全を期するとともに、経費の節減及び事

業の選択等について精査を行いつつ、人権、教育、

福祉、環境などの充実を基本理念に、多様化する

市民ニーズに的確に対応していくため、限られた

財源を重点的、効率的に配分し、予算の編成を行

ったものでございます。

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

御説明を申し上げます。

まず、１２９ページから１３０ページにかけて

の企画広報費の委託料のうち、総合計画策定委託

料４７４万１，０００円でございますが、これは平

成１２年度の策定を目指し、現在第４次泉南市総

合計画の策定作業を進めておりますが、新年度は

基本構想及び基本計画の素案の作成を予定してお

り、このために必要な経費でございます。

次に、１３７ページをお開きを願います。ＯＡ

化推進費の１億７，６６２万９，０００円でございま

すが、簡素で効率的な事務の執行を推進するため、

－３２３－

住民情報システムの整備を図るとともに、財務会

計システムの構築を行い、市民サービスの向上に

資するための経費でございます。

次に、１５７ページをお開き願います。下段の

老人福祉費の扶助費のうち、老人保護措置費３億

４，１４２万１，０００円でございますが、これは在

宅生活が困難な高齢者を施設入所により養護し、

あわせて家族の負担軽減を図るための経費でござ

います。

次に、１６９ページから１７０ページにかけて

の介護保険準備費９，４８２万円でございますが、

これは平成１２年４月からスタートする介護保険

制度を円滑に運営するため、事業計画の策定や要

介護認定などに要する経費でございます。

次に、１９１ページをお開き願います。塵芥処

理費の備品購入費のうち、自動車購入費２，２００

万円でございますが、これは清掃パッカー車３台

がＮＯｘ 法の規制車両に該当し継続検査を受けら

れなくなるため、新規に購入するための経費でご

ざいます。

次に、１９３ページをお開き願います。環境整

備対策費の需用費のうち、消耗品費７１万９，００

０円でございますが、これは現在、全庁的な取り

組みとしてエコオフィス行動計画を推進中ですが、

今後全市的なエコライフ計画の実施に向け、市民

を対象に環境家計簿モニターを募集し、環境問題

についての認識を深めていただくための経費など

でございます。

次に、２０３ページをお開き願います。仮称農

業公園整備事業費の７，２３２万５，０００円でござ

いますが、これは農業公園の整備に向け、造成工

事等を行うための経費でございます。

次に、２２０ページをお開き願います。都市計

画調査費の委託料のうち、都市計画調査委託料４

２７万５，０００円でございますが、これは５年ご

とに全国一斉に実施される市街化区域及び市街化

調整区域の区域区分の見直しに当たり、前年度に

引き続き必要な調査、検討を行うための経費でご

ざいます。

次に、２２２ページから２２３ページにかけて

の砂川樫井線新設事業費７億４，９１１万円でござ

いますが、これは市内の通過交通を円滑にすると



ともに、地域住民の利便性の向上を図るため、泉

南一丘団地とＪＲ和泉砂川駅を結ぶ道路の新設整

備を進めるための事業費でございます。

次に、２３２ページから２３３ページにかけて

の消防施設整備事業費の備品購入費２，９７４万２，

０００円でございますが、これは消防活動の充実

を図るため、信達分団に消防ポンプ車を、また西

信達分団に消防資機材搬送車をそれぞれ配置する

ための経費などでございます。

次に、２４３ページから２４４ページにかけて

の学校施設整備費の工事請負費３億５，８００万円

でございますが、これは体育実技に支障を来して

いる信達小学校体育館の改築工事及び東小学校屋

上の防水改修工事に要する経費でございます。

なお、歳入の明細につきましては、９９ページ

から１２２ページにかけて記載をしておりますの

で、よろしくお願いを申し上げます

以上、簡単でございますが、議案第２２号につ

いての説明とさせていただきます。

次に、議案第２３号から議案第３２号までは、

平成１１年度各財産区会計の予算でございまして、

１５ページの樽井地区財産区会計予算から５１ペ

ージの信達岡中財産区会計予算までの１０財産区

会計でございます。明細につきましては、３０５

ページから３４４ページにかけて記載をいたして

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。

次に、５５ページの議案第３３号、平成１１年

度大阪府泉南市交通災害共済事業特別会計予算で

ございますが、記載のとおり歳入歳出それぞれ６

９４万９，０００円とするものでございます。明細

につきましては、３４５ページから３４９ページ

にかけて記載をいたしております。

次に、５９ページの議案第３４号、平成１１年

度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算で

ございますが、歳入歳出それぞれ４７億３，１８０

万８，０００円とするものでございます。明細につ

きましては、３５１ページから３７２ページにか

けて記載をしてございます。

次に、６５ページの議案第３５号、平成１１年

度大阪府泉南市老人保健特別会計予算でございま

すが、歳入歳出それぞれ４８億２，７８８万６，００

０円とするものでございます。明細につきまして

－３２４－

は、３７３ページから３７８ページにかけて記載

をしております。

次に、６９ページの議案第３６号、平成１１年

度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算でござい

ますが、歳入歳出それぞれ３３億３２１万６，００

０円とするものでございます。明細につきまして

は、３７９ページから３９６ページにかけて記載

をしてございます。

次に、７５ページの議案第３７号、平成１１年

度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算で

ございますが、歳入歳出それぞれ４，０７７万７，０

００円とするものでございます。明細につきまし

ては、３９７ページから４００ページにかけて記

載をしてございます。

次に、議案第３８号、平成１１年度大阪府泉南

市水道事業会計予算について御説明を申し上げま

す。

予算書は別冊となってございます。別冊１ペー

ジでございますが、これは総括表となっておりま

す。

まず、収益的収支でございますが、収入といた

しましては１４億９，２５０万円で、対前年度比は

５，０９６万円の増加で、率といたしましては３．６

％の増でございます。対しまして支出でございま

すが、１４億５，８５２万円で、対前年度比は４，４

３２万円の増加で、率といたしましては３．２％の

増加でございます。収支差し引きは３，３９８万円

の利益となっております。

次に、資本的収支でございますが、収入といた

しましては７億７，０３５万円で、対前年度比は１

億９，０００万円の増加で、率といたしましては３

２．８％の増でございます。対する支出でございま

すが、９億８０５万円で、対前年度比は１億５，６

８６万円の増加で、率といたしまして２０．９％の

増でございます。収支差し引きは１億３，７７０万

円の不足でございます。この生じました不足額は、

内部留保資金で補てんするものでございます。

なお、明細につきましては、３ページ以下に掲

載をいたしております。

以上、まことに簡単でございますが、議案第２

２号から第３８号までの説明とさせていただきま

す。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上



げます。

○議長（薮野 勤君） これよりただいま一括上程

いたしております平成１１年度各会計予算１７件

について一括して質疑を行います。質疑はありま

せんか。 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます平成１１年度各会計予算１７件につきまして

は、１２名の委員をもって構成する平成１１年度

予算審査特別委員会を設置し、これに付託いたし

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って平成１１年度泉南市各会計予算１７件につき

ましては、１２名の委員をもって構成する平成１

１年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託

の上、審査することに決しました。

さらにお諮りいたします。ただいま設置されま

した予算審査特別委員会委員１２名につきまして

は、議長において指名することにいたしたいと思

います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議長において指名することに決しました。

これより指名いたします。

平成１１年度予算審査特別委員会委員に、

３番 辻 彌一郎 君

８番 松 原 義 樹 君

１３番 和 気 豊 君

１５番 上 野 健 二 君

１６番 重 里 勉 君

１７番 島 原 正 嗣 君

１９番 角 谷 英 男 君

２０番 西 浦 修 君

２１番 北 出 寧 啓 君

２２番 林 治 君

２３番 稲 留 照 雄 君

２５番 巴 里 英 一 君

の以上１２名の諸君を指名いたします。

ただいま議長において指名いたしました１２名

の諸君を平成１１年度予算審査特別委員会委員に

－３２５－

選任することに決しました。委員各位におかれま

しては、よろしくお願い申し上げます。

なお、明１７日午前１０時から委員会を開催予

定いたしておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしま

した。大変お疲れのところありがとうございまし

た。

なお、次回本会議は、来る２９日午前１０時か

ら継続開議いたしますので、よろしくお願いを申

し上げます。

本日はこれにて散会といたします。

午後１０時１分 散会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 薮 野 勤

大阪府泉南市議会議員 稲 留 照 雄

大阪府泉南市議会議員 巴 里 英 一


